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1. 全国地域情報化推進会議概要

 1.1 開催日時・会場・開催関係者等

　◆開催日時　：2001 年 10 月 18 日(木)～19 日（金）

　◆会　　　場：沖縄県名護市「万国津梁館」

　◆主　　　催：経済産業省

　◆共　　　催：沖縄県、名護市

　◆実行事務局：財団法人ニューメディア開発協会

　◆協賛団体等：沖縄県情報産業協会、フロム沖縄推進機構、（財）南西地域産業活

　　　性化センター、名護市マルチメディア推進協議会、（株）トロピカルテクノ

　　　センタ－、沖縄県商工会議所連合会、（社）沖縄県工業連合会、沖縄県商工会

　　　連合会、沖縄県中小企業団体中央会、（株）琉球新報社、（株）沖縄タイム

　　　ス社、琉球放送（株）、沖縄テレビ放送（株）、琉球朝日放送（株）、

　　　（株）ラジオ沖縄、ＮＨＫ沖縄放送局、エフエム沖縄（株）

　◆参加者数　：約 330 名

 1.2 プログラム

プログラム 内　　容

10月18日 13：30～17：30

◆主催者挨拶　　13：30～

◆基調講演１　　13：45～

◆基調講演２　　14：45～

◆講　　演　　　15：45～

◆海外事例紹介　16：15

（フィンランド）～17：30

◎岸本 周平氏

　経済産業省商務情報政策局文化情報関連産業課長

◎伊藤 滋氏 早稲田大学教授 地域情報会議会長

「都市再生の最近の動向～21世紀型まちづくりの視点～」

◎牧野 浩隆氏 沖縄県副知事

「沖縄県のＩＴ施策～ｅ-islandをめざして～」

◎渡邊 昇治氏

　経済産業省商務情報政策局情報政策課 課長補佐

「今後の地域情報化政策のあり方」

◎アンネ・リンドブラッド-アホネン氏

　ヴァンター市情報技術プロジェクトマネジャー

「ＩＣカ－ドを使ったセキュアな統合型行政サ－ビス」

10月19日 9：30～12：00

◆テーマ別研究会　Ａ

◆テーマ別研究会　Ｂ

◎「電子自治体の構築と地域情報化への対応」

◎「ブロードバンド時代の地域コンテンツ流通の在り方」

10月19日 13：00～16：30

◆ＩＴ関連施設見学会

◎見学先　名護市　　 マルチメディア館

　　　　　　　　　　 ＮＴＴ１０４センタ－

　　　　　宜野座村　 サ－バ－ファ－ム

10月18日 13：30～18：00

10月19日  9：30～13：00

◆展示・実演

　　　プレゼンテーション

　会期中、沖縄県内で展開されている地域情報化関連の

経済産業省施策や県独自の事業のパネル展示や実演プレ

ゼンテーションを行いました。
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2. 主催者挨拶　岸本 周平氏 経済産業省商務情報政策局文化情報関連産業課長

　　　　　　　（古屋経済産業副大臣代理）

　ただいまご紹介いただきました、副大臣の

古屋の代理でまいりました経済産業省の岸本

周平でございます。本日は古屋がご挨拶を申

し上げる予定にしておりましたが、あいにく

国会でのテロ対策法案の審議の大詰めに入っ

ており、どうしても東京に残らざるを得ず、

「岸本、自分の思うところを代わりに一言述

べてきてくれ」ということで承ってまいりま

した。

　　　　経済産業省　岸本　周平氏

　まず、本日お集まりいただきました皆様方

には、心からお礼を申し上げたいと存じます。

それからこのフェスタを開催するに当たりま

して大変なご協力をいただきました、沖縄県

や名護市をはじめ各機関の皆様方に厚くお礼

を申し上げたいと思います。

　皆様ご承知のとおり、政府は2003年という

目標を設定しまして電子政府を推進いたして

おります。「ＩＴ戦略本部」で決定された「ｅ

-Japan重点計画」にありますように、2003年

までにはインターネットを使いました色々な

申請、これには納税も含みますが、ご家庭か

らパソコンを通じて納税ができる、あるいは

各種のアプリケーションがインターネットを

通じて利用でき、情報も情報公開法のもと、

電子化された情報を役所から色々な形で、オ

ンラインで取り出せるというようなことを目

標にしております。そのような中で、皆様方

の関心を集め、このような会が開けたことを

大変心強く思っております。

　基調講演をお願いしました早稲田大学の伊

藤教授、沖縄県副知事の牧野先生、さらには

各研究会の講師の皆様方には、講演のご依頼

を申し上げましたところ、大変快く引き受け

ていただきました。この場をお借りしまして

御礼を申し上げたいと思います。

　また、フィンランドから特別ゲストとして、

遠路はるばるアンネ・リンドブラッド－アホ

ネン先生にお出でいただきました。心から歓

迎の意を表したいと思います。ご承知のとお

り、私ども経済産業省では現在総額170億円

の予算を投じまして、全国21地域、50を超え

る市町村の参加を得ましてＩＣカードの実験

を始めようとしているところです。ぜひ、今

日、アホネン先生からフィンランドのＩＣカ

ードの先進事例を聞いて勉強したいと思って

おります。

　ところで、先ほど申し上げましたように、

電子政府の実現を我々の目標としているとこ

ろですが、インターネットを使っていろいろ

なことができる、あるいは役所の手続や役所

の中の事務が電子化される、このことは電子

政府でも何でもありません。意味がないとま

では言いませんけれども、そのことが目標で

はない、ということをよくご理解していただ

きたいと思います。電子政府をつくる、中央

政府や地方政府を電子化するということは、

あくまでも納税者の便益を向上させるという

大きな目的を達成することであります。

　最初に、どうすれば納税者の皆さんに役に

立つかがあります。確かにインターネットを

使ったサービスの提供は納税者の便益につな

がります。さらに、納税者にお払いいただく

税金を減らしていくということが真の目的な

のです。人員削減をする、あるいは事務経費

のコストをカットする。それをいくらカット

するのか、何人減らすのかという目標を設定

し、そのために業務フローを見直してシステ

ムを開発していくというスタンスをおとりい
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ただくようにお願いしたいと思います。人員

が減らない電子政府には意味がありません。

コストの減らない電子政府・電子自治体、そ

んなものは要らないと考えています。

　例えば、12年前アメリカではVISAカード

と提携をいたしまして、出張旅費あるいは会

議費、こういうものにつきましては、職員に

カードを持たせ、それで決済を始めておりま

す。現在では、備品や文房具なども、インタ

ーネットを使ったオークションで購入すると

きの決済はそのカードでやっております。こ

れをパーチェシングカードと呼んでおります。

この結果として、１件当たりの伝票処理費用

が何と40％削減されました。電子政府を実現

するということは、そういうことだと思いま

す。コストを40％下げましょう、そのために

はどうすればいいか、一々現金決済をして伝

票を回す、領収書を庶務に持って行く、そん

な手数のかかることは止める。そういうこと

が、まさに電子政府だと考えております。

　現在、政府調達は12省庁バラバラに実施し

ております。端的な例をお示しすれば、公務

員の給与計算ソフト、12省庁がバラバラにオ

ーダーしております。しかし、公務員の給与

表は一つですから、人事院が一つシステムを

つくればいい、しかもオーダーする必要はあ

りません。給与計算ソフトですからパッケー

ジでいのです。3,000以上ある地方自治体が、

一つ一つ給与計算ソフトをオーダーするとい

うことは本当に無駄なことであり、一本のパ

ッケージソフトを少しずつ変えればいいので

す。そういうことがコストを減らしていくた

めに必要な努力であろうかと思います。

　ＩＴといいますのはあくまでも道具であり、

これを使いこなせるかどうか、ＩＴの持つ本

質は生産性を向上することができるというこ

とです。生産性の向上ができる自治体とそう

でない自治体の差は、これからどんどん開い

ていくと思います。私どもが公募をいたしま

したＩＣカードの事業も同様で、たくさんの

応募があった中で50自治体ぐらいしか選べま

せんでした。私どもは来年度、今回選に漏れ

た自治体の方にも参加していただこうと考え

ましたが、財政再建ということで予算がござ

いません。残念ながら遅れた方はもう国の補

助で研究することはできず、自費で行ってい

ただくほかはありません。

　この差は、一生懸命ＩＣカードを研究して

こられた自治体が勝って、努力を怠ってきた

自治体が負けたということです。これからは、

明らかにそういう差がどんどんついていくこ

とになります。これがＩＴの導入された日本

で起きていくことであります。今は交付税が

ございますから、財政再建の努力を怠けてい

ても国からお金がきますけれども、それもと

ても続きません。そうなると、地方公共団体

自らが地方債という借金を払って行かなけれ

ばならない。そうすると、もちろん倒産する

地方公共団体も出てくるかも知れない、そう

いう厳しい競争の時代に入っているというこ

とを申し上げたいと思います。それを乗り越

えるために、賢く使えば生産性向上を必ず達

会場　沖縄県名護市「万国津梁館」



4

成してくれるであろうＩＴを使って、コスト

削減や人員削減を行う電子自治体を作って行

けるかどうかにかかっているのではないかと

思います。

　そしてもう１つ、今、国・地方合わせまし

て電子政府を作るためのソフトウェアやハー

ドウェア等のシステム開発の費用が１兆8,000

億円、約２兆円ございます。これは来年、再

来年右肩上がりで伸びていきます。しかしな

がら、私ども経済産業省も含めて、果たして

賢い消費者であったのかどうかということも、

今私たちは検討を始めております。本当に２

兆円もかかるのでしょうか。公共事業では、

大体単価は民需の倍と言われております。私

たちが行っているシステム開発の単価が正し

い単価なのか、正しいクオリティのものを納

入していただいているのか。残念ながら私た

ちはエクスパティーズがありませんので、断

言するわけにはまいりませんが、おそらくそ

こには超過利潤があるのではないかと推察が

できます。私ども経済産業省は、来月から内

外のソフトウェア及びシステム開発の価格調

査に入ります。アメリカと比較してどの程度

高いのか調査をいたしまして、次年度以降の

契約に生かしていきたいと思っております。

　一方では、先月、東京都のあるシステムが

750円で落札されるということがありました。

世間があっと驚きました。私ども普段は政治

家に問題点を説明するとき、紙に書いて国会

で説明に回るのですが、今回はあの新聞記事

だけで「これはけしからん」ということで、

一気にムードが盛り上がりました。結果とし

て、経済財政諮問会議の改革工程表に情報処

理システムに係る政府調達制度の見直しが織

り込まれ、これを14年度中に実施することに

なりました。ただ、これはベンダーさんが悪

いのではありません。発注者としての我々が

悪いのです。といいますのは、単価が低けれ

ば落札できるような方式にしてあるからです。

総合評価落札方式という単価を分母に持って

きて、技術点がどんなに低くても単価が１円

だったら絶対勝てるような計算式を我々が作

って、使っているのが問題なのです。

　従いまして、我々は要求仕様書、提案書、

ＲＦＰ（リクエスト・フォー・プロポーザル）

も書けない愚かな発注者でありますけれども、

今後はきちんと外部のコンサルタントを雇い、

そのコンサルタントにＲＦＰの書き方を教え

てもらって、そこから先はまた別の会社に発

注して行きたいと考えております。また、で

きるだけ分割発注をするとともに、中小企業

の参入を進めたいと考えております。現在２

兆円のうち、４分の３は大企業が受注してお

り、四大グループで50％から60％のシェアを

占めております。このような寡占状況が効率

の良い競争をもたらしていないのではないか

ということについて、私どもは大変深い関心

を持っております。今後はできるだけ中小企

業やベンチャーが育つような仕組みをつくっ

ていきたいと考えております。そのためにも、

我々発注者側が厳しいユーザーの目を持って、

努力をして行きたいと思います。その結果と

して、日本の情報システム産業の国際競争力

を向上させることにもつながると確信してお

ります。

　最後になりましたが、本日、明日の２日に

わたりますこの情報化フェスタ2001が、皆様

方にとりまして、大変勉強になったなと思っ

ていただけるように、スタッフ一同努力をし

たいと思います。どうか最後までお付き合い

いただきたいと思います。

　本日は本当にお出でいただきまして、あり

がとうございました。

（文責：情報化フェスタ実行事務局）
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3. 基調講演１

　　講　師：伊藤 滋氏　早稲田大学教授 地域情報会議会長

　　テーマ：「都市再生の最近の動向～21世紀型まちづくりの視点～」

　　　　早稲田大学教授　伊藤 滋氏

　私は、この９月から都市再生戦略チーム

の座長をしています。既に、都市再生本部

が内閣官房にありますが、それとは別です。

総理に直結した小さいチームです。ですか

ら、いずれ私は小泉総理に会うことになる

のでしょう。総理も忙しいから、会う時間

は５分か 10 分程度でしょう。その与えられ

た時間に、総理の頭に都市再生がどれだけ

の意味を持っているかを知ってもらうため

に、今、２週間に１回程度チームのメンバ

ーが集まって勉強をしています。

　その都市再生戦略チームの第１回目の会

合に、私が用意したメモがありますので、

これから話をしたいと思います。

　１つは、アメリカに負けっぱなしのこの

日本の再建を、都市再生の分野から手伝う

ということです。アメリカの企業が東京に

進出してきています。証券会社がその最た

るものです。アメリカの証券会社の名前を、

この数年の間に町の土木建設業界関係者ま

で覚えました。国土交通省も、この国際経

済の動向に敏感になってきました。何故な

ら、東京や大阪の街を良くしませんと、米

国やヨーロッパの金融系企業を日本に引き

留められないからです。

　海外の金融資本が、東京を避けて上海や

香港にいったりしますと、東京に入る金融

情報が減ってしまいます。当然金の流れも

東京を避けます。それらが香港やシンガポ

ールに行ったりするのです。これは決定的

に日本経済に不利です。情報交換によって

大企業は仕事をしていますから、遅れた情

報には価値がありません。その結果、日本

の企業でも、本社をシンガポールに持って

いけということになります。そういう時代

になりました。

　こんな東京に誰がしたという話が出てき

ました。日本のビルの家賃は高い、外国の

若いビジネスマンを入れる住宅もない。外

国から来る奥様方が行ける病院もない。子

供の面倒を見るフランス学校、ドイツ学校、

イギリス学校、アメリカ学校、それらは何

もない。日本の大企業の社長さん方が一斉

にそういうことを言い始めるようになりま

した。

　そのスタートは、「日本経済再生の戦略」

を打ち出した、経済戦略諮問会議でした。

平成 12 年 2 月のことです。このときは小渕

総理大臣でした。このときに土木建設業界

は何をしていたのだという話が出ました。

談合ばっかりして、業者同士でうまいこと

さえしていればいいというのはけしからん、

そういうことをやるから東京や大阪、ある

いは福岡、札幌の国際性がなくなっちゃっ

たという批判が沢山出たのでしょう。

　そういうふうにしたのは役所の中では誰

だというと、簡単に言いますと道路屋が悪

いという話になるのです。「風が吹けば桶

屋が儲かる。」の逆ですけれど、だれが悪い

かれが悪いとやっていくと、「道路特定財

源が悪い、地方に金ばっかりやっている。」、

「農業構造改善事業も悪い。」という話に落

ち着くのです。「東京や大阪が一番自動車

を使うのに、必要な環状道路が出来ていな

い。どこかの社長が住んでいる横浜の住宅

地から虎ノ門まで、環状道路がないから１
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時間以上かかってしまう。」といった話があ

ります。

　「あるいはＥＴＣを普及させていなかっ

たために、有料道路の料金所で交通渋滞に

なってしまう。そのために社長さんが重要

な会議に遅れてしまう。」、そういう話が次々

と出てきました。それは何かというと、大

都会に公共投資をしていないからで、それ

らの金はみな地方にいってしまったという

ことです。竹下総理の１億円の話まで悪い

例として出てきます。日本人は、悪いこと

は全部他人になすりつけることがうまいの

です。それから責任を分散して、みんなが

悪いようにすることが上手です。みんなが

悪いというと誰も悪くないのです。そうい

う社会が現在の日本です。

　そういうことをやっていたら、中国にあ

らゆる面で負けてしまいます。上海の変化

にはすごみがあります。私はこの間上海に

行って、中国の要人に「あなた方は資本主

義的共産主義を貫徹している。ところが日

本は共産主義的資本主義を貫徹している。

スピードはあなた方のほうが早い。」と言い

ました。資本主義的共産主義というのは、

人民に選ばれた共産党のエリートがやるこ

とはすべていいということです。ですから

その恩恵に従って上海では、日本だったら

絶対にできない木造家屋の密集市街地をあ

っという間にきれいにしてしまいます。例

えば上海政府はこう言います。「住宅を別

の所につくったから、そこへ移りなさい。

出ていかないとブルドーザーで全部壊して

しまいます。」本当にこれをやってしまうの

です。その土地をどうするかというと、外

国の金も入っているデベロッパーに安い値

段で売って、そこに高層マンションを造ら

せるのです。例えば、今までは 3,000 戸の

低層で密集した住宅地であったのを、そこ

に 6,000 戸入る超高層マンション街にして

しまうといった具合です。これはスピード

が早いです。なぜならば、共産主義的に意

思決定が動くからです。

　ところが、日本はもうみんなが資本家で

す。日本の国民が土地をどれくらい持って

いるのでしょうか。これは国土利用白書に

書いてあります。皆さん方が持っている民

間の土地の数は 3,500 万筆あるのです。1 億

2,500 万人の皆様の平均所帯人員を３人ぐら

いにしますと、大体１軒に１つ（1 筆）の

土地を持っていることになるのです。それ

らの土地のひとつはもしかすると、間口が

３ｍぐらいで、奥行きが 7～8ｍ、要するに

土地は 20～30 平方メートルかもしれません。

こういうのも１筆です。それから北海道の

奥地にある企業が所有している何百ヘクタ

－ルという山林があります。これも１筆で

す。

　とにかく 3,500 万筆の土地を皆さんがお

持ちになるわけですから、皆さん資本家で

す。土地は資本であるということは、マル

クス・エンゲルスが資本論で言っています。

資本家はみんな頑張ります。そして役人に

権力があるといっても、民主主義の下では

なにもできません。日本が負けたときにマ

ッカ－サ－がそうしてしまったのです。だ

から何も決まらない、何も決まらないで議

論ばかりしているうちに、２１世紀になっ

てどうも日本はおかしくなった。この状況

を私は共産主義的資本主義といったのです。

これをよくするというのは大変です。しか

し、とりあえず２つ位のことはしようと私

は考えています。

　１つ目は、大資本が持っている土地を徹

底的に使うということです。私はいろんな

企業とつき合っていますが、結構いい加減

なところがあります。企業は景気が悪くな

ると役所や大学の教授のところに来て、「こ

の土地を何とか売れるように、公共事業を

導入して道路を造って下さい。」なんて言っ

ています。そこで一生懸命委員会をつくっ

て２～３年後にその答えを探すわけです。

ところが景気が良くなって品物が売れ出す

と、「その話はちょっと待って下さい。社

長が代わったのでやめにします。」というこ

とになります。大企業のそういう態度は日

本のある種の県庁と同じです。しかし、さ
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すがにこの１０年間、大企業はへこたれて

きました。ですから最近はそういう我がま

まは許されなくなりました。それなら大企

業が持っている土地を徹底的に使って国際

的な都市づくりを始めてよいわけです。し

かしそれらの大企業は使う知恵がないので

す。ですから全然別な情報産業系企業とか

外資、あるいは知恵のある不動産企業、そ

ういう人たちにそれらを使うことを考えて

もらいます。それらの土地を外国の基準に

合うように仕立てるのです。ここはロンド

ンスタイルの基準に合っている、こっちは

マンハッタンスタイルに合っている、そう

いう土地開発をやるのです。そういう試み

が成功すれば、東京や大阪や名古屋に、日

本にだって上海やシンガポ－ルに負けない

住み心地の良い場所がつくれると思うので

す。そのように東京や大阪を変えちゃおう

というわけです。しかし、この話は庶民に

は関係ありません。つまり、皆様方がお家

で奥様と二人の土地をどうするかといった

話とは無関係です。「うちの土地は実は借

地で、借地権の期限がそろそろ切れる、地

主が何ていうかな。」という議論とは関係な

いのです。

　私のしたい２つ目の仕事は、このような

小さな工夫にかかわることです。都市の真

中にお住まいの方は県庁所在都市でも、大

体４０坪か５０坪の土地に、戸建ての２５

坪か３０坪のお家を建てられているという

のがよくある話です。問題はその土地がど

ういう履歴をもっている土地かということ

です。まだロ－ンを払い続けている土地な

のか、借地権が設定されている土地なのか、

あるいは自分の土地で自分の建物であるけ

れども実は担保として銀行に取られている

か、その担保もどれくらい複雑な抵当権が

設定されているのか、こういう土地情報が

はっきりしていませんと、その土地には簡

単に建物を建てられません。日本は皆さん

資本家ですから、自分の土地はどういうふ

うに使ってもいいと考えています。その結

果として、見えない複雑なしがらみがあり

ます。それを解いて、それらの土地の集合

体である街の再開発をしやすくするという

のが２１世紀の仕事になります。代々の総

理の頭の中にも、そういう話題が入ってい

たのではないかと私は思うのです。皆様の

お住まいの土地が今のままでいいのならな

にもすることはありません。だけど皆さん

が不平不満を言いながら暮らしている都市

がおかしいというなら、やっぱりそれを解

かなければなりません。これは極めて日本

的な課題です。

　この２つの話が、実はこれからスタ－ト

をします。そういうまちづくりを、一体誰

がするのでしょうか。なるほど国際的なま

ちづくりをすること、そして２０世紀の後

半に我々がつくり上げたどうしようもない

町を直すことはわかった。しかしどう直す

のでしょうか。それがないと具体的な仕事

にならないわけです。皆さんの税金を大都

市に使おうとしても、その使い方がいい加

減ではもとのもくあみの都市をつくるだけ

です。これまでの街づくりはこんなに時間

がかかって、そしてあいまいなことを解か

なければできないのかという経験を私は現

在しつつあります。私が今渦中に入ってい

る事例を申し上げます。築４０年の古いマ

ンションの建替問題です。地震に弱い建物

で、そこに住民５０人が住んでいます。住

民もこれは地震の時に危険だ、建て替えよ

うという意識を持ち始めました。幸いなこ

とに隣の大きな地主さんが、自治体と話を

して再開発に踏み切りました。その端にう

まく付くことができたので建替えに必要な

容積率を手にすることができました。そこ

はもともと容積率３００％だったのですけ

れど、その８割の２４０％をもらって５４

０％の容積率になりました。こんなことは

５０年に一度、１００年に一度あるかない

かの好運です。そこからが具体的な問題の

話です。３００％の容積率を５４０％にす

るというのは、再開発地区計画という都市

計画の相当高度な制度を使わなければいけ

ません。高度なというのは消防法とか建築
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基準法を普通に使うのとは違います。頭が

良くていろんなことを知っている役所が、

この高度な制度を使って、誰から見ても間

違いなく素晴らしい建物ができるように制

度を使わなければならないのです。ところ

が、そういう制度の運用を末端でやるのは、

大体が市役所、区役所の建築課の担当係長

です。その係長から見ると、とんでもない

話がおりてきた、いつも３階か４階の小さ

い鉛筆ビルの確認申請を、基準法の赤本を

見ながらチェックして、これでオ－ケ－と

印鑑を押していたからです。都市計画とい

う法律と基準法と両方を頭の中に入れて、

ある程度自分の裁量でいいものをつくらな

ければいけないというと、なかなか印鑑を

押せないのです。何で押せないかというと

前例がないからです。こんなことしたら都

庁の職員や市町村の助役から不備を指摘さ

れるかもしれない。お前は何でこの地区の

再開発だけ面倒をみて、ほかのところはし

ないのだ。このようにいろんなことが頭を

よぎるわけです。だから同情できるところ

もあります。しかしこうですから行政手続

きにとても時間がかかります。要するに仕

事を歯切れ良くやるといったときに、いく

ら上の方で小泉総理や中央官庁が号令をし

たとしても、一番私達の生活に結びついて

いる役所の係長クラスがうんと言わなけれ

ば物事は動かないのです。この話は戦後ず

っとつづいています。

　もっと大きな話をします。中央官庁が経

済振興のため物流システムを改善する制度

をつくったとします。その具体的な運用は

通常県庁が行います。ところが県庁の担当

官が中央省庁で考えていることを理解でき

ない場合が生じます。そうなると県庁の担

当官は制度の趣意について中央官庁の担当

官に伺いを立てるということになります。

この結果地方分権はされても不思議なこと

に実体は中央官庁集権的な行政がなされる

のです。いつも中央官庁に向かって仕事を

していた職員に、自分でやって責任をとれ

って言ったって動けないわけです。自らの

責任で仕事をするという行政慣行が日本社

会にないということです。それに対して画

期的な判決がこの間おりました。エイズの

裁判でなにもしないことは罪になるという

判決がありました。被告は技術屋ですから

まじめな人です。しかし、まじめな技術屋

であればあるほど、危険をおかす判断が出

来ないのです。結果としてまじめな技術屋

さんが多ければ多いほど、世の中はおかし

くなるかもしれません。僕も建築の技術屋

ですからよくわかります。その技術屋さん

が、今までの技術ではイエス、ノ－を言え

ないから放っておいたわけです。これが無

作為という罪になったのです。これは画期

的なことです。僕はいろんなことをやって

います。裁判を地方政府とやって、ついこ

の間勝ちました。これは４人の学者が、あ

る東北の町がやったことはけしからんとい

うので裁判を起こしたわけです。自治体が

ここでも公の立場であまく考えていたこと

を私達がとがめたのです。４～５年前まで

ですと、弁護士も法学部の大先生もこれは

地方自治体が勝つに決まっていると言って

いた裁判でした。要するに名誉毀損で訴え

たのです。国際的信義にもとる行動をその

地方自治体がやったわけです。学校の教師

は名誉だけで生きていますから、国際的な

取り決めをしたことをとがめられたら、外

国の友達に面子が立たない。一番許し難い

ことを地方自治体がやったわけです。その

地方自治体から見ると、そんなことは理解

できないのです。これはやめたっていいじ

ゃないかと平気でいるのです。実際にイベ

ント屋を呼んでホテルに金を払っていると

か、そういうのではないのだから、或いは

せいぜい 200～300 万円の金しか先生方は使

っていないのだろうというわけで、やめた

っていいじゃないかと気楽に考えていたわ

けです。町長の後ろには議員さん方がいる

わけですから、気楽にやめちゃった。それ

が今から４年前です。それで頭にきて、私

達は裁判を起こしました。４年前は法学部

の先生から負けるかもしれないと言われま
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した。しかし、地裁判決があって、高裁に

持っていって、和解もけりました。高裁判

決は名誉毀損を認めてくれました。学者に

対して非礼なことをした地方自治体の姿勢

は悪いという判決をもらって、慰謝料も取

りました。そういう点で、今役所の足元が

揺らいでいるのです。今までは、印鑑を押

さないでもいいだろう、或いは最後は民間

と争ったって裁判所が、役所の方がいいと

いうに違いないと思っていたのです。その

確信というか常識が急速に崩れ始めている

のです。ですから、みんな頭の中を切り替

えていかなければならないのです。これは

何も役所だけではありません。民間だって

悪いことをする連中がいっぱいいるのです。

　今いろんな例をあげましたけれど、これ

などはすべて契約とか責任をいい加減にし

ていることから起きている話です。本当に、

皆様方の子供さんが、いい町や区に住んで

よかったというためには、約束は守るつま

り契約は守るという社会通念を確立しなけ

ればならないのです。ルールをつくったら

ルールに従う社会にしていかないとだめな

のです。そのことを、まちづくりの実践を

通してやってみようというのが、今都市再

生の本当の動きなのです。

　みんながもたれあって、責任はどこにい

くかわからない、役所もわからないときは

黙っていればいいということをやっていた

ら、質の高い社会はつくれません。子供さ

んや孫がちゃんと安心してこれから築く都

市を引き受けて、そこで生活していけるよ

うな、そういう都市づくりをやるのが今の

50 過ぎの男どもの使命なのです。

　精神論はこのぐらいにして、都市再生で

私が考えている具体策をいくつか述べてみ

ます。

　まず、今の日本がガタガタになっている

のを何とかしなければいけないということ

で、都市づくりでも３年から５年ぐらいの

間でやれることをまずプロジェクトとして

取り上げるという主張です。経済を活性化

し金融システムを健全化するためには、地

価が下落した土地に何とか付加価値をつけ

て、地価の底止まりをはかるべきです。そ

の手法として、工場跡地や埋め立て地と言

った大きな遊休地に住宅をつくったり、公

園をつくったり、保育所をつくったりしな

ければなりません。現在国民貯蓄は、1,400

兆円あると世の中で言われております。こ

の国民資産を都市の構築に積極的に使うこ

とを考えるべきです。その手法が民活です。

民活とかあるいはＰＦＩという方法です。

この民間企業を、積極的に公的な市場に導

入することで不良資産化した土地に付加価

値をつけることができます。それから都市

整備に係わる、行政効率を向上させ民間活

動を拡大し、新しい都市的雇用を創出する

ことも考えるべきです。それから、国際的

に開かれたビジネスと文化活動の場を提供

することも大事だと思っています。これは

先ほど言った大企業が持っていた埋立地と

か工場跡地を直したりよくするときに、た

だオフィスをつくるだけが能じゃない、少

しは文化的にしないと海外諸国から相手に

されないということです。特にヨーロッパ

の人は、現在の日本の都市を軽蔑していま

すから、このままではヨーロッパの人たち

は来なくなるかも知れません。文化のにお

いがすごく、重要なのです。

　ＮＨＫの「その時歴史は動く」で、アイ

ンシュタインが日本を訪れた 1920 年頃を紹

介していました。当時の日本のイメージは、

非常に美しいという姿でした。ほんとに精

神的に気持ちが和やかになる日本人がそこ

で生活していた。それがヨーロッパ人の通

念でした。ヨーロッパの、第一次大戦後の

おぞましい都市から見れば、こんな美しく

て極楽のような国はないというふうに彼達

は思ったに違いないのです。それが 1920 年

のときのアインシュタインの記述です。そ

れが 70 年経ったらどうしてこんなことにな

ったのでしょうか。ですからヨーロッパの

人たちは、今の日本を軽蔑の眼でみていま

す。アメリカ人は似たようなことを日本人

はやっていると思っているでしょう。です
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から、大規模な開発をやるときも、文化活

動をちゃんとしてくれということです。

　次に行政の効率的向上とは、どういうこ

とでしょうか。例えば４つの法律がないと

開発許可をもらえないとします。開発許可

っておわかりですか。例えばある埋立地に

工場があったとします。工場が休業したの

でその工場を壊して、今度はそこに商業的

施設をつくるとします。そうすると道路も

つくらなければならない。工場的利用から

商業的利用になると土地利用が変わるでし

ょう。そのために、もしかすると埋立地の

護岸もみんなが楽しくなるように緑道にし

なければならないでしょう。これは区画・

形状の変更と言うのです。

　区画・形状の変更をするときは、必ず役

所に開発許可を申請しなければなりません。

これはヨーロッパ的考えです。日本もそれ

にならったわけですからいいことなのです。

いいことなのですが、その開発許可をもら

うといったときに、いろんな法律が関わっ

てきます。港湾法とか都市計画法、消防法、

建築基準法、これ一つ一つ解いていかない

と開発許可が下りないのです。これ縦シリ

ーズでやっていったら何年かかると思いま

す？港湾の認可は下りた、次は消防法だ、

消防法の認可も下りたと、次は環境アセス

で、環境アセスの法律も終わった。これ全

部１年ずつやったら６年ぐらいかかっちゃ

いますよね。その間に手戻りがあります。

しかしこれは役所にとって当たり前の仕事

の流れです。

　しかし、今の経済が目まぐるしく変わっ

ていくときに、こんなことやっていて良い

のでしょうか。気がついたら、申請した企

業は他の企業と合併するということになっ

てしまいます。そういう経済状況の変化に

役所の手続きは無関係に動いています。企

業は合併する前に持っていた埋立地を何か

に使いたかったかも知れません。つまりは

役所側の責任は個別の担当課ごとに分割さ

れているのです。私の課はオーケーですが

ほかの課がまずいのでしょう。こう言い逃

れをするのです。役所のこういった行動は、

今の国際化された民間にとっては耐えられ

ないと思います。つい 20 年ぐらい前までは

それで良かったかも知れません。日本の国

内では、日本人だけが和やかに住んでいて、

日本の国際経済化というのは、日本のメー

カーが外国に品物を売るだけだったからで

す。今度の金融と情報の国際化は、この状

態を変えました。外国の人も情報も金も一

緒になって、東京大阪を揺り動かすからで

す。それに日本の企業が対抗するためには、

３年とか５年で企業が仕事をまとめていか

なくてはなりません。それ以上役所とはつ

き合えないという不満が企業の中に出てき

ています。ですから行政手続きを並列に並

べたらどうだろうかという考え方が役所の

なかから出てきました。港湾法も建築基準

法も消防法も都市計画法も並列に、その手

続きを始める訳です。そこで、担当課の職

員が相互に情報交換をやりながら、できた

らそれに責任を持つ担当者を１人決めます。

これはいい企業の集合体だ、だけど役所の

手続的に問題がある、縦系列じゃ間に合わ

ないなといったら、その担当者が各課を回

って、「お前、これを半年でまとめろ。」と

いうわけです。こういうことをしないとス

ピードアップしません。例えば、外国企業

が埋め立て地にショッピングセンターを 3

年以内に作りたいとの契約を商社としたと

します。３年経ってできないと、約束違反

になります。こういうところに切り込まな

いと、仕事はうまくいかないという話が私

達のまわりに出てきています。この話題が

行政の効率的向上により、民間活動を拡大

するということです。

　もう１つ言いたいことがあります。新し

い都市的雇用を創造する方策についてです。

ここにお集まりの 50 歳過ぎの方、ＩＴ関係

ですから定年を終わられてもジョブはいく

らでもあると思いますけれども、土木建設

業界の 55 歳を過ぎた方の仕事探しは深刻で

す。今まで営業だといって酒飲んで、お客

さんと話をして、仕事が取れた、口銭はい
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くらだということをやっていた人たちです

から、情報処理に関しては能力がないので

す。ＳＥには絶対なれません。プログラマ

ーにもなれない、そういう人達が土木建設

業界にいっぱいいます。私のように国交省

に関係が深い学者ですと、それは深刻な話

題であることが良く理解できます。50 歳過

ぎのベテランを、行政効率の向上という分

野で使えないでしょうか。いくつか考えら

れることがあります。例えば工場跡地が土

壌汚染されていたとします。汚染された土

壌をどう取り除いて、それをどこに持って

いったら良いのか、それには何年ぐらいか

かるのかというような課題は、土木建設業

界を退職したベテランに任せれば良いので

す。これは技術屋がやることですけれども、

業界のベテランならば事務屋だってわかり

ます。汚れた土をどういうふうに処理した

らよいかは、情報処理技術者にはわからな

いノウハウなのです。

　それから次のような仕事もあります。東

京や大阪の大都会にお住まいの方の住宅で

は、お父さんが死んで相続になると、必ず

測量屋さんが入って土地を調査します。そ

うしないと正確な坪数がわからないのです。

わが国でも皆様方の土地の権利を確保して

いる公図というのがあります。これは法務

省関係の役所に保存してあるのですが、も

のすごくいい加減な形の図面なのです。ひ

どい話が京都にあります。京都では法務省

に登記されている公図はないけれども、俺

の土地は何坪ここにあると地番、地名がは

っきりしている土地があるそうです。現場

へ行くと実際にその土地はあるのです。何

でそうなったかというと、300 年前からそ

うなっているのだそうです。そうなると公

図が間違いだと言うことになるのです。日

本人は土地を元手にして日本経済を広く膨

らませていったわけですが、その根本の皆

さんの土地がはっきりしていないというの

があるのです。

　地籍調査というのがあります。地籍調査

法という法律に基づいて皆様の土地を少し

ずつ調査しているのですが、都会の民地で

は、測量はあまりされていません。役所で

は、「地籍調査進んでいるか。」と問われれ

ば、「はい、確実に毎年１％ずつ、民地に

ついて調査を進めています。」と応えます。

ですが、どこをやっているかというと、森

林と農地を測量しているのです。国の担当

課では、国土面積の調査済みのところは、

今年は何百平方キロであるといいます。と

ころが、何と大都会の中心部には手を触れ

ていません。都会の住宅地で敷地境界をき

めることは、血の雨が降るような、けんか

腰でやらなければならない仕事なのです。

東京 23 区で、国土調査法に基づく地籍調査

で公図がきちっとしている民間の宅地は２

割ないのだそうです。大阪市に至っては 7％

位しか地積調査がすんでいないそうです。

北海道とか九州とか東北の畑については大

体終わりました。これは当たり前で、農業

構造改善事業をやれば、ちゃんと地籍は決

まるのですから、当たり前の話です。地籍

が決まらないと何が起きるか、町を直すと

きに、民間同士の境界をめぐる争いという

のは大変なのです。まちづくりではこの境

界を確定しない限り次の仕事は動きません。

ですからそれで１年や２年、あっという間

に過ぎちゃうのです。

　私もある町で、次のようなことを経験し

ました。小さい町ですが、役所が情報の的

確なつかまえ方を知らないことで、次のよ

うな事態が起こりました。国土調査法に書

いてあるのですが、ある調査区域の調査を

するときには、国土調査法の施行令第何条

に、必ずこの調査区域に隣接している地主

を呼んで、現場に立ち会わせ、その確認の

もとに測量をしなければならないと書いて

あるのです。ところが、十何年前の話です

から、その頃の担当者は、「まあいいや。

ここだけは、調査する土地の地主だけ立ち

会わせて、境界線は一応こちらの地主の了

解済みということで引いておこう。」と、調

査を済ませてしまいました。赤線で書いて

おけばいいとして処理をした訳です。図面
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を４、５年前に私の友達が見つけました。

彼の土地のところに変な赤線が入っている

ということになったのです。それで国土調

査法の施行令を調べたら、役場が法令違反

をしていることが明らかになったのです。

これは大変おもしろい裁判になるのです。

そういう法令違反をした町役場がやってい

ることに対して、県庁はどういう監督権限

があったのか、それに対して賠償責任を問

える。こういう話まで出てくるのです。

　ですから、地籍を調査することは、21 世

紀にいい町をつくるための基盤としてもの

すごく大事なのです。これがきちっとして

いれば、すぐに土地の面積が確定し、そこ

での借地権が金額にすると幾らになるかも

はっきりする。そのためには境界をめぐっ

て争っている隣人同士を「まあまあ」とな

だめることが必要です。この「まあまあ」

となだめる技術は、土木建設業界の用地担

当の人が一番得意です。夜お酒を持って行

って、何とかと話をする技術です。測量自

体は単純な技術です。それから少しＩＴ的

なことを言えば、ＧＰＳで相当のことがわ

かります。相当のことがわかりますが、最

後のつめのところは関係者が立ち会わなけ

ればなりません。最後は対人間関係です。

　地積調査を東京、大阪、名古屋、京都、

福岡、こういう大都会で実施すれば毎年何

万人かの土木建設業界を定年退職した人の

仕事を創ることが出来ます。職業意識を持

ってまちづくりに貢献する仕事があれば、55

歳定年の男達にとって、そのほうがかっこ

いいです。そういうことも考えていかない

と街は良くなりません。効率よく町をつく

る制度だけでは、日本の都市空間はうまく

つくれません。市民参加による多様なまち

づくり運動を展開するということを強調し

たいのです。奥様方はいきいきとしている

のですが、企業で一生懸命働いてきた男達

が、退職後はあまりぱっとしないという話

を特に大都市圏で良く聞きます。雇用にも

関係しますので、働いてもらうほうが得策

です。

　そのためにはＮＰＯをいっぱい社会の中

につくってもらう必要があります。どうい

うＮＰＯでもいいのです。ＮＰＯといって

も株式会社とほとんど同じですが、違いは、

配当をしてはいけない点です。利益を生み

出してはいけないのです。多くのＮＰＯが

いろんなまちづくりに関わって、自らの経

験を通してノウハウを身につけます。ＮＰ

Ｏがまちづくりの中でよくおきる役所対住

民という対立構造の間へ入ることによって、

先ほどの地籍調査の「まあまあ」という方

ではないですが、対立関係をある程度早く

収めることができると思うのです。要する

に対立のために無駄にすぎてゆく時間を縮

めることができます。住民と市役所の対立

関係のために、ショッピングセンターをつ

くることができないとします。５年経って

も答えがでないとしましょう。答えがない

というのは恐ろしいことです。やめるか進

めるか、とにかく答えが出ることが一番重

要なのです。そこへ街づくりを得意とする

ＮＰＯが介在することによって、「１年過

ぎてもまだイエス・ノーがわからないなら、

ショッピングセンターはつくらないほうが

良い。」というアドバイスを市役所にします。

それは市役所にとっては、渡りに舟の処方

箋かもしれません。こういったＮＰＯ仲介

業はこれからいっぱい増えると思います。

モデレーターとかファシリテーターとか、

カタカナをつかった仲介業が生まれてきま

す。こういうＮＰＯには、年寄りの知恵、

年寄りの雰囲気が役に立ちます。

　これらのＮＰＯに対して、恐縮ですが皆

さんの国税を使わせていただきます。ＮＰ

Ｏのリーダーに、人件費をとりあえず３年

間ぐらい補助いたします。そういうＮＰＯ

と住民と市役所の議論の中で、どうしても

ここに公園をつくりたいとか、どうしても

保育所をつくりたいとなったら、改めて箱

ものについてお金を出すようにしましょう。

そういうふうにＮＰＯを使おうということ

です。要するに知恵を使ってちゃんと理屈

を立て、街づくりの対立事項を整理する専
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門職がこれらのＮＰＯです。そして市民社

会の中に、はっきりと約束は守るという契

約の概念が生まれたときに街づくりは２１

世紀型になると思います。

　今までのように、何だか知らないけれど

陳情・請願をやって、代議士や県会議員を

動かすというのはもう止めたほうが良いで

しょう。頭を使わないで、義理・人情とか

仁義とかやくざ路線につながるようなやり

方での街づくりはすべきではありません。

それは危ないことです。知恵を使って議論

をして、お互いを信頼し、信頼の上に契約

をつくり、その契約は必ず履行する。そう

いう公と民の対話を進めた結果として、公

園をつくれ、保育所をつくれということに

なれば、市長は受けざるをえません。これ

は当然、税金をそのために使うということ

になります。

　それでは、都市再生の新しい試みは、ど

ういう地域で重点的に行われるのでしょう

か。まず大都市の戦略地域があげられます。

これは大体が臨海部です。企業が臨海部の

工場を売らなければいけなくなったときに、

そこをどう再開発するかという話です。そ

れから市街地内部の交通拠点もその対象に

なります。これは地方都市の中心市街地に

もあるのですが、ＪＲの駅前ではなくて私

鉄の駅前を言っているのです。私鉄の駅前

を皆さんは、ほんとうに満足しているので

しょうか。実体はとても立派とは言えませ

ん。こういうところをきちっと直していく

のがこれからの都市再生です。役所や企業

を退職した 60 過ぎの男達がリーダーになっ

てＮＰＯをつくります。そのＮＰＯが駅や

駅前商店街を使っている中年の男性やご婦

人の意見を聞きながら、市役所に駅前をこ

ういうふうに直したらいいという案を持っ

てゆくのです。その案を市役所はきちっと

受けとめなければいけません。こういう実

験をこれからしてみたいのです。

　まちづくりについて、役所の職員のほう

が市民よりも知らないことが多いのです。

これは当たり前の話しです。特に 40 代ぐら

いのご婦人の方は、気楽にヨーロッパやア

メリカに行って、町の真中を歩いて写真を

撮ってきます。そして、どこの博物館がよ

かった、どの美術館がよかった、どの橋が

よかったと日本に戻ってから話し合いをし

ています。これは知的な見学です。ところ

が、市役所の職員は、皆様の税金で出張す

るわけですから、そんなことできないので

す。この頃は市役所も若い人を海外に出す

ようになりましたが、10 年ぐらい前は定年

退職前の課長さんや部長さんが、ご褒美と

いうことで外国に行っていました。それで

はなんの役にも立ちません。市役所の若い

職員が目的意識を持って外国へ行って見て

来なければいけないのですけれど、役所の

組織ではなかなかそのようにいきません。

おまけに英語ができないでしょう。日本の

女性は強いですよ、英語ができなくたって

日本語でしゃべってアメリカ人にわからせ

てしまいます。うちの母親なんか随分前で

すけれど、ニューヨークのマンハッタンの

ど真ん中で、八百屋へ行って「これ、ちょ

うだい」と言うと、ちゃんと買うことがで

きました。対談の仕方は日本の女性のほう

が上手です。日本の男は、かっこつけます

から英語ができない。

　ですから、情報のとり方にも役所と民間

との間に決定的な差があります。しかし計

画や事業の決定は役所の職員が職務上やら

なければなりません。それならば、良い行

政計画案であれば、それを民間がつくった

ものでもあっても、正式に認めてはどうで

しょうか。いいかどうかの判断は、大学の

先生などの専門家と一緒に考えれば良い。

職員に必要なことは、この決定が手続き的

に正しかったかどうか、もしも後で間違っ

たとしても、今まで住民とつき合ってきた

過程で、正しいと自分に確信させた決断で

あったかどうかです。こういうことを役所

の職員が思っていればいいのです。ところ

が今の行政の姿勢は、住民や企業を指導す

るというものです。建築指導課という名前

は、その代表例です。何を指導しているの
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でしょうか。

　それから地方都市の中心市街地も都市再

生の試みの対象です。率直に言って、中心

市街地で、都市再生の新しい試みをやれば

全部うまくいくかというと、そうではあり

ません。なぜならば、中心市街地が衰退す

るように、政府の施策はこの半世紀ずっと

行われて来ています。農民は自分の農地で、

米もとれないようになったら、宅地として

売りたくなります。政治的にそれを宅地に

するように運動します。そこへ市民は戸建

て住宅を建築します。ショッピングセンタ

ーが来るというと、農民は土地を売りたい、

貸したいと思います。道路を早くつくれと

地元の人たちは要求します。早くつくるに

は街の真中にはつくれませんから、田んぼ

の真中につくります。つくるとすぐ、道路

に面したところは宅地になります。そこに

ラブホテルとかファーストフードとか自動

車の修繕屋が、あっという間に建物をつく

ります。そういう建物は 10 年ももてばいい

安普請です。そこでパートの雇用が発生し

ます。だから経済的には非常にいいのです。

しかし、そういう道路を造るほど、土地利

用が荒れてゆき、現在の郊外の惨状が出現

したのです。

　それを突然まるで人が変わったように、

町の中心市街地が大事だと言っても、だれ

も信用しません。中心市街地でご商売され

ている方は、役所の職員よりずっと頭がい

いのです。よくある話として、おじいちゃ

んは中心市街地にある老舗の家でしぶ茶を

飲んでいればいい、店は象徴的に開けるけ

れど売れなくてもいい、その建物は全部償

却していますから借金も無い。長男はどこ

かのバイパス道路に店をつくって、次男は

ショッピングセンターに店をつくって商売

をしている。そのようにして一家全体でリ

スクを分散し、ビジネスの機会を多様化し

ています。その一家としては中心市街地に

客が来なくたって、一家としては、全部う

まくいっているのです。こんなのは商人が

考える当然のことです。ですから中心市街

地の再活性化はうまくいかないのです。

　ですが、中心市街地に市役所も県庁も金

をかけたてきました。区画整理をやったり、

駅前広場をつくってデパートを入れてきた

りしてきました。少しぐらいは中心市街地

をよくしなければという話も出てきます。

ですからこれは都市間の競争になります。

隣の町では中心市街地はうまくやったけれ

ど、こっちは全然だめだとかいうことが明

らかに起きてきます。中心市街地にどれだ

け人を集めて、そこに商売を展開させるた

めにはどうしたらいいかという知恵比べに

なります。知恵を出し合った民間の提案書

を市役所が採用して、中心市街地の再生に

取りかかれば、取りかかった都市間の競争

が始まります。そして必ずかなりの都市は

失敗します。要するに、地方都市の中で失

敗ということが次々と起きてくる時代が始

まります。何故ならばお金がないからです。

皆様の税金はだんだん少なくなってきます。

その中で福祉とお医者さんにお金を払わな

ければなりません。街づくりに使える税金

は限られています。かっこよく税金を皆さ

んの中心市街地に持っていけません。市役

所は勝負するしかない、これは国内競争で

す。大都市の臨海部はすでに国際競争に巻

き込まれています。

　それから木造密集市街地を改善すること

も都市再生の大事な課題です。東京が一番

深刻です。地震が来れば、木造密集市街地

では、建物がつぶれて火事になり多くの死

者が出てきます。こういう木造密集市街地

を作ってきたのも私達なのです。土地を分

割して誰かに売ってしまえば、後は知らな

いよという一人一人の行動の積み上げが木

造密集市街地になったのです。これを直さ

なければいけません。直すためにはここで

も知恵比べを出す組織が必要です。それが

先ほど言ったＮＰＯに期待するのです。街

づくりにＮＰＯが活動して、ある木造密集

地の中に４ｍ道路を通す見込みがついたと

します。例えば、その道路にあった土地の

老人が死んで相続の話が出てきたとします。
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もう一つの土地は担保になっていて競売に

出そうだ、この二つの土地をつなげると４

ｍの道路ができるよとＮＰＯは考えるわけ

です。そこで市役所がその二つの土地の両

側１ｍずつ土地を買ってくれれば６ｍにな

る。６ｍになれば何とか消防車が入れるの

です。

　ところで、小さな子供の遊び場をつくり、

そこに面する民間の建物を建て替えて、託

児所をつくる街づくり事業を考えてみまし

ょう。子供の遊び場のための用地取得に１

億円かかるとしまします。公共事業から見

れば１億円ぐらい小さい額です。建物の建

て替えが２億円か３億円かもしれません。

ＮＰＯが仕事をまとめて、そういうのが無

数に起きてこないと、木造密集市街地はよ

くならないのです。今までこれを直せ、或

いはこれを決定したと役所は言っていまし

たけれど、それで街は目に見えて変わった

でしょうか。やらないのではなくできない

のです。市民の対抗意識に役所がつき合う

ならば、その仕事にかかわる役所の職員を

倍にしなければだめでしょう。それで懲り

ている市役所はいっぱいあります。

　市直営の区画整理事業、再開発事業をや

った市長さんが昔いました。そこで一度担

当させた職員はずっと抱えなければいけま

せん。そんなことは今の市役所では到底考

えられません。そこで専門職を一時的に雇

うことが必要なのです。市役所もＮＰＯに

相談し、専門職を嘱託として雇ってみたら

どうでしょうか。木造密集市街地のどこで

もいいのです。どこかで今までより公共用

地が増えることを、市役所とＮＰＯが一緒

になって考えるのです。道路でも保育所で

も公園でも何でもいいのです。公共の用地

が増えるということは、燃えにくくなると

いうことです。そういうことを考えられる

嘱託がほしいと思います。

　こういうことは 55 歳を過ぎた、例えば総

会屋対策をやっていた会社の総務課長さん

が向いているかもしれません。何故ならば、

住民がゆったり話せる雰囲気をもっている

からです。あるいは土地供給公社で長いこ

と用地担当をしていた人が、都市計画やま

ちづくりのことを勉強してＮＰＯとつき合

うようになれば、いろんな小さいまちづく

りの種を住民との対話から探すことができ

るのではないでしょうか。こういうＮＰＯ

をまきこんだ都市再生という街づくり実験

は、対象期間を３年から５年間にしてみた

らどうでしょうか。なぜなら役所が５年か

かるというのは 10 年かかるのです。役所が

初めに５年計画といってもその計画の７割

ぐらいできれば成功といいます。ただし、

７割をつくるのに 10 年かかります。なぜな

ら役所には時間の厳しさという考えが少な

いからです。しかも単年度予算です。一度

この事業が採択されれば、初めにこれ 30 億

円ですといっても、採択されればもう役所

の常で、50 億円かけてもいいのです。この

事業は続けてやらなければ完成しない、だ

から時間の観念とコストの観念が少ないの

です。ですから民間の常識から云えば３年

から５年で役所の仕事もやってもらわなけ

ればいけない。そこでＰＦＩの話がでてき

ます。ＰＦＩで一番いいのは、事業費が安

くなることもありますけれども、物事を完

成させるスピードです。これがものすごく

大事なことだと思います。

　私は今インターネットのホームページで、

まちづくりの話がどの程度議論されている

かを調べています。わかってきたのは、ま

ちづくりはフェース・ツー・フェースだけ

ではなく、インターネットの中でものすご

い勢いで動いています。例えば幕張にでき

た住宅団地を維持・運営するために、そこ

の住民が多摩ニュータウンの長沼にあるま

ちづくり運営のインターネットグループに

話を聞きにいっています。日常の交流はイ

ンターネットで情報交換しています。

　この間東京では、小田急の高架化に対し

て裁判所が反対の判決を出しました。高架

化はけしからん、つまり地下のことも考え

るべきだから高架化は違法であると地裁が

判決を出しました。それに対して、翌日イ
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ンターネットのホームページで、ああいう

裁判所の意見は全くナンセンスであるとい

うことを、堂々と書いている奥さんがいま

した。これはホームページに出ています。

この奥さんの意見は小田急の沿線だけでな

く、日本中でわかってしまうのです。「高

架化はけしからん地下にすればいいと、一

体誰が言ったのでしょう。」という話しとか、

「今までに何年かかったか、何でも学者の

言うことを信用しないほうがいいわよ。」と

いう話も、つまり本当の話がインタ－ネッ

トのチャットで出てくるのです。

　港区役所が麻布十番で駐車場をつくった

話も住民のホ－ムペ－－ジに出ていました。

「あなた１台いくらかかるか知っているの、

１台あたり 4,800 万円かかっちゃったの

よ。」というホームページもありました。こ

ういう会話が沢山ホ－ムペ－ジに出ている

のです。これはすごいことですよ。ですか

ら今日では、ＩＴ抜きに都市再生は進めら

れないという時代になってきました。

　以上で私の話を終わらせて頂きます。ど

うも失礼いたしました。

（文責：情報化フェスタ実行事務局）
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４. 基調講演２

　　講　師：牧野 浩隆氏　沖縄県副知事

　　テーマ：「沖縄県のＩＴ施策～e-islandをめざして～」

●概　要：

　離島県である本県では、情報化のもたらす効果を最大限に活用することにより、時間

的・空間的不利性を克服し、特色ある産業や文化の振興、県民生活の向上を図ることが

最も効果的な方策の一つであると考えております。

　平成１０年に策定した「沖縄県マルチメディア・アイランド構想」は、本県における

情報通信産業（ＩＴ産業）の振興・集積により自立的な経済発展を図るとともに、アジ

ア・太平洋地域における情報通信分野のハブ機能の形成を通して国際貢献を果たすこと

を目指しています。また、本県経済の活性化を目指した「沖縄国際情報特区構想」の実

現に向けて、国や市町村と連携して取り組んでいるところです。

　本年７月には「沖縄e-island宣言」を行うとともに「情報通信関連分野の人材育成に

関する基本方針」を策定し、本県が情報通信技術（ＩＴ）を活用して県民生活の向上と

自立に向けた持続的発展を目指すこと、そして情報通信関連分野の充実した人材層の形

成に向けて、すべての県民が一体となって取り組んでいく決意を県内外に表明いたしま

した。

　また県と市町村では、県民への行政サービスの向上を図る行政手続きの電子化を進め

るとともに、行政の高度情報化に対応した生産性の高い事務処理を行う電子自治体の構

築を目指して取り組んでいます。

　２１世紀初頭における本県の将来を見据えて策定を進めている沖縄振興計画（仮称）

においては、本県がアジアにおける国際情報通信ハブ化に果敢に挑戦し、ＩＴ機能・施

設を集積・誘導するとともに、独自の文化、自然及び感性を活かしつつ、ｅ-islandとし

ての今後の発展を目指しています。

　皆さん、こんにちは。今ご紹介いただきま

した副知事を仰せつかっております牧野と申

します。どうぞよろしくお願いいたします。

　　　　沖縄県副知事　牧野 浩隆氏

　まず、はじめに、こうして沖縄のこの地で、

全国の地域情報化推進会議が開かれますこと

を、非常にうれしく思います。これを開催し

ていただきました経済産業省、それからニュ

ーメディア開発協会、事務局を担当された

方々、それから後援していただきました名護

市、そのほかいろんな意味でたくさんの方々

の協賛を得まして、この会が開かれましたこ

とを、この上なくうれしく思います。改めて

お礼を申し上げます。特に私ども沖縄にとり

まして、こういった情報関係の会議が開かれ

るということは、ある種の感慨を覚えます。

　と申しますのは、今私ども沖縄の戦後史、

ずっと沖縄の経済を見ていますけれど、従来

の沖縄の産業構造から考えますと、ＩＴがこ

んな早足で沖縄の地に定着して、私どもはま

たそこをこれからの沖縄を支えていく産業と

して、育てていこうというような位置づけが

できたことを思いますと、非常にある種のう

れしさを感じます。

　まず１つは何かといいますと、この２、３
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年で約二十数社のＩＴ関係の企業の方に来て

いただいて、雇用の場、沖縄の場合は一言で

申しますと、高失業社会と言われていますの

で、この２～３年で約2,000人から3,000人近

い若者に、ＩＴ関係の雇用の場をつくったと

いうことは、沖縄の高失業社会から見ますと

うれしく思います。

　それともう１つは、沖縄経済の自立で産業

振興と申しますけれども、なかなか遅々とし

て進まない中で、二十数社が沖縄のために進

出していただいたということを思いますと、

これまたうれしいことでございます。

　もう１つは、去年、ちょうど１年前のこの

場所でサミットが開かれました。そのときに

もサミット宣言、サミットの中でＩＴ宣言が

なされております。同じように国際的にも、

ＩＴがサミットの中で宣言が発せられるよう

な時代であるのと同時に、国内におきまして

も科学技術立国を目指して、いわゆるＩＴ立

国を目指すような形で、言ってみればＩＴと

いうのは、これからの経済社会・技術社会の

大きな流れないわけですから、沖縄としまし

ても、そういう大きなうねりの中に一歩、二

歩乗り出すことができているということをみ

ますと、非常にうれしく思います。

　それともう１つは、何よりも政府をはじめ

お集まりの皆様、多くの方々が、沖縄におけ

るＩＴ産業の定着に向けてがっぷり四つに組

んで、強力な応援体制ができあがりつつある

ことを思いますとき、改めて皆さんにお礼を

申し上げたいと思います。

　さて、私に与えられましたテーマが「沖縄

のＩＴ施策ｅ－islandをめざして」というこ

とでございます。沖縄のＩＴ施策につきまし

て、現状と目指すべきところを若干ご報告さ

せていただきたいと思います。その後、これ

からどのような展開をするか、私どもも試行

錯誤でやっていかなきゃならないわけですか

ら、お集まりの皆様のいろんな意味でのご支

援とご指導をいただければと思いますので、

現状と沖縄の目指すところをご説明させてい

ただきたいと思います。

　お配りしました資料を開けていただきたい

と思いますけれど、それに沿ってお話をさせ

ていただきたいと思います。１ページ、２ペ

ージ、３枚目のものがございます。順序が逆

になりますけれど、「沖縄県のＩＴ施策ｅ－

islandをめざして」という資料を皆さんにお

届けしているかと思います。その３枚目をご

覧になっていただきたいと思います。

　その３枚目、ちょっと見にくい資料でござ

いますけれど、沖縄におけるＩＴ施策が出発

したのは、ちょうど今から10年前でございま

した。そのときにどういうことがあったかと

いいますと、直接のきっかけは、その当時、

自治省が「地方公共団体における情報化の推

進に関する指針」ということを出しまして、

各都道府県の自治体に、やはり地方といえど

も情報化に取り組めというようなそのような

指針を出したいきさつがありました。

　その背景は、当時はやっと情報が、これか

らの経済社会を変えていくという技術革新と

同時に、一方では、国における政策が、その

当時は第４回目の全国総合開発計画がつくら

れようとしている、あるいは進められようと

しているときでした。皆さんご存じのとおり、

全総、二全総、三全総、四全総とありますけ

れど、当時の四全総は、いわゆる多極分散型

の国土を形成していくというのが、その当時

の主題でした。

　と申しますのは、三全総のときは皆さんご

存じのとおり、いわゆる定住圏構想と言うこ

とで、各地方の定住権を整備していくという

ような目標がつくられていたわけです。四全

総はそれを踏まえまして、これから各地の拠

点を、これから交通体系だとか通信体系をネ

ットワークで結ぶことによって、多極分散型

の国土を形成していくというような、そうい

う背景がありました。それを踏まえて、先ほ

どお話しました自治省による「地方公共団体

における情報化の推進に関する指針」が出た

わけでございます。ちょうどそれが出たとき

に、沖縄県では今進めております「沖縄振興

開発計画」というのがあり、それの２次が終

わって、３次をどのような形でつくっていこ

うかというような時代でした。
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　そのときに１次、２次までの沖縄における

振興開発の難しさは、公共工事だとか観光な

どは割合に順調にいったわけですけれど、そ

のほかの産業振興というのはなかなか進まず

に、大きな課題を抱えていたわけです。進ま

なかった理由の分析としまして、やはり沖縄

が本土から遠く離れている遠隔の地にあると

いうことと、離島県であるという距離的、時

間的、空間的な疎外要因が、沖縄の経済社会

の発展を疎外しているという認識があったわ

けです。そのときに、いわば情報化の進展と

いうのは、その情報化を活用することによっ

て、時間的、空間的な不利性を解消する大き

な手段になり得るという問題が提起されたわ

けです。それをとらえまして、私ども沖縄県

でも、いわゆる情報化を振興開発の有効な手

段として、体系的に推進していこうという発

想からできたのが、皆様にお配りしました３

ページの真中の上にあります「沖縄県高度情

報化基本構想」、俗に「インテリジェント・

アイランドおきなわ」というハイカラな名前

をつけたわけでございますけれど、そこから

沖縄の情報化に関する作業がスタートしたこ

とになっております。

　そのときの、いわゆるインテリジェント・

アイランド沖縄、「沖縄県高度情報化基本構

想」を見ますと、理念としましては、その構

想の中で、１つには沖縄の特性を生かして、

離島の不利性を、いわゆる情報化を活用する

ことによって克服して、沖縄の産業振興を進

めようということと、もう１つはもっと積極

的に情報化を活用することによって、快適で

豊かな県民生活を実現していこうというよう

な、そういう理念のもとにつくられたもので

ございます。

　その中身は４つほどの柱がありました。１

つは、いわゆる地域特性を生かして、離島の

不利性を克服するために情報化を進めようと、

２つ目には、快適で豊かな県民生活を実現す

るために、情報化を進めていこうと、３つ目

には情報通信の基盤整備あるいは拠点を整備

していこうと、４つ目には情報化を進めるた

めの諸々の環境を整備していこうということ

で、この高度化推進計画はつくられたわけで

す。

　そこに書いていますように、約３つほどの

柱がありました。まず右のほうから見ていた

だきますと、沖縄県総合行政情報システム基

本構想というのがあります。言ってみれば、

行政用の情報化を進めるというのが１つの柱

でした。

　２つ目は右から２番目の、情報通信基盤を

整備していこうというのが、２つ目の柱でし

た。３つ目は、その左にあります地域を情報

化していこうというのが、その柱でございま

す。

　若干遅れますけれど、一番左端にあります

ように、情報通信関連産業の振興、もう若干

時間的には遅れてきますけれど、当初の発想

のウエイトはどちらかといいますと、情報化

を活用して、産業の振興だとか行政の効率化

を図っていこうといって、情報の活用化とい

うような状況だったと思います。

　ところが今は若干ニュアンスが違いまして、

情報の活用じゃなくて、情報を産業化してい

こうということにウエイトがあることは、も

うご存じのとおりと思います。そういうこと

でスタートしましたけれど、あれからちょう

ど10年が経ちました。10年経った去る７月に

私ども沖縄県は、お配りしました資料の１ペ

ージ目をご覧になっていただきたいと思いま

す。そこにありますように、去る７月に、私

どもは「沖縄ｅ-island宣言」をいたしました。

　遠大な計画でございますけれど、読ませて

いただきますと、１つには、ＩＴの時代認識

としまして、情報通信技術の飛躍的な発展は、

国境や距離を越えて人々の生活や経済活動に

大きな変化をもたらせていきます。これをど

のように活用するかによって、私たちは新た

な時代を切り開く先駆者として、先端分野を

積極的に開拓し、すべての分野にＩＴを生か

して、人、モノ、情報が行き交う沖縄、世界

を舞台に活躍する「平和で豊かな沖縄」を実

現します。その成果をどういう形で見るかと

いいますと、この島に生まれる者には輝く歓
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びを、学ぶ者には未来を切り開く力を、働く

者には希望と誇りを、暮らす者には健康と長

寿を、訪れる者には安らぎを、羽ばたく者に

は限りない未来を、そういうことを活用する

ことによって、私達は沖縄が国際社会に貢献

することを願い、世界とともに共生する「ｅ

－island」を目指すという遠大な計画を宣言

したわけでございます。

　これから沖縄県が目指していこうという、

まさに目指すべき目標でございますけれど、

これに向かってどのようなことをやっていか

ねばならないのか、あるいはこれらをするた

めに、今何を沖縄県がしているかをご報告で

きればと思います。

　続きまして、２枚目を開けていただきたい

と思います。その宣言を実現するための手段

として表示しましたのが、私どもの右側の三

角のものをご覧になっていただきたいと思い

ます。「沖縄ｅ－island宣言」を実現するた

めにどのようなことが必要かというのを、約

４つにまとめております。

　①は、人材育成をするために、情報通信関

連分野の人材育成に関する基本方針、これを

策定しております。②は、情報通信産業振興

と集積を図るために、「沖縄県マルチメディ

ア・アイランド構想」を策定しております。

それから③の情報通信基盤の整備、④の地域

の情報化を図るために、その基盤としまして

「沖縄県総合行政情報通信ネットワーク基本

構想」をつくっております。そして⑤の行政

の情報化、電子県庁をつくるために、沖縄県

行政情報化推進計画、その４つをつくって進

めて、宣言しました「ｅ－island」をつくっ

ていこうというようなことを、今進めている

ところでございます。したがいまして、私の

報告はこの４つがどういうものであるかを、

皆様にご報告させていただければと思います。

　順序が逆になりますけれど、この４つの中

の最初のほうに「沖縄県総合行政情報通信ネ

ットワーク」についてご説明したいと思いま

す。これは沖縄における情報通信基盤を整備

するとともに、地域の情報化を推進するため

に、1997年の10月に策定したものでございま

す。その目的は、県の行政の情報化を推進す

るために、情報通信基盤を総合的に高速大容

量に整備することによって、行政の情報通信

化を進めていこうというものです。その範囲

は県と市町村をネットワークで結んでいくこ

と、もう１つは産業化のための基盤整備とし

て活用するということ、もう１つは沖縄では

防災のための行政の無線設備がございますが、

たまたま古くなっておりますので、これの更

新も含めまして、今の情報通信ネットワーク

をつくろうという意味で進めているところで

す。

　この場合の基盤ですけれど、４つほどの基

盤を今準備しております。１つは、マイクロ

波の多重回線と、２つ目はＭＣＡの回線、３

つ目は光ファイバーの回線、それから４つ目

は離島のたくさんある所ですから、衛星通信

回線のその４つを使うことによって、基盤整

備しようとしております。これが完成します

と、どういう活用ができるかはある程度イメ

ージでございますが、行政の情報をネットワ

ークで各市町村と結ぶということができます

し、保健だとか医療などに活用できるという

こと、先ほどの防災関係にできるということ、

あるいは教育関係、観光関係、農林水産業、

その他などに活用していこうという状況でご

ざいます。今その整備を進めまして、供用開

始を2003年の４月を予定しております。それ

ができた暁には、先ほどのイメージのものが

うまく運用できることになるかと思います。

　２つ目には、沖縄県の行政情報化推進計画

がございます。これは一言で言いますと、電

子政府と言われている沖縄版で、電子県庁を

つくっていこうというようなことです。この

背景としまして、先だって政府で「高度情報

通信ネットワーク社会形成基本法」が制定さ

れました。それに基づきまして去る１月に政

府は「ｅ-Japan戦略」を発表しております。

これは皆さんご存じのとおり、５年以内に、

日本を世界最先端のＩＴ国家につくり上げて

いくというような宣言がなされており、その

中に４つの柱があります。１つは超高速のネ
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ットワークのインフラを整備していくという

こと、２つ目は電子商取引の新たな環境整備

をやっていくということ、３番目に電子政府

を実現するというような項目があります。４

つ目には人材育成の強化とありますけれど、

その３番目の電子政府をつくっていくという

ものに対応した、沖縄県庁を電子県庁にして

いこうというのが、この沖縄県の「行政情報

化推進計画」でございます。これの内容は当

然のことながら、質の高い行政サービスを県

民にどのように提供するかというような視点

と、それから県庁の中の行政事務自体をいか

に簡素化・効率化していくかという意味での

情報化を進めるかというようなことです。そ

のためには，私どもは当然この目標を達成す

るために、３つほどのものをやらなきゃなら

ないと思って、今作業を進めているところで

す。

　１つは、情報化するためのインフラづくり

です。このインフラづくりにつきましては、

たまたま２、３日前から県庁の中のＬＡＮの

整備を進めているところで、約10日ほどかけ

て、10メガビットから100メガビットのもの

に県庁の中のＬＡＮを張り替えるという作業

を、今進めているところです。それをするた

めには、当然県庁をあげて全庁体制で取り組

んでいくわけでございます。

　この電子県庁を進めるため、いろんな意味

のシステムをつくらなければならないわけで

すが、そのシステムも１つは当然のことです

けれど、県民生活の利便性の向上を図るため

に、行政情報を積極的に提供するための、い

わゆる県民との接点のためのシステムをつく

らないといけないと思っております。そのシ

ステムの具体的な内容は、例えば、インター

ネットによって行政の情報を提供するとか、

あるいは税金、公金などの支払いをオンライ

ンで行うとか、あるいは住民登録とかなどの

諸手続きをオンラインで行うとか、あるいは

公共施設の予約をオンラインで行うとか、場

合によっては電子選挙制度の投票を行うとか、

税の申告などもオンラインを通じて行うとか、

そういう意味での、行政と県民生活の接点の

ためのシステムづくりが必要になってきます。

　もう１つは、行政内部の効率化でございま

す。その意味ではペーパーレスだとか、文書

管理をどうするかとか、県内の行政事務を情

報化しようという意味でやっているのがその

ものでございます。

　次に、そういうのを含めまして、私ども沖

縄県庁が一番重視しているのが、お配りしま

した資料の３枚目の、左端にあります「沖縄

県マルチメディア・アイランド構想」です。

　今沖縄の経済を見ますと、非常に財政依存

あるいは基地依存、高失業社会ということで、

産業振興をどう進めていくかが大きな課題に

なっております。その産業振興のために、Ｉ

Ｔ産業を沖縄のリーディングセクターに育て

ていこうというような位置づけでつくったの

が、この「沖縄県マルチメディア・アイラン

ド構想」です。これは、前身はちょうど今か

ら４、５年前に、当時の郵政省それから通産

省の中で、沖縄のマルチメディアあるいはデ

ジタルアイランド構想などのいろんな調査が

なされました。ご提言をもとにして「沖縄県

マルチメディア・アイランド構想」ができ、

1998年の９月からスタートして、今それが実

行段階にあるわけです。その中では、３つほ

どの目標を掲げております。

　１つは、情報通信産業の振興集積によって、

自律的な経済発展を図ろうということです。

従来のＩＴ施策とニュアンスの一番大きな違

いは、従来は情報を企業の中に活用しようと

いうことで、言ってみれば企業を情報化しよ

うというような、産業を情報化しようという

ような面でしたけれど、今回はそうではなく

て、情報そのものを産業化しようというよう

な面に大きなウエイトがあるのが特徴かと思

います。

　２番目には、高度なＩＴを活用した特色あ

る沖縄振興策の道しるべにしようというのが

１つです。もう１つは沖縄の地理的な、ある

いは歴史的な経緯を踏まえまして、アジア・

太平洋地域におけるＩＴ分野のハブ機能とし

た、国際交流拠点としての役割を何とか発揮

できるような、交流拠点をつくっていこうと
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いうのが３つ目の目標でございます。

　それともう１つは、やはりこれらの３つを

フィードバックするための、評価するための

１つのメルクマールとしまして、やはり産業

ですから、自立に結びつける他の産業と、も

う１つは沖縄の高失業社会をどう解決してい

くかということで、その場でどれほどの雇用

の場をつくり得るかということを目標と掲げ

まして、10年後には約２万4,500人のＩＴ関係

の職場をつくっていこう、新たな雇用の場を

つくろうということで、２万4,500人を目標に

掲げております。

　そういうことで掲げておりますけれども、

それをするためにはいろんな具体的な施策を

しなければならないわけですが、そのための

先導的なプロジェクトとしまして、私どもは

４つあげております。

　１つは情報通信産業を、まずもって集積し

なきゃならないということです。何もないと

ころからスタートするわけで、いろんな意味

での民間の活力を導入するために、国内外の

企業誘致を図らなければならないし、あるい

は県内企業の育成を図らなければならない。

そのための行政としての諸々の支援措置をと

らなければならないということで、まずもっ

て、情報通信産業の集積を図るための仕組み

をつくっていこうということが１つめです。

　２番目には、やはりこの世界はつまるとこ

ろ人材と言われておりますので、人材育成あ

るいは研究開発のための仕組みを、どのよう

な形で進めるかということで、目標としまし

てはもちろんのことですが、情報リテラシー

は引き上げていく、あるいは情報通信技術者

を育成していくなどの人材開発、研究開発な

どを目標として掲げております。これについ

ては、後ほど詳しくご報告させていただきた

いと思います。

　３つ目は、そのための先導的なアプリケー

ションを構築していかなければならないわけ

です。これは当然のことながら、１番目には

県民生活の向上に結びつくようなアプリケー

ションとすること。２番目には、産業振興の

柱となるようなものとしていくというような

ことがあります。４つ目には、これを支える

ために当然のことですけれど、情報通信基盤

の整備を図っていくということでございます。

特に情報通信基盤の整備につきましては、沖

縄の場合、離島がありますので、そういう意

味では基盤整備をすると同時に、やはり通信

コストが問題になってきます。通信コストを

どのような形で低減するのか、通信コストを

低減することによって、先進地域と競争でき

るような環境をどのようにつくっていくかと

いうようなことで、通信コストの低減、基盤

整備などが目標としてあげられております。

　そういう仕組みをつくりまして、一番重要

なことは、沖縄にどのように情報通信関係の

産業を集積するかということでございます。

そのために、私どもは３つのステップをつく

って同時に進めております。第１次ステップ

としまして、集積の中核となるような、そう

いう地域を形成しようということで、コール

センターなどを中心にした情報サービス産業

を、まずとにかくここに集積しようというこ

とで、実施しました。

　２番目はそれをもとにしまして、若干高度

化しなきゃならないわけですから、それを活

用することによって、コンテンツ産業の段階

へレベルアップしていこうということです。

このコンテンツにつきましてはいろいろあり

ますけれど、沖縄の場合は主にエンターティ

メントなどの分野から進めることがいいだろ

うということにしております。

　第３番目のステップとしまして、高度情報

化社会の極致でありますソフトウェア開発の

段階に進んでいこうということで、これもＧ

ＩＳの分野から進めているところです。

　そういうことを段階的に進めると同時に、

もう１つは、やはりこの「マルチメディア・

アイランド構想」を実現するための実行機関、

あるいは実行体制、応援体制のようものをつ

くる必要性があるということで、私どもは

産・官・学に参加していただきまして「フロ

ム沖縄推進機構」というのをつくりまして「マ

ルチメディア・アイランド構想」、今お話し

しましたようなものを実行するための体制を
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整えております。そういうのを進めながら、

これまで３年ほどやってきましたけれど、ど

のような実績があるかを若干報告させていた

だきたいと思います。

　驚くことに、従来の沖縄では30年かけてな

かなかできなかったことが、この２、３年で

びっくりするようなスピードで進行しており

ます。ちなみにどのような産業、企業に来て

いただいたかと申しますと、情報通信関係の

高度の製造業が今４社来ていただいており、

そこでの従業員が約100余名おります。その

中には、従来の沖縄の産業構造では全く考え

られなかったような、半導体素子の製造企業、

まさに世界水準だと言われているような方に

来ていただいている状況もあります。

　もう１つは、ソフト開発あるいは情報サー

ビス、コンテンツ製作などの関連企業が21社

来ていただいていまして、そこでの従業員数

が1,000名を上回っております。それから最後

になりますが、第１ステップのコールセンタ

ー、これは驚くのですけれど21社来ていただ

いていまして、約2,800名に従業員として雇用

の場を与えることができたという状況があり

ます。全部で約40社近くなりますけれど、そ

こで約4,000名の新たな雇用の場をつくれたと

いう状況があります。

　もちろんこれだけの企業の方に来ていただ

くためには、私ども行政としましても、それ

なりの仕組み、それなりの支援体制を一生懸

命やらせていただきました。これもいろんな

意味での政府のバックアップ、いろんな皆様

のご指導をたくさん得ましたが、主なものを

ご紹介させていただきますと、まず１つは直

接的に来ていただく企業の支援措置としまし

て、まずは沖縄の高失業社会の中で、若年層

の雇用が大きな問題ですので、もし30歳以下

の方たちを雇用する企業がありましたら、そ

の人件費の３分の１を、３年間にわたって補

助しようということをさせていただいており

ます。これは労働省のご支援が大きな力とな

っております。

　それともう１つは、その関連の企業の方々

が従業員を県外や海外などに、いわゆる研修

のために派遣するなら、その研修費も30万円、

80万円というような莫大な金をおあげしよう

という形で、企業の方が技術レベルのために

従業員を県外、海外に派遣する場合の旅費な

どを補助しております。

　もう１つ一番大きな問題は、いわゆる沖縄

に企業が来ていただくわけですけれど、情報

通信産業は場所を問わないといいますけれど、

やはり本土から1,600から2,000キロ離れます

と、通信コストがかかるわけでございますか

ら、来ていただいた企業が要する通信費のコ

スト、本土・沖縄間の通信費のコストの80％

を県が補助しております。そういった面から

見ますと、こちらに来ていただいた方の通信

コストというのは、従来の20％ですから、こ

ちらで仕事をなさいますと、むしろ東京で仕

事をやっているのと全く同じような通信コス

トの負担しかないという意味の80％の通信コ

ストの補助をしております。

　もう１つは、急にこれだけの企業に来てい

ただいたわけですから、沖縄の企業の方は当

然のことです、ペイ、収支を考えなければい

けないわけですから、即戦力になるような従

業員が欲しいわけです。しかしながら、沖縄

の産業構造から見まして、こういった社会の

経験者というのはそうたくさんいたわけでは

ありません。即席的に指導、研修しなきゃな

らないわけですから、人材を育成するために、

急きょ私どもは10日間コースというので、何

百名というような莫大な数の方々の講習を無

料で展開いたしました。

　それともう１つは、今沖縄で一番大きな産

業は観光産業でございますけれど、これから

は情報通信産業がそれに次ぐ２番目のリーデ

ィング産業として育っていくと、私どもは思

っております。沖縄の振興開発につきまして

は、いわゆる「沖縄振興開発特別措置法」と

いうのがございますけれど、その中に情報通

信産業の振興制度を設けていただきまして、

沖縄に進出する企業に対しては、法人税ある

いは所得税、地方税、諸々の税の控除制度と

いうのをとって、バックアップしているとい

うような状況がございます。
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　そういうバックアップ体制と、もう１つは、

やはり沖縄でも情報通信産業を育成する緊急

性に鑑みまして、インキュベートの施設をつ

くりまして、そこでオフィスを無料で開放す

るというような意味で、今そのインキュベー

トの施設が県内に約７カ所あります。那覇に

２つあり、那覇の企業化支援センターとあり

ますけれど、入居企業が12社ございます。そ

れから名護市のほうにも共同利用センターが

ございます。そこも十数社が入居しておりま

す。それから北谷のほうにもそういう施設が

あります。さらには沖縄市にも、沖縄テレワ

ークセンター、今建設中でございますが本島

中部の宜野座村にもそういう施設ができます。

それからお隣の嘉手納町にもそういう施設が

できまして、インキュベーター施設が７カ所

ありまして、無料で事務所を開放するという

状況と、もう１つはもう少しレベルアップし

ましたデジタルメディアセンターとしまして、

産業化に直結するような諸々の機器を整備し

たものを、そこで安価で提供するという状況

のものがございます。これはインキュベート

の施設でございます。

　もう１つは、そういった方たちをサポート

するための研究開発施設がございますけれど、

これも急きょですが、今までの沖縄では考え

られなかったような状況で進めております。

　１つは、沖縄情報通信研究開発支援センタ

ーというのがございます。そこの施設も情報

分野における共同利用型の諸々の施設を配備

することによって、産業化を支援するという

ような研究施設が、那覇市、名護市、北谷町

に整備されている状況でございます。それと

もう１つは、人材を育成するための施設でご

ざいます。これは沖縄本島と宮古と八重山に

それぞれ１カ所ずつ置きまして、諸々の機器

を備えて指導者を置いて、フリーで育成に当

たっている状況でございます。

　ちなみに去年の那覇市におけるマルチメデ

ィアセンターの人材育成の利用状況を見ます

と、平成12年度で約２万人近い方がご利用な

さっております。八重山の場合ですと約１万

5,000人、宮古の場合はスタートが若干遅れま

したので、13年度に入ってですが、これまで

に4,000人余の方たちが利用しているような状

況にあります。

　こういう支援施設を沖縄に集積すると、い

い意味での相乗効果がありました。何かとい

いますと、沖縄に陸上げされている海底ケー

ブルが４本あるということでございます。１

つはＣｈｉｎａ－ＵＳライン、80ギガと言わ

れています。2つは、ヨーロッパ・中近東か

ら日本へ向かっている40ギガのものがござい

ます。3つはＫＤＤのＪＩＨのものが陸上げ

されまして、これが100ギガ、それからＭＯ

Ｃが５ギガという４つの海底ケーブルが沖縄

に陸上げしているということです。他の都道

府県とは違って、まさに沖縄が持つ有利性だ

ろうというようなことで、その積極的な活用

を図ることが期待されています。

　去年サミットがこの地で行われました。そ

のサミットとの関係で、その残った施設など

を活用することによって、さらにレベルアッ

プしようということで、名護に国際海洋環境

情報センターというのができます。これは地

球情報を収集するというような意味と、デジ

タルアーカイブの機能を持つだとか、大変先

端のものができることになります。

　お隣の恩納村では、軍用地が返ってきた跡

地を活用する１つの成功例として沖縄亜熱帯

計測技術センターが脚光を浴びております。

これも地元とのつながりを大切にしていただ

きまして、情報交換の場だとかあるいは研修

の機能だとか、いろんな意味で地域に配慮し

ていただいたものをやっているのがございま

す。

　「沖縄国際情報特区構想」というのがつく

られて、沖縄のこれからの情報化を進めてい

くための指針として、国によってつくられた

ものがございます。たまたまこの４、５年、

沖縄の政治・経済というのは大変激動したい

きさつがあります。そういった中で政府にお

かれましても、沖縄の経済開発は国策として

進めるというような、ありがたいご支援をい

ただきまして、その中の１つとして、沖縄の

情報通信産業を振興することによって、沖縄
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をさらに国際情報特区の拠点をつくっていく

というようなものがつくられています。その

中の指針として５つほどあげられております。

　第１に、アジア・太平洋地域の情報通信拠

点形成に向けた、グローバルなインターネッ

トエクスチェンジを沖縄でつくっていく。こ

れは沖縄の持っている、いわゆる東南アジ

ア・太平洋における地理的なポジションと、

先ほどご紹介しました海底ケーブルが沖縄に

上がっているということを生かすことによっ

て、アジア・太平洋の情報通信の拠点をつく

っていこうというような、１つの指針でござ

います。

　第２は、これらを活用することによって、

地域情報通信ネットワークの高度化を図って

いくこと、第３は国内外の情報通信関連企業

や、研究開発などの機関を沖縄に誘致、集積

することによって、沖縄の振興開発をバック

アップしていくこと、第４は国内外のコンテ

ンツ、アプリケーションの集積を図っていく、

第５は情報通信技術などに明るい人材を大量

に、早期に育成していくという構想です。こ

のような内容を持った「沖縄国際情報特区構

想」というのが、国によってつくられて、こ

れが推進されていくことになっております。

　そういう面から見ますと、沖縄のこれから

の産業育成という意味では、インキュベート

体制、研究開発体制あるいは国の諸々の施策

体制という意味では、私どもはそれを最大限

に活用することによって、大きく実行してい

こうというような形を持っております。

　この世界というのは何といいましても、行

き着くところは人材の一言に尽きるわけです。

人材を育成するために、去る７月に「情報通

信関連分野の人材育成に関する基本方針」と

いうのをつくらせていただきました。学校に

おけるこの世界の教育状況、あるいは産業界

の人材育成、地域における産業人材育成とい

うような状況を、ご参考までにお話しさせて

いただきます。今沖縄の教育機関におけるイ

ンターネットの接続率なんですけれど、小学

校で平均71.3％、これは全国が約50％と言わ

れていますので、小学校におけるインターネ

ットの接続率は高い状況になります。中学校

で84％、全国平均が67％と言われております。

ところが残念ながら高等学校にいきますと

67％、全国平均が80％ですから、高等学校に

おける接続率が若干劣っております。

　一方、教育機関における先生たちの状況で

ございますけれど、コンピューターを指導で

きる先生の比率が、残念ながら小学校で30％、

中学校で25％、高等学校で26％、平均します

と27％です。まず若い頭脳を育成していく教

育機関の場で、指導できる指導者の比率が

27％ですから、非常に大きな問題を抱えてい

ます。どのあたりに課題があるか明確にご理

解いただけるかと思います。

　地域における人材育成といたしまして、先

ほどお話しましたように、沖縄本島、宮古、

八重山にそれぞれ１カ所、マルチメディアセ

ンターを設置しておりまして、２万人近い利

用者がいるということです。

　沖縄の人材育成は、どちらかといいますと

遠大に教育しながら大切に育てていくという

のはもう間に合わなくて、あれだけの企業が

急速に来ていただいたわけですから、即戦力

的な従業員を育成しなきゃならないというこ

とで、実務・実践型の研修が先行したという、

若干のそういう特徴を持っております。

　ちなみにその教育研修実績をご紹介させて

いただきますと、まずは一番人手を多く採用

していただきましたコールセンターでござい

ますけれど、そういうコールセンター関係の

人材育成は、平成12年度が約1,800人、それか

ら13年が現在までに1,700人ほど、大急ぎで企

業の方々の戦力となるような人材育成を、コ

ールセンター関係では一生懸命進めていると

ころでございます。

　それだけではなくて、ハイレベルの人材育

成ということが必要でございます。日本オラ

クルにいろんな意味でのバックアップをいた

だきまして、その研修も進めております。平

成12年度が初級段階で60人研修しまして、資

格を取ったのが42名、上級段階で研修したの

が30名で、資格を取ったのが12名、エキスパ

ート段階で研修したのが13名で、資格を取っ
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たのが７名ということです。現在この分野の

エキスパートの数は、日本オラクルによれば

全国47都道府県の中で十五、六位に位置する

人数だそうです。そういった面では急速です

けれど、沖縄県内にもエキスパートの資格を

持った方たちがこれだけいるということは、

将来を明るくするうれしいことでございます。

　それだけではなくて、ＩＴ人材育成という

ことで、ＪＡＶＡのプログラミングの講習な

ども進めています。こういうようなハイレベ

ルの研修を含めて、平成12年度は760名92コ

ースの研修を行いました。平成13年度になり

ますと、約100コース850名の研修を行ってお

ります。沖縄にはこういった上級レベルの方

たちがいるということと、今後も増やしてい

きたいと思っておりますので、沖縄の人材を

大いに活用していただきたいと思います。今

後は、現状を上回るようなＩＴの高度人材育

成事業を県内で検討していきたいと思ってお

ります。

　もう１つ、県内における人材育成で、先だ

って内閣府沖縄担当大臣の尾身大臣が突如ご

発表なさいました、沖縄に大学院大学をつく

るというものでございます。早い時期に開校

にこぎつけたいということで、既に第２回の

準備会議が開かれております。まだ具体的な

ものは明確になっておりませんけれど、目指

すところは、いわゆる科学技術立国を目指す

日本の中で、世界最高のＩＴ関係を中心にし

た大学院大学を沖縄に設置すると言うことで

す。沖縄のために置くということではなくて、

日本の科学創造立国を目指して、最先端の大

学院大学を、たまたま場所を沖縄に置くんだ

というようなことでございます。研究大学で

世界最高のものができるということは、沖縄

の持っているその世界に与えるインパクトあ

るいは影響などを考えますと、ほんとにうれ

しくなるような状況です。

　大学院大学の構想によりますと、英語の教

育、教職員の半分以上は外人をあてるという

ことで、まさに国際レベルの最高のものを持

っていくという状況でございます。沖縄の人

材育成ということにとっては、その持つ意味

は、本当にびっくりするような状況だろうと

思います。そういう研究機関ができることに

よって、それを求めて世界各地からいろんな

レベルの方たちが来るわけですから、その人

たちの影響をみると、もう涙が出るくらい私

どもは嬉しくなるという状況と思っておりま

す。

　最後になりますけれど、こういうのを踏ま

えながら、今後沖縄県がどのような施策を進

めていこうかということでございます。幸い

私どもは1972年に本土復帰しまして、国の援

助によりまして、10年計画を三度進めてまい

りました。今年度で三度目の沖縄振興開発計

画が終了することになります。来年から、ま

た新たな振興開発計画をつくるわけでござい

ますけれど、今その準備を進めています。県

としましても去る７月に、これから21世紀の

10年の沖縄振興開発計画の基本的な考え方を、

国に提示させていただきました。もちろんそ

の中の産業振興の柱として、情報通信産業を

位置づけたことは言うまでもありません。国

へ要望を出しまして、それに基づき、去る８

月の下旬に国からうれしくなるような回答が

出ております。これからの沖縄の情報通信産

業というのは、いろんな意味で先ほどの「沖

縄国際情報特区構想」、いわゆる国の政策と

しても進めていくんだというような状況があ

ります。それをサポートしていくための諸々

の法制度あるいは仕組みが必要になってきま

す。仕組みとしましては、例えば、沖縄の中

に国際情報特区の地区を指定することによっ

て、そこの地区の中で営業をなさる企業に対

しては、行財政上の諸々のバックアップ体制

をとっていくことが上げられます。

　この名護市は皆さんご存じのとおり基地の

問題で若干いろんなご苦労をかけておるわけ

でございます。名護市としましては、これか

らの振興開発の１つとして、国際情報金融特

区をつくって、名護市開発の核にしようとい

うような政策を準備しております。私ども沖

縄県としましても全面的にバックアップする

という意味で、名護市と協力しながらそれを

進めていくこととしております。国としまし
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ても、それについてもご理解をいただきまし

て、それなりのバックアップ体制、沖縄国際

情報金融特区がこの地に実現して、日本には

なかったような制度として、新たな脚光を浴

びるところになっていくと思います。

　駆け足でお話させていただきました。去る

７月に「沖縄ｅ－island宣言」をさせていた

だきまして、そのために行政的なものを進め

るだとか、あるいはインフラを整備するだと

かありますけれど、沖縄にとって一番重要な

問題は、やはり情報通信関係をいかに産業化

して、沖縄を支えるような企業につくり上げ

ていくのか、その結果として県民生活の向上

だけではなくて、東南アジア、太平洋アジア

諸国における情報通信拠点としての役割を、

沖縄がどのような形で果たしていくのかとい

う夢を描きながら、私どもは宣言させていた

だきました「ｅ－island沖縄」の実現に向か

って、全力を尽くしていきたいと思っており

ます。もちろん遠大な計画ですけれど、それ

を実現するためには、皆様の絶大な応援が必

要になってくると思います。

　今後とも引き続き皆様のご支援とご指導を

お願いいたしまして、報告を終わりにさせて

いただきます。ご静聴ありがとうございまし

た。

（文責：情報化フェスタ実行事務局）
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５．講　演

　　講　師：渡邊 昇治氏　経済産業省商務情報政策局情報政策課 課長補佐

　　テーマ：「今後の地域情報化政策のあり方」

　名護には時々来ているのですが、この場所

に来たのは１年半ぶりになります。当時はこ

の建物はありませんでしたが、１年半前の３

月、この隣のザ・ブセナテラスホテルで「沖

縄情報通信ハブ国際シンポジウム」を開催し

まして、経済産業省の広瀬事務次官から、沖

縄に対してどういう貢献ができるか、という

ご提案を含めた講演をしていただきました。

　　　　経済産業省　渡邊 昇治氏

　その時にお約束したことの一つは、今コー

ルセンターが沖縄には増えてきましたけれど

も、もう少しコールセンターにやや付加価値

を足したような形で、いわゆるデータセンタ

ーを作りたい。そこにコンテンツライブラリ

ーとか、あるいは個人データなどを入れて、

少しビジネスができるような形にしたい、と

いうのが一つの約束でした。明日の午後に、

ご覧いただける方もあるかと思いますが、現

在、総務省と我々経済産業省で協力して、宜

野座村に、規模的にはそれほど大きなもので

はないかもしれませんけれども、サーバーフ

ァーム整備事業によるデータセンターを作っ

ているところです。

　もう一つは、皆さん行かれたかどうか分か

りませんが、モナコとか南フランスのニース

とか、ここは非常にきれいな海があって、ほ

とんどリゾート地域なのですが、その近くに、

車で10分ぐらい走ると非常に大きな企業の研

究所があります。研究者の方は、研究した後

ちょっと疲れると地中海まで食事をしに行く

という、非常におしゃれなところがあり、沖

縄もそれにかなり似ているものを感じること

から、研究をしている人が喜んでどんどん集

まるような場所にしましょう。フランスのニ

ースにはソフィア・アンティポリスという大

きな研究地区があるのですが、そういう形に

なるようにしたい、ということをお話いただ

きました。

　これについては、我々は研究所を建てると

いう予算は持っておりませんので、なるべく

色々な研究を沖縄に誘致しようということを

考えました。２つ主なものをお話しておきま

すと、一つはＩＣカードです。

　来年の１月頃から沖縄の北部12市町村で、

ＩＣカードを配るプロジェクトがあります。

是非とも沖縄で実証実験をしていただきたい

ということで誘致されました。当初は沖縄北

部12市町村の方に配ってもらおうと考えてい

たのですが、なかなか12市町村のほうも忙し

いということや、実際に市町村がＩＣカード

を配るということは大変だということになり

ました。１枚でも漏れがあると怒られるとか

いろんな問題があります。それで、ない知恵

を絞った結果、北部の医師会に協力してもら

って配ってもらおうということになりました。

いくら健康長寿の島といっても、多分お医者

さんにはかかるでしょう。北部医師会のデー

タベースを借りて配れば、大部分の皆さんに

ＩＣカードを配ることができるだろうと考え

ました。それで、将来その12市町村の準備が

できれば、そのカードに住民データみたいな

ものを載せて使えるようになると考えた訳で

す。このＩＣカードは大体７万枚ぐらい配り

ますから、多分、北部の住民の７、８割に配

られる形になると思いますけれども、今これ

を進行しております。

　それからもう一つは、県立中部病院で電子

カルテの実験、県立中部病院とその近隣の診

療所との間でカルテの共有化を行うというも
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のですが、これを実施しております。このよ

うな事業を、なるべくこの沖縄に誘致してい

く。さらに言えば、実はこの情報化フェスタ

もその一つですが、１年半前に、なるべく会

議があったら沖縄でやりましょうということ

をお約束して、ようやく実現することになり

ました。

　さて、これから今後の地域情報化政策の在

り方ということで、我々の来年度予算要求を

含め、お話をしたいと思っています。今後の

話をする前に、これまでの政策の問題点につ

いて簡単にお話をして、それに対する解決策

は何か、最後に今後の展開というふうにお話

していきたいと思います。

　最初に、これまでの政策の問題点の一つ目

ですが、一つは、これまでの政策というのは、

地域指定型の政策が多かったということです。

例えばニューメディア・コミュニティとか、

テクノポリスとか先進モデルです。聞かれた

方も多いと思いますけれども、これらの事業

は、どこかの地域をモデル地域に指定して、

そこで実験をしますというものでした。そう

すると、確かにこの地域の中では情報化の進

展に寄与しますが、反面、その地域の個性が

出てしまって、ほかの地域との整合性がなく

なってしまうとういうことになります。役所

側にも問題があるのは、地域を選ぶときに、

その提案に対して何か新規性とかオリジナリ

ティとか、そういうのを必ず求めるわけです。

そうするとどうしても個性的なものになり、

他の人と違うものになって、他の地域とつな

げないという不便なものになってしまうとい

うのが、一つの反省点としてあげられます。

　もう一つは、同じ地域の中でも色々なシス

テムが出来上がってしまったということです。

例えば、同じ市町村の中に防災情報システム、

環境衛生情報システム、産業情報システムな

ど複数のシステムができあがっています。そ

れぞれ違う専用線をネットワークで組んであ

り、一番ひどい例になると公民館とか市庁舎

に行くと目的別に４台ぐらい端末が置いてあ

ります。何でそうなっているかといいますと、

それぞれのシステムを作るときには、中央省

庁から少しずつ補助金が出ておりまして、こ

の中央省庁の縦割り構造がそのまま地域にコ

ピーされているような形になっているのです。

　ここまで２つ問題点をお話しすると、ほと

んど霞が関だけが悪いのではないか、という

感じになりますが、そんなことはなくて、ベ

ンダーも悪いのです。ベンダーによる囲い込

みというのがあり、ベンダーはいろんなお得

意さんに対して自分のシステムを売り込むの

ですが、少しずつ、うちは他のベンダーとは

ここが違うというのを売り込ます。ですから、

１回契約するとなかなかその変更が難しいと

いうことになってしまいます。

　こういう囲い込みというのは比較的多く行

われていることで、これはベンダーにとって

みれば、他のメーカーよりもうちはいいんだ

と、ここがいいんだという特徴を出すために

やっているという面があります。また、そも

そも発注するほうが悪い、発注するほうが少

しずつ違うものをお願いしているということ

にも原因があります。

　例えば、病院のシステムを作ろうとすると、

ベンダー側は、一応その共通的な汎用的なも

のを持ってきますが、何とか先生スペシャル

とか、何とか大学スペシャルとかいうものが

あり、どうしても普通とはちょっと違うもの

になってしまう、これはよくある話だと思い

ます。

　これはもう発注する側も悪いという話でし

て、そういった発注する側の問題点として顕

著なものを２つあげておきたいと思います。

一つは、下請け構造です。ソフトウェアの開

発というのは、誰かに委託するとその人が誰

かに委託して、さらに委託して、というそう

いう形で縦走的な下請け構造で行われていま

して、中間マージンが随分あるのです。

　例えば、ある中央官庁がある企業にあるシ

ステムを発注したところ、最初の発注は数億

円だったのに、最終的には４次下請けのベン

ダーには3,000万円位で下請けされたのです。

その間に３回、４回とピンハネされて、７が

け、７がけ、７がけで、７がけの４乗は何が

けかみたいなそういう話だったのです。
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　これもベンダー側だけの問題ではないので

す。ベンダー側はやはり仕事をもらえば、な

るべく早くやるために、分割して発注すると

か色々な方法をとります。そうやってコスト

を抑えているわけです。これは、むしろ問題

は発注する側が、自分の発注した仕事がどう

いう体制で開発されているかということを確

認していないということです。だから発注者

が受注した会社に対して、お宅は下請けでど

ういう会社を使っているかを管理していない

のはけしからんと叱ったところで、お前も管

理していないじゃないかと言われたらお終い

ということです。みんな似たようなものだと。

「共同責任は無責任」ということわざが、日

本にはないのですがアメリカにはあります。

非常によいことわざです。「共同責任は無責

任」。私もしょっちゅうそれを使っています。

（笑）

　それは別にしましても、もう一つは不明瞭

な発注。これは要するに我々は少なくとも情

報工学を専攻したことがない人間ですから、

いわゆるＲＦＰ（リクエスト・フォー・プロ

ポーザル）を書けと言われても書けません。

アメリカだと、役所もポスドクみたいな人を

雇ってつくらせています。我々は発注すると

きに、コンサルタントを雇ってそういうもの

を書く費用を認められておりませんから、ど

うしても発注が不明瞭ということになります。

不明瞭な発注をもらって、明確なソフトを作

れる人は少ないのです。

　ひどいのは、ソフトだけじゃないのです。

例えば何とか審議会とか委員会の報告書を作

るときも、とりあえず何とか総研に頼んでお

けとかいって、シンクタンクに頼みます。１

年間ずうっとやって最後に出てきたものを局

長か何かに報告すると、何かちょっと違うん

だよなとか、何か気に入らないと言われると、

それを持って何とか総研に行って、何か気に

入らないんだとか言うんです。何か気に入ら

ないと言われても、もともと発注自体が不明

瞭なのですから困ります。だんだん偉い人に

その報告書を説明していって、最後の３日ぐ

らいになってガラッと変わることになります。

最初の３カ月とか６カ月の時間は何だったの

だということが起こるわけです。こういうこ

とが起こらないようにしようということで、

明確な発注書を書いて工程管理ができるよう

にしようというのを、まずは「隗より始めよ」

というか、役所からやってみようということ

で、今経済産業省ではこういうことに取り組

もうとしているのです。

　さて、解決策ですけれど、今３つ問題点を

申し上げました。一つはほかの地域とつなが

りがない、個性がありすぎてほかの地域とつ

ながらないという問題です。これについては

やっぱり何といっても、インターネットのよ

うなネットワークを使えば強制的につながる

わけです。この絵の意味はＡ市とＢ町と書い

てありますが、それぞれの町なり市が持って

いるシステムが違っていても、インターネッ

トにつなごうとすれば、つなぐために何らか

のコンバータを介すことになりますから、結

局インターネット上ではこの２つの市のシス

テムはつながっているわけです。ということ

で、こういう形にすればそれぞれの市のシス

テムをつくり直さなくても、インターネット

で対話ができるということになるわけです。

　特にその中でも、今、専用線よりは、ぜひ

公衆回線インターネットで安いコストでやり

たいということを考えています。それを利用

したものの一つとして、広域データセンター

構想というのがございまして、これは来年度

予算の要求にもつながっているのですけれど

も、複数の市町村がそれぞれ自分でプログラ

ムを作るのではなくて、データセンターにプ

ログラムを共有する形で預けておいて、プロ

グラムを使うときだけダウンロードする。あ

るいはプログラムをダウンロードするのでは

なくて、データを預けて、広域データセンタ

ーで処理してもらうということをやるという

ことです。

　これは色々ないい面があります。最もわか

りやすい話からすれば、みんなでプログラム

を共有しているからコストが安いということ

もありますし、データの処理をアウトソース

できるのですから、各市町村の２階を全部サ
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ーバールームにするとか、常時25度のエアコ

ンをかけるとかそういうことをしなくて済む

わけです。こういうものを進めていこうと考

えています。

　難しいのは、市によっては個人情報保護条

例があって、なかなかその市の情報を外に出

せませんということがあります。そのような

場合、データをアップロードするのは難しい

のですが、プログラムをダウンロードして処

理する、そういう市町村はそういう選択の仕

方があるということです。

　この広域データセンター構想に続いて、今

度は２つ目の問題点ですけれど、これは霞が

関の縦割りが市町村にコピーされているとい

う話です。これについては汎用のシステムを

なるべく使うようにする。例えばＩＣカード

の例ですけれども、マルチアプリケーション

等、複数の機能が載るＩＣカードを作って、

これを色々なところで使えるようにしよう、

このＩＣカード自体を全国共通にすれば、ど

このシステムも、少なくとも見かけ上は統合

的に運用されているように見えるし、こうい

うふうにしていけば、いずれこの横の連携も

出てくるということです。

　３つ目は、さっきの調達方法の話で、今申

し上げたようにネットワークを利用すると、

ネットワーク接続性とか拡張性を確認する。

それから汎用システムを使っているかどうか

を確認する。ハードとソフトがちゃんと分離

されているかどうかを確認する。要するにハ

ードとソフトが一体化していると、ハードは

古くなったがソフトは取り替えたくないとか、

逆にソフトは古くなったけどハードは取り替

えたくないというときに変えられませんから、

ハードとソフトは分離するということです。

それから明瞭な発注仕様書を作るとか、受注

体制を確認するといったことをやっていかな

ければならないということです。

　という解決策があるのですが、具体的にど

ういうことをやっているかといいますと、過

去の政策を振り返ってみますと、ニューメデ

ィア・コミュニティ構想から始まっておりま

す。常に最初に位置づけられており、偉大な

政策と言えると思いますが、地域の情報化を

進めていくということでやってきました。そ

ういう中で先進的情報通信モデル都市構築事

業といいまして、複合的情報システムをいろ

んな市町村に作っていきましょうという施策

を実施しております。これは、霞が関の縦割

りのコピーみたいなものじゃなくて、複合的

なシステムを市町村の中に作ろうというもの

です。それから広域連携基盤整備事業といい

まして、複数の市町村がネットワークを使っ

て、同じＯＳ、ミドルウェアを使おうと事業

を実施しております。実は今日、フィンラン

ドの事例紹介の後に、広域連携基盤整備事業

についてご説明する予定でしたが、都合によ

りましてキャンセルさせていただきました。

　それから、これらをまとめるような形とい

いますか、いよいよＩＣカードが出てきまし

たので、ＩＴ装備都市研究事業として、全国

各地でＩＣカードを配るという事業を実施し

ております。今後の展開ですが、一番大事な

のは、ここにありますけれども「ＩＴ Ｃｉ

ｔｙ構想」を推進していくこととしておりま

す。

　この構想の中身は２つあります。一つはこ

のＩＣカードです。せっかく今21地域でやっ

ていますので、これを高度化するということ

です。もう一つは、さきほど申し上げたよう

な広域データセンターのようなものをつくっ

て、せっかく開発したＩＣカードのシステム

を、近隣の市町村にも普及させていくという

ことです。ＩＣカードの高度化と、その高度

化されたシステムをデータセンターを使って、

近隣の市町村に共有してもらうということを

やろうと思っています。

　それから、ＩＴリテラシーの向上というこ

とで、これは一般的に住民とか国民のリテラ

シーのことばかりよく言われますけれども、

我々としては役所側のリテラシーの向上を図

って行く必要があると考えております。これ

は予算が必要な話ではありません。

　次に、最近ちょっと新聞をにぎわせること

が多いのですが「ｅ！プロジェクト」という

ものが竹中大臣の発案で出ています。東京駅
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とか成田空港とか人の集まるところで、2005

年の最先端のＩＴ先進国家というのはどうい

うものになるのか、ショーケースを作って見

せるというものです。ＩＰＶ６とかブロード

バンドとか、とにかく2005年はこうなるだろ

うという姿を、人の集まるところでやって見

せるという事業であり、このようなメニュー

が挙がっています。お手元の資料の中には

「ｅ！救急車」というものが入っているんで

すが、最近のプランでは「ｅ！救急車」はな

くなりまして、「ｅ！ホスピタル」だけにな

っています。それから「ｅ！コンプレックス」

という高機能複合施設の中に「ｅ！オフィ

ス」とか、「ｅ！ショッピング」という項目

が入ってきています。

　少々時間が過ぎてしまいましたので、これ

で終わりたいと思います。

　どうもありがとうございました。

（文責：情報化フェスタ実行事務局）
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６．海外事例紹介

　　講　師：アンネ・リンドブラッド-アホネン氏 （Ms Anne Lindblad-Ahonen）

　　　　　　フィンランド ヴァンター市情報技術プロジェクトマネジャー

　　テーマ：「ＩＣカ－ドを使ったセキュアな統合型行政サ－ビス」

　　　　　　　 （Information Technology, Project Manager, City of Vantaa）

●概　要：

　電子政府・電子自治体の実現においては、行政サービスの質的な向上や安全性の確

保、あるいは住民サービスにおける利便性向上を目的として、IC カードの活用が重

視されています。特に、フィンランドでは、健康保険証や自治体の行政カード（city

card）を初めとして IC カードが広く普及していることを背景に、セキュアな統合行

政サービスを実現するため、国民の識別機能（ID カード）とデジタル署名の機能を

兼ね備えた多機能 IC カード（FINEID カード）の導入が政府、自治体、民間企業が

協力して 1999 年から進められています。このフィンランドの取組みは、世界で最先

端をいくものと評価されています。

　また、フィンランドの自治体では、早くから障害者や高齢者向けの公共交通機関の

無料乗車券等、様々な行政サービスで IC カードが利用されています。現在、自治体

では、行政カードと FINEID カードの統合を進めています。この結果、市職員や生徒・

学生，高齢者などの身分証明、市営図書館における図書の貸出や小額料金の支払い、

市営プールなどの公共施設におけるチケット、市営駐車場の利用料金支払いなど広範

な機能が、1 枚の IC カードで実現されます。

今回紹介させていただく事例はフィンランド北部の代表的な都市であるヴァンター

市で、人口はおよそ２０万人、同国第４の都市です。ヴァンター市は国際空港を持ち、

ＩＴ産業の育成に力を入れています。古くから市の行政カードを導入し、幅広い行政

サービスで活用してきました。たとえば、市の図書館やスポーツ施設などの利用、高

齢者や障害者の無料交通券などがあります。また、政府が整備している国民ＩＤカー

ド（ＦＩＮＥＩＤ）への対応も早くから取り組んでいます。

Ms Anne Lindblad-Ahonen
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（１） はじめに

　皆様、こんにちは。私はバンター市よりまいりましたアンネ・リンドブラッド-アホネンと

申します。今日は、このバンター市で利用されている行政カードについて、皆様にご紹介し

たいと思います。

【スライド「目次」より （９．プレゼンテーション資料集参照　以下同様）】

　それでは、まずバンター市の概略についてお話をします。その後、行政カードの取り組み

の経緯と行政カードプロジェクトについてお話をし、次にその中でも特に最新の技術を使っ

ている電子的本人識別についてご説明し、最後に、今後どのような活動計画があるかという

ことについて、それぞれお話をしていきたいと思います。

（２） フィンランド　バンター市

【スライド　「フィンランド　バンター市」より】

　フィンランド　バンター市は、フィンランド第４の都市です。人口は，約 18 万人です。

バンター市はヘルシンキの首都圏の一部になります。そしてヘルシンキバンター空港が位置

していますので、フィンランドの玄関口となります。フィンランドの首都はヘルシンキです

が、先ほど言いましたように、バンター市はその首都圏の１つになるわけです。

【スライド「バンター市の風景」より】

　さて、バンター市の生活環境について、少し写真を交えながら、どのような感じなのかと

いうことを見ていただきたいと思います。まずは、バンター市の四季の写真をご覧ください。

また、ユーレイカ・サイエンスセンターという施設もございます。それから、バンター市民

は、平均的に写真のような住宅に住んでいます。

【スライド「バンター市の行政サービス例」より】

　さて、それではバンター市の行政サービスについてお話ししましょう。市は、いろいろな

役割を担っています。例えば教育サービス、文化やレジャーサービス、デイケア、保健医療、

社会福祉、土地利用計画、環境保護、そして交通、道路整備とそれの維持も含みます。この

ようなサービスを市民に対して提供しています。

（３） 行政カードと取り組みの経緯

【スライド「フェーズ」より】

　さて、それでは行政カードのプロジェクトについてお話ししましょう。プロジェクトは、

２つの段階を経て行われてきました。第１段階では組織に焦点を当てたもの、そして第２段

階はオペレーションに焦点を当てたものになりました。

まず、開始は 1993 年です。フィンランドの運輸・通信省が初めの段階から参画しました。

そして、これに対して興味を持った市が参画をしたわけです。94 年の春、通信省がこのよう

なアプリケーションシステムを搭載したカードを発行しようということで、計画を立てまし

た。95 年にも法整備が行われました。

　それからエスポー、バンターを含めた各都市が、その後第２段階になって参画をしてまい

りました。このように２つの段階に分かれてカードのプロジェクトが行われてきました。

【スライド「コンセプト」より】

　それでは、誰がカードや電子財布と言われるものを発行しているのかということですが、

もちろん銀行がその１つです。メリッター、サンポーを含めた３つの銀行が三大フィンラン

ドの銀行ですが、その間でいろいろな共同作業が行われてまいりました。

　その後第２段階になりまして、もっと柔軟性を持った活動が出てきました。それぞれのサ
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プライヤーから個別のアプリケーションが出てきたのが第１段階、そして第２段階になりま

すと、共通のアプリケーションが現れてまいりました。そのように出てきたそれぞれの仕様

が、現在このカードに使われてきています。

　さて、このカードのコンセプトについてですが、まずカードの発行者、そして電子財布と

呼ばれるものの発行者は、銀行であったり市であったりするわけです。第２段階になります

と、市と銀行、そして電子財布については銀行のみが発行者となっています。

【スライド「行政カード」より】

　行政カードはこのような形になっています。第１、第２段階とデザインは同じです。この

顔写真をつけるものとつけないものとがあります。

【スライド「バンター市における行政カード」より】

　さて、周辺の都市との共同ですが、オウル市、ポール市、エスポー市、バンター市という

ような市が連携して、このカードの活動を行っています。バンターとオウル市は 600 キロほ

ど離れています。ということで、同じアプリケーションを各市で使っていこうということで

すが、どのようにして始まったかということです。

【スライド「バンター市における行政カード」より】

　まず、95 年に各市が計画の公表をします。96 年に首都圏が計画の公表をします。そして 97

年、この行政カードプロジェクト２が始まりました。それから各銀行と電子財布ということ

で、協同の作業が始まります。98 年の春になりますと、入札の招請が行われまして、98 年

の秋には構築が開始され、2000 年に利用開始となりました。

【スライド「市にとっての便益」より】

　さて、このような行政カードを利用しますと、どのようなメリットがあるのでしょうか。

行政側にとりましては、新しい行政サービスを開発するための知識が得られるということで

す。それからスポーツ関連施設の管理や市民への利用状況の管理ができます。例えば、スイ

ミングプールなどで、どのように管理をしていくかというようなこともできます。

　それから電子財布と呼ばれるものによる支払いができます。

そして、いつでも、どこでも 24 時間、年中無休のサービスが得られます。それからサービ

ス利用の安全性、これは非常に重要な部分になります。このような行政サービスを提供する

ことで、市のイメージアップにもつながります。現在私がここでお話申し上げていること、

これも市のイメージアップになるわけです。

【スライド「市民にとっての便益」より】

　それでは行政側ではなく、今度は利用者の、市民とってのメリットとはどういうものでし

ょうか。まずカードの保有枚数が少なくなります。大体１人 10 枚、20 枚ぐらいのカードを

持ち歩いているというのが常ですが、この行政カードが登場することで、財布に入れておく

カードの枚数が少なくて済むわけです。

　それから紙によるチケットの発行数も少なくて済みます。いろいろな紙のチケットを使っ

てきましたが、それにとって代わることができます。それからデータ・セキュリティを高度

化できるということ、サービスは 24 時間受けられるということ、このようなサービスによ

って、市民の時間とお金の節約につながるというメリットが出てきます。

【スライド「（無題）行政カードのアプリケーション」より】

　では、実際このカードで何ができるのかということです。

現在、10 のアプリケーションがあります。１つのカードで 10 のアプリケーションです。今

８キロバイトになっています。オペレーションシステムは 4.3 になります。

　駐車システム、パーキングシステムもそのうちの１つになります。このカードによって本
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人を識別して、そして駐車場の支払いがこれでできます。これを電子財布でも行うことがで

きます。

　もう１つはアクセスコントロールです。これを行政カードで行うわけですが、今アクセス

コントロールカードというものを、それぞれ施設の職員と利用者が別々に持つのではなくて、

この行政カード１枚で、誰が入場して、そしていつその施設から出たか、ということの管理

が可能になります。

　またスポーツやレジャー面でのアプリケーションも可能です。例えばスイミングプールな

どの施設に利用が可能です。あとは博物館やコンサートの会場というような場所でも使うこ

とができます。

　それから、高齢者並びに障害者向けのタクシーバウチャーというのがあります。これはど

のようにしてこのような人たちがタクシーを利用するかということの、利用の向上につなが

るわけですが、このタクシーの料金を市が負担しようというものです。しかし、それにはど

の程度タクシーを利用する頻度があるかとか、どのぐらいの障害の程度かということが決め

手となります。タクシーの運転手は有効なカードかどうかということを確認して、高齢者を

乗車させる、するとその高齢者は、タクシーの料金を全く払わないで済むというふうになり

ます。

　それから、ディスティンクトと呼ばれるものがありますが、これもＩＤアプリケーション

の１つです。これは現在ＥＵの５カ国が参画しているものですが、フィンランドを含めたオ

ランダですとかイタリアですとか、そういう国々が参加をしています。これは例えば、ギリ

シャに私が行くとしますと、あるいは逆にギリシャからフィンランドへ来られた場合、観光

情報を得るというものです。しかし、まだこれは余り普及されておりません。

　次は、図書館のアプリケーションです。来年もっと新しいシステムが出る予定ですが、暗

号を使いますので、この行政カードを利用して、そして図書館の利用を図るほうが安全であ

るということです。ですから、図書カードではその暗号化ということができておりませんの

で、行政カードをなるべく図書館に利用してもらいたいと市では考えています。

　また、食堂でもこのカードを使うことができます。食堂で食事をして、このカードで支払

いをするか、若しくは電子財布を用いることもできます。何回、今月この食堂で食事をした

かというような記録が残っていきます。これは、例えば高齢者ですとかそのような人達にも

いろいろ食堂を利用してもらおうということにもつながっていくと思います。いろいろなプ

ロダクトをいろいろな人達のために開発しています。どのような人であってもサービスを使

っていただけるようにということです。

　それから、学校への通学サービス。これもこの行政カードでやってしまおうと考えていま

す。それぞれ交通機関には違ったものがありますが、接触型、非接触型両方のアプリケーシ

ョンが出てまいります。というようないろいろなアプリケーションが利用、利用可能になり

ます。このようなアプリケーションは全て、銀行カードにも同じく活用することができます。

このようなアプリケーション全て、銀行のカードに搭載することができてくるわけです。行

政カードと同じ機能を持たせることが可能です。

　企業向けのタクシーバウチャー、これも現在考えているところです。これはタクシーの運

転手がそのバウチャーを受け取れないということや、まだお金がかかるということで、まだ

利用はされてはいないのですが、今後活用していきたいというようなシステムです。

　それから、公衆電話での利用、これは電子財布でもできますが、これも活用していきたい

と考えています。

　さらに、議会においてもこのカードを活用していこうとしています。市民がその議会に参
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画をしていけるようにということです。将来的には、そういうこともやっていきたいと考え

ています。

　ということで、さまざまなアプリケーションがあるということで、これが市民向けのアプ

リケーションになっているということと、あるアプリケーションは市の職員向けのみのもの

もあります。それから、高齢者、障害者向けに限られているアプリケーションもあります。

【スライド「カードの利用方法」より】

　では、実際にどのようにしてカードを利用するのでしょうか。

サービスポイントと呼ばれるところがバンター市には９カ所あります。このサービスポイン

トでアプリケーションの申し込みを行います。そして、ここでカードへのロードを行いまし

て直ぐにカードを発行してもらいます。

　次に、カードへのロードが行われた後で、このカードを利用したい所へ持って行って、こ

のカードを使います。その際、暗号、暗証番号これを利用するということです。例えば、図

書館ですとか、劇場、タクシーの利用ということのさまざまな用途に使うことができます。

　利用した後は、その次がクリアリング、決済という段階になります。ここで、誰がどのカ

ードを持っているのか、利用した製品の価格はどれくらいだったか、どのくらいの金額を使

ったかとかいうようなことで決済を行います。もし、カードを紛失した場合ですが何回位こ

の市民がカードを使ったかというようなことで記録が残ります。そしてクリアリングが終わ

りまして、他のアプリケーションを使うことができますし、何回サービスを利用したかとい

う記録が残されるわけです。

　このカードの発行には、40 マルカかかります。有効期限は現在３年ですが、後には５年位

に延長したいと考えています。銀行カードを使いますと、最初は、銀行がサービスポイント

となります。そして、その後、私達のこの市のサービスポイントになるわけですが、銀行カ

ードを使う時はまず銀行に行くというのがポイントとなります。

【スライド「現状」より】

　さて、カードの保有者数はどのくらいかということを表にまとめました。表の左の列には、

都市の名前が書かれています。そして、その各都市の人口とカードの保有者数を書いてあり

ますが、バンター市は一番下になります。現在 2,000 名弱の人々がカードを持っています。

もっとこのカードの普及率が上がればと考えています。市民全員が持つくらいになればいい

なと考えています。

（４）フィンランド国民 ID カード（FINEID カード）と電子政府

【スライド「フィンランド国民 ID カード」より】

　この行政カードとは別に、フィンランドの電子国民ＩＤカードというのがあります。これ

は、そのカードの見本なのですが、大体こういうふうな形、デザインをしています。

【スライド「フィンランド国民 ID カードとは何か」より】

　では、この電子国民ＩＤカードとは一体何でしょうか。

　ネットワーク上でビジネスや職務を遂行していく場合、何が必要になるでしょうか。例え

ば、電子署名が必要になる場合もあります。そして、データ交換の安全性を図るために、文

章の暗号化ということも必要になります。もちろん、利用者の識別が必要になります。

利用者の識別方法ですが、ＩＣカードを使います。そして、秘密鍵と公開鍵と呼ばれるもの

を使います。一つは本人識別のためです。そして電子署名の際に利用するということがあり

ます。このカードは現在３年間の有効期限がありますが、来年度からは５年間有効になりま

す。このＩＤカード発行には、160 マルカのお金がかかります。
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【スライド「認証機関/カード」より】

　では、このＩＤカードを発行してもらうにはどうすればいいんでしょうか。

まず、警察に行きます。そして、ここで、本人かどうかの識別を対面で行います。このとき、

自分の写真を２枚用意します。

　次に、まずは匿名で、そのカードの発行業者からカードを発行してもらいます。それから、

この人の情報がデータベースの所に行って処理をされます。そして、すぐに匿名で発行され

たカードにこの情報を載せてカードを発行してもらいます。それから暗号、暗証番号をもら

います。そしてカードの発行になります。

　それがまず、国民登録センターに行きまして、ここで登録されます。それから、X.500 と

いう形式で作成されているファイルにも行きます。

　これらが全て完了した時点で、警察に行き、もちろんその国民登録センターで登録を済ま

した後ですけれども、その市民の方には暗証番号とカードが発行されます。ですから、まず

は警察に行って、対面で本人の識別を行って、カードをもらう時も自分がその警察署に赴い

てカードを受け取るということです。

【スライド「電子政府におけるインターネットの活用」より】

　最近、電子政府とよく言われていますが、それは一体どういうふうに発展していくのかと

いうことを表した図をご紹介します。

　フィンランドでも皆さんの所でもそうだと思いますが、まずインターネットで情報を提供

するということがあるでしょう。それから、電子メールの形で電子メールを利用します。そ

れからウェブ上の印刷可能な書式の利用、ＩＣカードによる様式、カード所有者の強い識別

を行います。そして、オンラインアクセスによる手続き等を行って、いろいろなサービスを

複合して自動的に行うということがあります。この中で、電子的に本人の識別を行うという

作業も出て来るわけです。

【スライド「オンラインサービス　－　多くの質問」より】

　しかし、多くの疑問も同時に上がってきます。

まず、カード所有者の強い本人識別、それから、電子署名はどのような時に必要なのかとい

うことです。電話や郵送で情報の伝達が済むという場合もあります。ですから、どのような

時にこの電子署名というのが必要になるのかということです。場合によって電子署名が必要

になってくる場合とそうでない場合があるということです。

　次に、電子様式。これを作成する最善の方法は何かということです。電子様式たけではま

だ足りない部分もあります。パソコンを家庭に持たない市民ももちろんいるわけです。パソ

コンの利用ができないという人もいます。このカードがあってもＰＣと共に使えないという

人もいます。その辺の対応をしていかなくてはいけません。

　それから、このような様式を必要とする人は一体誰なのかということです。様式というの

は本当にいるのかどうかということを考えなくてはなりません。ですから、市民はいろいろ

な文書を必要としていますけれども、電子的にそれが本当に必要かどうかということです。

　また、このような電子的なサービスと従来やってきたサービス、これをどういう風に組み

合わせていこうかという問題もあります。一番いいのは同じ文書をインターネットでも公開

することです。そして従来型のサービスも続けていくということでしょう。

　メタファイルの使い方も重要です。フィンランドではどのようにして、電子記録の保存、

管理を行うかということで、いろいろな計画を持っています。

　それから、電子文書、電子署名の申請システムを考えなくてはなりませんし、手続全体を
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もう一度明らかにして見ていく必要があります。そして、文書を申請して送ると、いつその

文書に対して決定が下りるのかということも分かっておかなくてはなりません。それをきっ

ちり知るシステムを作る必要があります。

【スライド「オンラインサービス」より】

　ということで、各家庭からあるいは公共のワークステーションから、あるいはその図書館

の端末などからこういうサービス、アプリケーションに到達できるようにしなくてはなりま

せん。インフォメーションキオスクと呼ばれる設備もあります。このようなオンラインイン

フォメーションキオスクを持っている市もいくつかあります。

【スライド「電子政府ソリューション」より】

　では、この電子政府のソリューションとは一体どういうふうに行われているのでしょうか。

まず、家庭で市民がカードリーダーを持たなくてはなりません。また、国民電子ＩＤカード

を持っておかなくてはいけませんし、そして、この行政カードというものが必要です。この

行政カードにこのＩＤカードが格納されるということになります。

【スライド「電子政府ソリューション」より】

　画面の左側にあるカードのうち、真中のものは社会保険庁が発行しているケラーと呼ばれ

るカードです。マクロシステムと呼ばれるパイロットシステム上で使われています。病院の

情報ですとかそういうものが使われています。これを用いまして、各家庭でカードリーダー

により読み込んでいくわけです。

　インターネットを通じましてサーバーにこれがつながる。家庭のパソコンに例えば文章が

送られてきます。それに署名をして、書き込みをして送ります。それが、ｅ－メールの形で

市の職員の方に送られてくるわけです。そして、カードを持ちまして、インターネットを通

じてサーバーにコネクトするということです。

　この市の職員も市民の方も同じカードを利用していくわけです。それから、国民登録セン

ターがこの間に入っていますので、本人の識別も可能ですし、もし、カードが利用できない、

あるいは使用不可能という場合は、ここに連絡をすることができます。

【スライド「国民 ID カードの電子的本人識別は市の行政カードに包含される予定」より】

　ということで、この電子識別カード、つまり行政カードと国民ＩＤカードをいつか統合し

て、一つにできるのではないかと我々は期待しています。

　フィンランドでは、今、電子識別カードが一万種類も作られています。さまざまな所でこ

れを入手することができるので､それに伴って問題も発生しています。サービスが上手くい

かないとか、そのためにそのカードが利用できなくなる、ややこしい問題が起きています。

【スライド「銀行カードによる本人識別」より】

　そこで、銀行による、銀行カードによる本人識別が主流になってきています。フィンラン

ドの銀行では全てこのようなカードが発行されますが、銀行間の協定がありまして、同じよ

うなカードを同じように使えるように協定が結ばれています。

【スライド「銀行の本人識別の利用」より】

　銀行の本人識別の利用も先程のｅ電子政府によるソリューションに似たような形態になっ

ています。これをソロ識別と呼んでいるのですけれど、市民にとってはカードリーダーがな

くても使えるので、導入がしやすい仕組みになっています。

　今日では、市民は殆どの人がこのような形で請求書の支払いを行っていますので今でも既

に普及している仕組みです。先程と同じようにサーバーがありまして、又市役所の職員がい

ます。しかし、先程のように、国民登録センターに識別の確認をするのではなく、銀行がそ

の識別を行います。
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　市の職員は情報を得たら、場合によっては、バックグランドプログラムにアクセスして処

理を行います。

【スライド「署名がない場合」より】

　様式によっては、署名をしなくてもよいものがあります。

ですから、市民がアプリケーションを使わなくても、書類を入手することができます。通常

はユーザーコードとパスワードさえあれば接続することができます。署名が必要ない場合、

パスワードがいらなくて、ただ単に書類を送るだけというようなこともできるわけです。サ

インが必要な書類もありますけれども、これは後から送るというような仕組みもとれるわけ

です。ですから、この仕組みで、市の方に直接書類を送っておいて、後から署名をするとい

うようなこともできるわけです。

　そうしますと書類が早く処理されて、決定が早く行われるという仕組みになっています。

さまざまな方法がありますので、どのような方法で処理をするかということを、市民が選ぶ

ことができるわけです。

【スライド「新しい電子取引システムの市民にとっての便益」より】

　では、新しい電子取引システムは市民にとってどのように良いものなのでしょうか。どの

ような利益があるのでしょうか。

　まず、公共部門と民間部門双方が将来提供できるさまざまなサービスを、市民が利用でき

るようになります。これらのサービスは、年中無休で利用することができます。

　また、時間と費用が節約できます。何処にも行かなくても、自宅からさまざまな情報がア

クセスできます。わざわざ出かけて行かなくても、ケラーカードなどを使って情報を得るこ

とができます。

【スライド「課題」より】

　もちろん、さまざまな課題もあります。カードを通して幅広い電子取引サービスができま

す。そのためにはさまざまなソリューションが必要です。

　大切なことは標準化されたソリューションがあること、そして、市民の自由な選択がある

ことです。このようなことを実現するためにはもちろん、法制度の整備も必要です。

【スライド「法制度」より】

　あまり細かく申し上げる必要はないと思いますが、フィンランドではさまざまな法律が施

行されています。たとえば、個人データ法、データ保護法、政府活動公開法、国民登録法、

国民ＩＤカード法、そして最後に電子行政サービス法などといった法律が施行されています。

　また、新しい法律が２つ予定されておりまして、電子サービスの問題が起きた時のために

対処するための法律などが考えられています。本人識別ですとか、署名において問題がある

場合にどのように対処するかということが検討されており、来年から施行される予定になっ

ています。

（５）バンター市における行政カードの現状と今後の課題

【スライド「2000 年現在のバンター市の状況」より】

　バンターの市の 2000 年現在の状況をご説明します。

左側にご覧いただけるさまざまな用途、さまざまな機能を数少ないカードに集約することが

できます。このような機能が全て一つのカードに集約できれば、皆様のポケットの中のカー

ド５枚位は減らすことができます。

　フィンランドではさまざまな機関がそれぞれのカードを発行しています。それぞれが電子

識別を行っています。バンター市は市の行政カードがありますし、銀行は銀行のカードがあ
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ります。社会保険機関はケラーカードと呼ばれるカードがあります。そしてもちろん、国民

登録センターは国民ＩＤカードがあるわけです。

【スライド「サービスの統合」より】

　このようなカードを、それぞれ他のカードの機能も持たせられるようにしたいと考えてい

ます。例えば、自分の持っている国民ＩＤカードを持って、銀行カードの機能もそれに載せ

ることができる。あるいはシティカードの機能を載せることができるというように、市民が

選べるようにしていきたいと考えています。ですから、銀行カードに国民登録センターの情

報がのるというようになります。

　これはまだまだ進行中なのですが、徐々にケラーカードと国民登録センターが発行してい

る国民ＩＤカードが一つのカードになっていきます。これが来年施行される予定です。そう

すると、カードのデサインが変わるのかも知れませんけれども、来年にはケラーカードと国

民ＩＤカードが統合される予定です。

【スライド「個別のカードから統合カードへ」より】

　図のように、ばらばらにいくつもカードがあるわけですけれど、いずれ統合カードへ移行

できると期待しています。

　いくつかの市では統合カード、コンビカードと呼ばれるカードが既に実験的に使われてい

ます。このコンビカード、統合カードですね、これがこれから広げていけるのではないかと

期待しています。接触が必要のものと接触が必要でない部分の２つの種類の用途があるので、

更に用途が広がると期待されています。

　現在、このような一番右下にある乗車カードという非接触型カードを使っている人が、国

内では約 100 万人いますので、これも統合カード、コンビカードに載せていくことができれ

ばと思っています。この行政カードプロジェクトには、多くの機関が関わってきています。

国の通信省が大きな役割を果たしています。

　こちらの３つは、アプリケーションを提供する供給業者としての役割を果たしています。

こちら側はアヴァント、銀行、電話会社、タクシー会社、バス会社そして国民登録センター

などがそれぞれ協力してこのような仕組みを作っています。ある意味で、さまざまな機関が

パートナーとして活動していかなければなりません。もちろんさまざまな問題もあるため、

交渉したり、相談したりしながら話が進められています。

【スライド「行政カードプロジェクト」より】

　電子ＩＤの技術的な部分についてちょっとお話します。

まず、フィンランド国民ＩＤカードとしての機能、そしてもう一方でその他の機能としてさ

まざまな証明のためのアプリケーション、機能を持つことができます。従業員のための従業

員証明であるとか、組織の会員証明証であるとか、さまざまな機能を持つことができます。

このような機能を持たせるためにはこの行政カードのオーナーが同意しなければ、このよう

なアプリケーションを追加することはできません。ですから行政カードにこのようなアプリ

ケーションをつけることになれば、このような機能を持たせることができるわけです。

【スライド「市の行政カード」より】

　行政カードには、技術的な面でもさまざまな機能があります。カードの構成としてはこの

ようになっておりまして、行政カード、アプリケーションの部分と電子財布の部分と電子本

人識別の部分、その他のアプリケーションとして、ポイントですとかチケットなどの発行な

どを行うことができます。

【スライド「フィンランド電子国民 ID カード：FINEID と支援技術」より】

　新しい技術をどのように活用して、電子国民ＩＤカードを更に発展させていけるかという
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ことをいつも考えています。

　最近では、デジタルテレビ、衛星テレビ、モバイル、ケーブルテレビ、さまざまな問題に

対してのソリューションとしてモバイルに対して、非常に期待が寄せられています。自宅の

テレビやコンピューターだけではなく、モバイル携帯電話の普及率が今は大変高いので、非

常に期待がされています。モバイルでのアプリケーションも非常に広がっていくでしょう。

　また、情報キオスクなどもありますし、こういったものも増えていくと思いますので活用

されるようになると思います。

　エンドユーザー向けカードリーダーやソフトパッケージもますます必要になっていきます。

これ以外にもさまざまなアプリケーションが可能ですし、これからも用途は広がっていくこ

とと思います。

【スライド「フィンランド電子国民 ID カード：学んだこと」より】

　これまで学んだこと、教訓として得たことを上げてみたいと思います。

まず、互換性がとても重要だということです。国際的なコラボレーションがぜひとも必要で

す。

　次にサービスが何よりも大切な部分であるということです。ですから、市民のために考え

ていかないと計画が上手くいきません。市民の役に立たないプログラムは何の意味もありま

せん。サービス提供者のための簡単なパッケージも必要です。基本的なソフトパッケージの

利用が可能になることも大切です。

　エンドユーザーへの支援は組織的に行われる必要があります。自宅で使っている時に、さ

まざまな問題に直面するユーザーがどのように支援を受けられるかと、このサポートシステ

ムを発展させることが大切です。インターネットにアクセスして情報を検索するとかコール

センターがあって問い合わせができるとかこういった仕組みが必要です。

　利用の統合が重要です。認証やデジタルの仕組みがしっかりしていること、そして、暗号

などが必要です。

　カードリーダーの提供、そして広報が、組織的に行われなければなりません。カードリー

ダーをどこで入手できるのかなどといった情報を市民が皆わかるようにならなければいけま

せん。

　国民電子ＩＤカードを使うにあたってこのカードリーダーが必要なのですが､今はカード

リーダーが非常に高価ですので、なかなか普及させることができません。提供するべきだと

思います。

【スライド「FINEID カードを利用するサービス」より】

　国民電子ＩＤカード（FINEID カード）を利用するサービスとしては、銀行ですとか、雇

用年金基金、相互保険会社、バンター市、ツースラ市議会、フィンランド自治体協会などさ

まざまな機関が、サービスを利用しています。これらの機関は市民のためだけに使っている

とは限らず、機関内で情報処理のためにカードを使っている場合もあります。

【スライド「FINEID カードを利用する将来のサービス」より】

　このカードを利用できる将来のサービスとしてさまざまな可能性があります。

このような機関が、これから可能性があると名乗りをあげているわけですが、今、ここに上

げている全ての機関が本当にサービスを提供するようになれば、市民にとってはますます便

利になっていくことでしょう。

【スライド「情報社会が必要とするもの」より】

　今の時代、インターネットを使って、さまざまな取引が急速に増加しています。どの人も

インターネットを使ってさまざまなことを行っています。情報の検索だけではなく、もっと
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あらゆるサービスに活用できるようになると思います。

　これを安全に行うためにはデータ・セキュリティ－、暗号の高度化、信頼できるデジタル

本人識別、デジタル署名などが必要です。これらは急速に開発されていますので、情報社会

の重要な部分になっていくと思います。

【スライド「電子サービスの発展」より】

　電子サービスの発展についてですが、初めの方を見ますと、ぐっと興味があがって、で一

時の盛り上がりから少し下がって、現在は少し盛り上がりに欠けている部分があります。非

常に残念なことですが、初めはこのカードに期待が寄せられるのですが、いざ、施行してみ

ると意外と成長しなかったり、伸びなかったり、というような問題があります。もちろん、

新しいものが導入される時というのは、いつもこのようなことがあると思います。新しいサ

ービス文化が構築されて発展されていることを望みます。

【スライド「段階的な政府サービスの実現」より】

　政府のサービスも、さまざまなサービスが段階的に実現されていきます。今は、そうです

ね、この表の半ば辺りにいるのではないかと思います。

　一番上の方に、ネットワーク民主主義という言葉がありますけれども、若い人達に非常に

人気のあるサービスです。しかし、まだまだ活用されていないというのが現状です。

【スライド「市の計画１」より】

　主な市町村について、1993 年、1995 年、そして今年、公共交通輸送についての調査が行

われました。公共交通輸送におけるこのシティカードなどのサービスの導入具合が、表に表

されています。未検討のところももちろんありますが、以前には 39％もあったのが今は未検

討のところはたった 16％しかありません。公共交通輸送というのは非常に重要なもので、行

政カードの利用がもっとも一般的に使われる分野だと思います。

【スライド「市の計画２」より】

　この調査では、将来カード発行者となるのは誰であるべきかという質問もされました。こ

の調査の回答としては、市町村が圧倒的に多く発行者であるべきだという回答が得られまし

た。80％が市町村と答えているわけです。２番目に銀行、３番目にマトカホートというバス

会社の組合、その次にケラー、その次に交通輸送機関、その次にその他と言う回答が得られ

ました。

【スライド「今後の活動計画」より】

　今後の活動計画についてですが、今後はデュアルインタフェースカードを利用したアプリ

ケーションを導入していきたいと思っています。そのような中には、交通輸送機関の関与が

あると、多くの人に普及させられることができる非常に良い用途だと思います。交通輸送機

関というのは多くの人が使いますので行政カードですとか、銀行カードなどで皆さんが使う

非常に良い機会だと思います。

　本人識別がしっかりした仕組みを作るということもとても大切になっていきます。また、

アプリケーションの拡充としてカードからモバイルへと拡大していきたいと思っています。

今年、そして来年の初めにこのようなものの試験的な取り組みが行われています。

【スライド「フィンランドにおける行政カード施策 1993-2000」より】

　フィンランドにおける行政カード施策としましては、バンター市とポーリ市で行われてい

ますが、最終報告書には 2002 年１月に、以下のホームページからダウンロードが可能です。

さまざまな問い合わせに答えることもできますし、説明も行われる予定です。

【スライド「情報源」より】

　こちらのホームページではさまざまな情報を提供していますので、関心のある方見ていた
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だきたいと思います。バンター市のホームページ、エスポー－市のホームページ、ディステ

ィンクトのホームページ、国民登録センターのホームページ、アヴァントは電子財布のホー

ムページですね。ケラーは私どもの国の健康保険の機関です。

　ご清聴ありがとうございました。（文責：情報化フェスタ実行事務局）
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７. テーマ別研究会

 7.1　研究会Ａ「電子自治体の構築と地域情報化への対応」

●概　要：

　情報通信技術（IT）の急速な普及は、社会・経済の構造に大きな変化を及ぼそうとし

ている。自治体においては、総務省から行政改革と情報化を目指す電子自治体の構築に

向けて早急に取り組むべき事業にその対応を要請されている。また、地域情報化の推進

にあたっても、電子自治体の基盤をベースに行政サービスは情報提供から住民が自治の

主体である視点へシフトをしている。

　一方、情報化まちづくりの実現には、自治体規模、地域情報連携、行政改革、首長方

針、財政、人材・スキル、投資・運営コストなどの面から厳しく複雑になってきており、

自治体の対応にも温度差がみられる。

　これら自治体の状況を踏まえて本研究会では、新しい社会経済の枠組みにおける地域

的優位性を目指して取り組まれている識者によるプレゼンテーションと研究会参加者と

の情報交換を通じて、解決に必要な示唆やアドバイスなどにより相互のレベルアップや

交流を図る。

◆司会：鈴木邦彦 　情報化フェスタ実行事務局

◆パネルディスカッション参加者（発言順）

　・新谷 文夫氏 日本総合研究所創発戦略センター所長（コーディネータ）

　・岸本 建男氏 名護市長

　・中司 　宏氏 枚方市長

　・廣川 聡美氏 横須賀市企画調整部参事情報政策課長

　・茶谷 達雄氏 都市情報システム研究所長

　・三田 　啓氏 経済産業省通商政策局通商調査官、商務情報政策局ＩＣカード担当

鈴木： ただ今より「全国地域情報化推進会議

～情報化フェスタ２００１～」の２日目のテ

ーマ別研究会A「電子自治体の構築と地域情

報化への対応」についてパネルディスカッシ

ョンを開催します。皆様、お忙しい中多数ご

参加いただきまして、大変ありがとうござい

ます。私は、ニューメディア開発協会の鈴木

と申します。本日のパネルディスカッション

の進行役を務めさせていただきます。どうぞ

よろしくお願い申し上げます。当初のプログ

ラムのご案内の中から、経済産業省にも参加

をしていただくことになりましたので、よろ

しくお願い申し上げます。

　それではパネルディスカッションの進行に

当たりまして、ショートプレゼンテーション

を開催させていただきます。まず、コーディ

ネータ、各パネリストの順にお願いしたいと

思っております。

　最初に、本日コーディネータを務めていた

だきます、株式会社日本総合研究所創発戦略

センター所長新谷文夫様、よろしくお願い申
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し上げます。

新谷： ただいまご紹介いただきました、日本

総合研究所の新谷でございます。本日は、こ

れから12時までの間、ディスカッションのコ

ーディネータの役割を負わせていただいてお

ります。皆様どうかよろしくお願いいたしま

す。

コーディネータ　新谷 文夫氏

さて、私のほうからのショートプレゼンテー

ション、極めてショートに行いたいと思って

おります。

　今日、こちらに私がコーディネータとして

招かれた理由というのが、今皆様ご覧いただ

いております、日本総合研究所で始めさせて

いただきました「電子自治体フォーラム」、

こちらの関係でお招きをいただいているのか

なと考えております。勝手に「日本最大のＮ

ＰＯ」というふうに名付けさせていただいて

いるのですが、私どもがスポンサーをさせて

いただきまして、全国の自治体様、2001年の

９月現在で248の現場の職員の方に集まって

いただきまして、今後、いかに電子自治体を

進めていくかと、このあたりを議論させてい

ただく母体を運営させている関係で、今日の

お話をさせていただくことになっております。

　まず「電子自治体フォーラム」というもの

がどういう活動をやっているか、何を目指し

ているかということだけ、冒頭に簡単にお話

を申し上げたいと思います。皆様よくご存じ

のとおりで、今日もまたさまざまな専門の方

のお立場からお話をいただくことになってい

ますが、「ｅ－Japan構想」、ｅ－Japan2002の

プログラムというのが、着々と今日本全体で

は動いていると思っています。ただ、一方で

「ｅ－Japan構想」という極めて大きな国レベ

ルの方針が、いかにその地域の中で具体的に

根ざしていくかと、このあたりを我々として

は皆様とともに追求していきたい、この気持

ちがありまして「電子自治体フォーラム」を

始めさせていただいたということでございま

す。

　何よりも大事なものは何かというと、明確

なビジョンであろうということで、後ほどエ

フィシャンシー、エマージェンシー、エコロ

ジーと、カタカナ文字で恐縮ですが、このあ

たり詳しくお話し申し上げますが、一言で言

いますと、自治体が電子化を推進することに

よりまして、いかに、これまでにない地域の

新しい住民サービスとか、地域の中での新し

い企業サービスを創出するか、このあたりを

ビジョンの最上段に掲げて活動させていただ

いています。

　具体的にこちらの会場にいらっしゃる方も、

ぜひこの「電子自治体フォーラム」の活動を

ご利用いただきたいと思います。極めて具体

的に申し上げますと、ビジョンの実現のため

に、まず皆様に、一体こういう電子行政とか

電子自治体の分野、世界中、それから日本中

で何が起きているかということを、インター

ネットを通して提供するというようなことを

させていただいております。

　こちらに書いてございますとおりで、イン

ターネット上にフォーカスレポートを掲載さ

せていただきまして、一体、アメリカの調達

分野で何が起きているかとか、日本全国、そ

ちらに書いてありますような事例のところで

何が起きているか、私どもとしては、このあ

たりから提供させていただいているというこ

とです。

　ただ一方で、先ほども申し上げましたとお

りで、「ｅ－Japan構想」という極めて大きな

目標に向かって歩くときに、実を言うと、現

場の一つ一つを見ていくと、この大きな構想

に対して、現場としてはどういう具体策を打
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てばいいか、どう対処していくべきかを、や

はり生の声で議論していただくことが必要だ

ろうと思っています。これは、なかなか構想

とかビジョンのレベルでは見えてこない、本

当に今の仕事のやり方はどうにかしないとい

けないとか、そういうレベルでの議論をして

いかなくてはいけないと思っております。

　先ほど申し上げました248の会員の方と、

インターネット上でそういう知恵を深めると

いう意味で、テーマごとに、こちらに書いて

ありますような議論を深めさせていただいて

います。結構おもしろいのが、今日は三田補

佐もいらっしゃっていますけれども、地域で

ＩＣカードを使っていこうというようなとき

に、うーん、国が何を考えているのかという

ことがもうちょっと明らかになると、我々も

手が打てるのだけどなあというような話が結

構生々しく出てきたりするのが、このワーク

ショップです。

　一方で、私どもといたしましては、ビジョ

ンだけではなく具体的なアクションにつなげ

ていこうということも考えておりますが、先

ほどのスライドでお見せしましたように、イ

ンターネット上でいろいろな議論をするとと

もに、具体的にそのビジョンをアクションの

レベルまで落していこうということで、特定

の分野でいくつかの活動をさせていただいて

おります。

　例えば、公共電子調達をどう考えていくか

ということで言えば、アメリカの極めて優れ

た事例を日本に持ち込んできたときに、一体

何ができるのかと、このあたりにフォーカス

をしながら、今プロジェクトを動かしていま

す。

　それから２つ目でございますけれども、や

はり地域の情報を地域の方々にきちっと届け

ていくというようなことも重要であろうとい

うことで、その地域ポータルサイトのような

動きもさせていただいています。

　この会場にいらっしゃる方々、行政の方と

民間企業の方がいらっしゃると思うのですが、

例えば、こういうふうに問題を設定していた

だけると、地域の情報を地域住民の方にお届

けすることの重要性というのでしょうか、極

めて深く理解をしていただけるのではないか

と思います。わかりやすく言ってしまうと、

行政にとっての住民は民間企業にとっての顧

客なのですね。この住民と顧客というのが、

実は生活者という意味では１人の方というこ

とになります。

　そういう意味で申し上げますと、こういう

地域ポータルサイトのようなものを検討する

ときに、重要なものは何かと言えば、行政と

民間がいかに相乗りをしながら、うまく生活

者の方に情報を提供していけるかということ

だと思っております。こんなようなプロジェ

クトも推進させていただいております。

　それから、地域ＩＣカードという意味では、

私どもの会社はもともとクレジットカードと

かデビットカードとか、そのあたりのことを

追っかけてきておりますので、このあたりの

カードが、果たして地域でどういうふうに融

合して使われていくのかということをテーマ

に、プロジェクトを動かしております。具体

的に申し上げますと、極めて優れた技術が今

日本には出てきていると思っています。この

優れた技術を使って官と民がいかにうまく調

整をしながら、新しいサービスを住民に提供

していけるかと、このような視点を持ってお

ります。

　それから４つ目ですけれども、「ｅラーニ

ングのあり方」ということで考えております。

ご存じのとおり、そのＩＴ講習が日本全国各

地で行われておりますけれども、やはり講習

を講習だけで終わらせない。実質的にＩＴの

リテラシーを高めるためにはどうしていった

らいいかということをテーマに、私どもの言

葉で申し上げますと、スマートランニングと

いうようなことで話を進めさせていただいて

いると。お時間の関係で簡単に申し上げると、

ビジョンとアクション、このような形で結び

つけていきたいということを考えているわけ

です。

　最後に一言だけ、先ほど申し上げると言っ

たことをここでご披露したいと思います。

「ｅ－Japan」という極めて大きな国レベルの
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構想というのを、やはり地域でも「ｅコミュ

ニティ」という形で実現されていくべきでは

ないかと、こんなふうに考えています。ただ

そのときに重要なのは３つです。効率を追求

すること、それから２つ目が創発的な動きを

していくこと、３番目が調和をとりながらや

っていくということです。

　効率は、よくご存じのとおり、例えばＩＴ

というものを導入したときに何が起きるかと

いえば、まず真っ先に今までやっていた仕事

のやり方を、もっともっと効率的にしていき

ましょう。人が10人かかるのであれば５人に

していきましょう。あるいは予算を減らして

いきましょう。そういうことが追求されてい

くということですけれども、これはもちろん

言うまでもないことです。

　ただ重要なのは、２番目の創発だと思って

います。例えば、インターネットというのは

どういうツールかというのを、この会場の皆

さんはよくご理解いただけていると思うので

すけれども、これは以前、情報化、情報化と

言っていた時代とは一つだけ異なることがあ

ります。どういうことかというと、インター

ネットを使うと、物理的な空間とか時間的な

距離というのを縮めることができ、かつ、ま

た双方向で議論をすることができるというこ

とになります。ここで重要なのは、例えば地

域の産業でありますとか、地域の経済の活性

化、地域の住民への新しいサービスを考える

上で、そのインターネットというのをフルに

活用しながら、やはり新しい何かを生み出し

ていく活動だと思うわけです。効率だけ追求

していっては、これはどんどん経済という意

味でもしぼんでいってしまう。したがって、

新しいものを同時に生み出していくという創

発が重要だろうと思っています。

　その上で、３番目の調和ですけれども、一

言、地域の中で行政だけが情報化されてもだ

め、民間企業だけが情報化されてもだめ、住

民がどんどん進んで、この地域はなかなか情

報化が進まないんだよなといって、自分だけ

リテラシーを高めていってもだめ。そういう

意味では、こちらに書いてありますとおり、

行政・民間・教育、そして住民が共に手に手

をとりあって相互進化していくのが、地域の

情報化の本当の意味ではないかと考えている

ところです。

　少しコンセプトペースでお話を差し上げま

したけれども、今日はパネリストの方々の貴

重なご意見をいただいて、少しでも具体的な

課題が見えてくるように努力をしてまいりた

いというふうにお伝えいたしまして、私から

のプレゼンを終了させていただきます。

　どうもありがとうございました。

鈴木： 新谷様、どうもありがとうございまし

た。どうぞ席へお座りください。

　次に、各パネリストからお話をいただきま

す。開催地である岸本建男名護市長、よろし

くお願い申し上げます。

岸本： ただいまご紹介をいただきました、名

護市長の岸本建男です。共催者でもあります

ので、一言ごあいさつを申し上げたいと思い

ます。

岸本 建男氏

　今回の開催に当たり、情報化に向けた名護

市の取り組みについてお話をさせていただき

たいと思います。

　まず21世紀のＩＴ戦略「豊かなネットワー

ク型社会新時代を探る」というテーマで、「全

国地域情報化推進会議、情報化フェスタ2001

年」を本市で開催していただきましたことに

対し、主催者であります経済産業省、共催の

沖縄県、実行事務局の財団法人ニューメディ
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ア開発協会に感謝を申し上げます。また、こ

こにお集まりの皆様には、サミットが開催さ

れましたこの場所からいろいろな情報をお持

ち帰りになるとともに、名護市の持つ将来性

を感じていただきますようお願いを申し上げ

ます。

　名護市では、昨年のサミットの取り組みで

培われました「市民参加型の行政」を積極的

に推進しているところですが、その中で、Ｉ

Ｔの果たす役割は大きなものがあると考えて

おります。現在、ＩＴ推進の先進市町村に学

び、追いつくように努めているところであり

ます。それではプレゼンテーションを行いま

す。

　名護市は北部地域の拠点都市として、活力

ある都市を形成するため、産業経済基盤の整

備、生活環境の整備、教育環境の整備及び長

寿福祉社会の実現に向けた市政運営に全力を

傾注してまいりました。その中でも、1999年

４月に開館した人材育成、企業育成を担うイ

ンキュベーター施設としての名護市マルチメ

ディア館では、ＩＴ関連企業の社員約40人が

アニメやゲームソフト、ＣＧ作品の制作に取

り組み、またパソコン研修では年間80講座が

開校され、月に400人から500人の利用者があ

ります。

　パソコンや周辺機器が那覇をはじめ、首都

圏ともギガビットと呼ばれる大容量超高速通

信回線で結ばれ、ネット上では首都圏と変わ

らない環境にあり、2000年９月には通信放送

機構、いわゆるＴＡＯの沖縄情報通信研究開

発支援センターも併設され、研究開発用ギガ

ビットが接続されました。

　雇用の状況としては、2001年３月、マルチ

メディア館だけで約150人の新規雇用が実現

し、情報通信関連産業の高度化と研究開発拠

点として、北部拠点都市としての一部を形成

しております。

　昨年12月には名護市マルチメディア館を中

心に、名護市役所、中央図書館、観光協会、

北部医師会病院、名桜大学、やんばる物産セ

ンターの情報発信７センターを設置いたしま

して、名護市55行政区と市内26の小中学校及

び公共施設等を、光ファイバーケーブル・無

線ＬＡＮ等で結んだ名護市地域イントラネッ

ト基盤整備も完成し、行政・教育・医療福祉・

観光・防災等の関連情報を発信、受信するこ

とにより、インターネット利用を促進してい

るところであります。

　名護市マルチメディア館は、今年整備拡充

を行い、外資系企業２社を含む６社、約45人

の入居が決定いたしました。来月からこの増

築した２階の部分に６社が入居することにな

っております。また、同敷地には地球環境に

関するデータを収集、蓄積・確保し、国内外

の研究機関、研究者及び一般国民に海洋環境

情報を公開する国際海洋環境情報センターも

建設中であり、さらに新規雇用の創出が見込

まれているところでございます。これは来月

オープンをいたします。

　次に、本市では一般市民への情報技術リテ

ラシー向上に努力しておりますが、市職員を

はじめ市民の情報技術リテラシーの向上も、

さらに図る必要があります。行政のＩＴ化に

おいては、ＩＴ推進の有効な行政改革案を、

いかに提案し施策を推進していくかがポイン

トであり、市職員全体がＩＴを考えていかな

ければいけない状況にあると思っております。

　さらに、本市職員が市民に対しどのような

サービスが提供できるのか、各種サービスに

ついての意識の高揚が課題でありまして、解

決に向けて努力をしていかなければいけない

と思っております。ＩＴ化を推進することで、

市民にとって、情報通信は電気・水道と同じ

ライフライン化していくということになると

思いますが、その際、個人情報の保護をはじ

めとするセキュリティの問題が、重要な課題

となってくるというふうに思っております。

　次に、本市においては、イントラネット基

盤整備事業でインフラは整備されました。も

と郵政の補助事業でイントラネット整備が行

われました。さらに行政の情報ネットワーク

基盤整備の３つの側面、１つは１人１台のパ

ソコン導入、これについてはほぼ完了いたし

ました。また本庁内のＬＡＮが整備され、イ

ンターネットへの接続も完了しております。
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残りの２つ、ＩＴの活用で必要な情報を必要

な人へどれだけ提供できるかというアウトプ

ットのレベル、さらに効率性・経済性が図ら

れ、住民満足度の向上あるいは産業活性化な

どに、今後どういうふうに寄与していくかと

いうことが大きな課題だと思っております。

　それには、市職員の情報化に対する意識を

いかに改革するか、情報化についての理解不

足を解消することで、各部門の仕事の仕方を

変え、市民に対してよりよい行政サービスを

提供していくために、行政として情報化のコ

ンセプトを明確にしていく必要があるという

ふうに考えております。そのため本市では、

私を本部長とした「名護市ＩＴ推進本部」を

発足し、各作業部会を設け、積極的に行政改

革を推進して、市職員の意識改革をはじめ、

市民に対する行政サービスに至る情報化施策

を講じていく考えでございます。

　国が推進している「ｅ－Japan基本計画」や

地域ＩＴ推進のためのアクションプログラム

等において、電子自治体に向けて急速な対応

が迫られている中で、前に取り上げましたと

おり、情報化推進における人材の育成も急務

でありまして、本市においても、名護市マル

チメディア館をはじめ、名護市役所４支所、

名桜大学及び公民館等を利用したパソコン講

座を設け、今、情報技術リテラシー向上に努

力をしているところでございます。

　しかし、ＩＴ化は何のために、誰のために

という観点から、行政の基盤づくりの目的を

明確にしていく必要があり、１つに住民満足

度、２つ目に行政の効率化、３つ目には住民

参加型による地域の活性化、振興を図るため

にも、コミュニケーションの仕組みづくりを

していかなければいけないと思っております。

今後、さらなる市民サービスの充実を目指し、

重点的に教育・医療福祉・行政の情報公開に

向けたコンテンツの充実を図り、ライフサイ

クルサービスとして、市民に焦点を当てたバ

リアフリー的な、市民参加型の市政づくりを

目指していきたいと思っております。

　今後の地域における情報化と電子自治体と

いうことについて申し上げますならば、北部

中核都市、名護市は沖縄県の本島の北部、約

12万人の小さな人口しかありませんけれども、

沖縄県の地域としては非常に広域な地域でご

ざいます。この北部広域の中核都市を目指し

ている本市においては、近隣町村との密接な

連携を強化し、相互の情報化を推進していく

ことで、産業経済の基盤整備、生活環境の整

備、教育環境の整備及び長寿福祉社会の実現

に向け、北部広域を視野に入れた活性化を図

っていく考えであります。今後、地理情報シ

ステム、ポイント気象情報システム等を取り

入れた地域情報の、行政での活用を北部地域

住民へ提供し、防災等に生かしていくこと、

あるいはそのシステムを利用することによっ

て、農林水産業の情報化を推進する。若者の

第一次産業への就業機会の拡大等を図りなが

ら、北部広域の活性化を進めていきたいと思

っております。

　そのためには、北部広域におけるデジタル

デバイドを解消していかなければいけません。

その上で、行政として、個人情報及びセキュ

リティ問題についてのルールづくりも重要で

あり、早急に取り組まなければいけないと考

えております。

　今後も多様化する行政課題の解決や、少

子・高齢化社会に対応していくためにも、情

報技術の活用が不可欠と考えております。市

職員の共通認識のもとで情報化が進められ、

市民ボランティアの協力を最大限に活用しな

がら、市民参加型のシステムを構築すること

によって、電子自治体実現への第一歩を図り

たいと思っております。

　ちなみに申し上げますならば、９月に名護

市の定例市議会がございました。地域ボラン

ティアの活動によりまして、名護市には55の

行政区があると先ほど申し上げましたけれど

も、55の行政区にネットで市議会の様子を放

送いたしました。市民が公民館で市議会をリ

アルタイムで見ることができたと、実はこう

いうこともスタートをしております。そうい

う意味で、地域のボランティア活動を最大限

に生かしながら、そして市職員の意識を改革

しながら、何とか情報化を進めていきたいな
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というふうに思っております。

どうもありがとうございました。

鈴木： 岸本市長、ありがとうございました。

どうぞ、お席のほうへお移りください。

　次に、名護市と姉妹都市である大阪府枚方

市長中司　宏様、よろしくお願い申し上げま

す。

中司： 皆さん、おはようございます。ただい

まご紹介いただきました大阪府枚方市長の中

司でございます。今お話にありましたように、

地元の名護市さんとは５年前から友好都市の

関係を築かせていただいています。

中司 　宏氏

　枚方市は、大阪市と京都市のちょうど中間

に位置する、いわゆるベッドタウンという形

で成長してきた人口40万のまちで、特色づく

りに努力しています。その中で環境保全とか

福祉の充実、また、生涯学習のまちづくり、

これは６大学の学園都市構想というものを中

心にしているのですが、そうしたさまざまな

課題に加えて、ＩＴ化を21世紀のまちづくり

の柱の一つにしていきたいと考えているとこ

ろです。

　今お話がありました名護市さん、そしてこ

の後でお話があります横須賀市さん、それぞ

れのＩＴ先進自治体に、学んでいきたい、ま

たＩＴ先進自治体の仲間入りをしたいという

ことで、努力を重ねているところでございま

す。時間に限りがありますが、今日は都市経

営の観点から、少しお話をさせていただきた

いと思います。

　都市経営は、これからの自治体運営のキー

ワードと言えるものであります。行政では、

行政サービスが商品であり、売上げは市民の

満足度に当たると言えると思います。収支の

バランスを図りながら、市民の満足度をいか

に向上させていくか、これが行政の務めであ

ると考えます。しかしながら、高度なサービ

スの提供には、当然のことながら人と金がか

かります。

　本市は、現在赤字再建団体になりかねない

と、赤字再建団体の一歩手前にあるという大

変厳しい財政状況の中で、行財政改革を必死

で進めているところです。したがいまして、

新たなサービスにつきましては相当の費用対

効果が見込めなければ、人もお金も、新たな

市民サービスの向上にはつぎ込めないという

のが、実際のところでございます。

　少ない経費で最大の効果を上げるためには、

職員の意識改革、やる気とアイデアが求めら

れると思います。これを解決できる新たな可

能性として、行政のＩＴ化がクローズアップ

されてきたと思います。

　本市のＩＴ戦略の「ｅ－枚方」のイメージ

は先ほど紹介をさせていただきましたが、行

政のＩＴ化がクローズアップされている中で、

このＩＴ化を取り入れて、本市が目指すモッ

トーといたしまして、小さくても仕事のでき

る市役所の実現を図るために、電子市役所の

構築に取り組んでいきたいと考えています。

その枚方市の電子化推進の目的は住民満足度

の向上、そして行政事務の効率化・簡素化・

迅速化を図ることだと考えています。

　基本的な考え方としましては、従来の市役

所の機能に加えまして、１つ目として、イン

ターネットを利用して行政情報や届け出、申

請手続などの行政サービスの提供を行ってい

く。２つ目といたしまして、ＩＴ技術を活用

して行政事務の見直し、ＢＰＲを図りまして、

行政組織のスリム化の実現に努めていく。３

つ目といたしましては、市民にいろいろな行

政内容を知ってもらうために、情報の道とし

てのインフラ整備が欠かせないと考えている
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ところです。

　さて、昨年、地方分権の一括法が施行され

まして、地方の時代が始まりました。自治体

の力量いかんによっては、市民サービスに当

然格差が生じてまいります。いわば都市経営

の手腕が問われる時代だと思います。そして

市民が自治体を選ぶ時代でもあると言えます。

そこでＩＴの技術の活用により行政の透明性

を確保し、そして無駄を省いて、市民のニー

ズに合った業務プロセスの再構築を行うべき

だと思います。そうしたＩＴ戦略の意識改革

がなければ、地方自治体、地方分権時代の都

市経営は成り立っていかないと思います。

　本市では、ＩＴのツールを活用いたしまし

て、その取り組みを始めたところですが、情

報は使えば使うほどそのコストが下がるので、

例えば共通で使うデータベースを集中管理し

て広い分野で使用すること。また、いつでも、

どこでも、時間・場所を問わずに、誰もがサ

ービスを受けられるよう、行政サービスの環

境整備を進めているところです。その際には

「簡単で早い」ということをモットーにしな

ければならないと思います。

　しかしながら、現実にＩＴ化を推進するに

当たりましては、これを阻む課題もたくさん

山積していまして、一つは縦割り行政といい

ますか、各分野のセクショナリズム、これが

弊害となります。そして情報化についての理

解不足や仕事の仕方を変えたくないといった

マンネリズム、業務のマンネリ化ですね。そ

れから人材とか能力の不足、そして多額の開

発費や維持管理費がかかる、そうした財源不

足などの要因があると思います。

　これらを打破するための改善と工夫は、ぜ

ひとも必要であると考えています。そしてそ

の一つが組織の改革だと思います。そこで、

本市では庁内横断的で協力的な推進体制を築

くために、市長の私を本部長といたしまして、

昨年９月に「情報化推進本部」を発足いたし

ました。その本部のもとに、幹事会、専門部

会を設けて活動しております。今年の機構改

革の中で、情報化推進部門を企画財政部門に

統合して、情報化施策のコントロールタワー

として位置づけいたしました。

　また、職員の意識改革を図るということも

大事な課題でありまして、現在研修なども進

めております。今後は、民間や学識経験者を

交えた、産・官・学が一体化した情報化の戦

略会議を組織していきたいと考えています。

　現在の主な取り組みとしましては、一つは

地域イントラネット基盤整備事業、ＩＴ装備

都市の研究事業、そして市民総合窓口の整備

事業の取り組みを進めております。

　その中で、まず地域イントラネット基盤整

備事業でありますけれども、市役所と市の支

所、そして社会体育施設などの公共施設を結

ぶネットワークの基盤整備を図り、本市の情

報通信基盤の一部を整備するものであります。

これは本年12月からスタートする予定ですが、

これによりまして、例えば体育館や議会の傍

聴、こうした予約ができることになるなど、

市民サービスの向上につながってくると思い

ます。また一課に一つのホームページをつく

りますが、当面は22課でリアルタイムの情報

提供を行っていきます。

　それから、各種届け出や申請書類のダウン

ロードなどができるようなシステムを考えて

おります。

　次に、ＩＴ装備都市の研究事業ですが、こ

れは今後予定されております住民基本台帳の

カードに連携する取り組みといたしまして、

ＩＣカードの活用により行政サービスの提供

を行います。住民票の自動交付や施設の予約

サービスなどについて、来年の１月から３月

にかけまして実証実験を行う予定です。また、

次年度以降にも、市民に利用してもらえるサ

ービスについて研究を進めていきたいと考え

ております。

　次に総合窓口の整備事業ですけれども、こ

れは１カ所で複数の行政サービスができる

「市民総合窓口」の一環といたしまして、ま

ず、今年の12月から各種証明コーナーの設置

を行います。こうしたハード、ソフト両面の

整備によりまして、公共サービスの充実に努

めて、住民満足度の向上を図りたいと考えて

います。
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　あらゆる分野で変革が求められていますが、

行政改革や少子・高齢化など、課題も山積し

ております。これらの課題を解決するために

は、ＩＴの活用は不可欠と考えます。しかし

ながら、これも使い方を誤りますともろ刃の

剣となるかもしれない。そこで行政改革にＩ

Ｔを活用していくという共通の認識のもとに、

職員の意識改革を進めなければならないと思

います。そしてＩＴを使いこなせる環境をつ

くることが不可欠です。こうしたことが電子

自治体への第一歩であり、さらなる市民サー

ビスの向上につなげていきたいと考えており

ます。

　そこでＩＴ基盤の整備によります業務の効

率化・簡素化・迅速化での人員削減効果であ

りますけれども、本市では、平成14年度、図

書館ネットワークシステムの確立や税制課の

システム管理委託、証明書の発行窓口開設な

どにより、10数名の減員を予定しております。

さらに15年度から17年度の間におきまして、

業務システムの再構築を考えております。業

務改善や組織改革により、庶務担当の削減な

どを行っていきたい。その中で17年度までに

合計で約80人の減員を目標として、現在計画

を進めているところです。

これで枚方市の活動内容につきまして報告を

終わらせていただきます。

　どうもご静聴ありがとうございました。

鈴木： 中司市長、ありがとうございました。

どうぞお席のほうへ移ってください。

　続きまして、全国自治体のモデルといたし

まして高く評価され、また、全国自治体の情

報化支援につきまして活躍されておられます、

神奈川県横須賀市企画調整部参事情報政策課

長の廣川聡美様、よろしくお願い申し上げま

す。

廣川： おはようございます。横須賀市の廣川

でございます、お時間をちょうだいしました

ので、私どもが進めている事例のご報告をさ

せていただきます。

廣川 聡美氏

　まず、最初にちょっとだけ考え方をご報告

いたしますけれども、私どもが電子市役所を、

どういう目的で、どういうビジョンを持って

いるのかを７項目で整理をしてございます。

これを全部お話すると大変時間がかかります

ので、最初の１番、２番だけ簡単に触れさせ

ていただきます。

　まず、行政手続の住民負担の軽減、これは

「ｅ－Japan戦略」の中では、住民と行政の接

点の情報化という表現になっておりますけれ

ども、私どもでいろいろ試算をしてみました。

市内でたくさんの方が手続あるいは届け出等

されますけれども、仮にその60％がインター

ネット経由で手続をされたと仮定をしてみま

した。60％という数字はそんなに無理な数字

じゃなくて、テニスコートの予約は50％ぐら

いインターネットで行われておりまして、そ

んな無理な数字ではないと思うのですが、仮

定をいたしますと、大体年間２億円ぐらいの

住民負担の軽減になります。

　２億円という数字はどういう数字かといい

ますと、市役所の窓口まで片道30分ぐらい、

往復で１時間、それから電車賃やバス代が片

道170円ぐらい、このように仮定をいたしま

して計算をした結果でございます。この１時

間に、市役所職員給与の平均時間単価をかけ

て計算をいたしますとそのくらいになります。

今までは市民の方に窓口に来ていただくのは

仕方なかったんですね。来ていただかないこ

とには手続ができなかったわけですけれども、

インターネットの普及、それからＩＣカード
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で本人確認ができるということになってまい

りますと、市役所に来ていただかなくても良

いということになります。

　さらに２番目でございますが、市民の方が

市役所に来られて、住民票の写しあるいは納

税証明書とかをお取りになるのは、それが欲

しいわけではないです。記念に欲しいという

方も中にはおられるかもわかりませんけれど

も、そういうことは滅多になくて、銀行にお

持ちになるとかあるいはパスポートセンター

にお持ちになるとか、そういうことにお使い

になる。したがって、さらに行政、民間がシ

ームレスに同じような基盤整備ができて、紙

で持って行かなくてもいいということになれ

ば、さらにその効果は広がると考えておりま

して、それが２番でございます。３番以降は

省略をさせていただきます。

　電子入札の事例をご報告いたします。電子

入札は去る10月10日、いよいよ全部ウェブ上

で入札書を送信し、それから契約課がパソコ

ンで入札書を開札するというところまでいき

ました。うまくいかなかったらどうしようか

なと思っておりまして、もしうまくいかなか

ったら、今日はとても来られないなというふ

うに考えていたのですが、お蔭様でうまくい

ったわけでございます。どんなフローでやっ

てきたかということはこのページに書いてご

ざいますので、後ほどご覧をいただきたいと

思います。

　入札というのは、単に電子入札にしたから

効果があったということではないのです。電

子入札にしたこと、それから入札制度そのも

のの見直しをしました。入札制度は、以前は

指名競争入札という姿で、大体平均９社ぐら

いの事業者をあらかじめ指名をいたしまして、

札を入れてもらっていたわけですけれども、

平成11年４月から条件付き一般競争入札に変

更いたしました。そのことによりまして、大

変入札参加事業者の数が増えまして、その結

果、事務量が増えましたので、それを軽減す

るために、電子入札に切り替えたと、こうい

ったような事情でございます。

　効果はどうかということでございますけれ

ども、平均の落札率、以前は95.7％、これは100

円のものが95円70銭で買えたということでご

ざいますが、これは11年度の４月から始めま

したけれども、11年度全体では85.7％、以前

から比べますと10％落札額が落ちたというこ

とになります。金額にしますとどのくらいに

なるかということでございますけれども、平

成11年度の公共工事の総額が約224億円、こ

れに対しまして落札差金が32億円、平成12年

度は331億円の工事に対しまして、約42億円

の差金が出ております。

　しかし、これを不用額として残したわけで

はなくて、ほかの工事の発注をするとかある

いは用地買収を行うとか、ですから決して業

界全体のパイが減ったわけではないというこ

とでございます。市民にとっては、同じ税金

で安い買い物ができてよかったなと、このよ

うな効果があったわけでございます。

　この電子入札に切り替えるということはど

ういうことかと申しますと、以前は入札書を

郵便で送ってもらっていました。郵便局は市

役所のすぐ前にございまして、局留めで送っ

てもらっていたわけです。局留めというのは

どういうことかと申しますと、市役所の契約

課にパラパラと郵便が届きますと、職員があ

らかじめ見てしまったのではないかとか、そ

んな職員はいないのですが、そういうことを

言われても困りますし、またいつ届いたかと

いう証明、これも郵便局でやってもらってい

たわけです。これを公証局という、これはサ

ーバーでございまして、同じ市役所の中の私

どもの課の、サーバー室の中に厳重に管理し

てございますけれども、こちらで日付の管理

あるいは運用の管理を行うと、このようなこ

とにしてございます。

　なお、あらかじめ業者の方から送信をして

いただいた際に、入札書の原本（平文）を、

ちょっと難しいのですけれども、ハッシュと

いう関数がございまして、数学的な処理をい

たします。ハッシュというのはハッシュドビ

ーフ、これは、通常ハヤシライスという言い

方で親しまれていますけれども、細かく刻ん

で短い数字に変えてしまう、そういう処理を
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しまして、もし原本（平文）を書き換えると

ハッシュ値は全然違う数字になってしまいま

す。あらかじめ札を開ける前にそのハッシュ

値を公開しておきます。また札を開いた後に、

その札のハッシュ値を取り直しまして、事前

に公開したハッシュ値と比較して同一であれ

ば原本と相違ないという証明になります。そ

の結果もすべてインターネットで公開をして

ございます。

　これがフローでございます。工事を決めま

して、ウェブ上でこのように公開をしており

ます。その後、参加申請もネットで行います。

この画面にはＩＤとパスワードで入っていた

だいておりますけれども、送信をする際の鍵

はあらかじめフロッピーディスクで配ってお

ります。それから暗号化のためのプログラム、

アルゴリズムと言いますけれども、これはＣ

Ｄ－ＲＯＭで配付をしてございます。これら

はもちろん無料で配付してございまして、そ

れで送信をしてもらう。入札書の送信をして

もらったものを、最終的にこのように開けま

して、札を開いたものを公開していく、この

ようなフローでございます。

　入札制度の改革は、最初のうちは業界の方

の皆さんのご理解を得るのに時間がかかりま

して、平成11年の４月から始めたのですが、

その11年の９月の議会のちょうど始まった日

に市役所のまわりに大きなスピーカーをつけ

た車がたくさんきまして、大騒ぎをされて大

変困りました。

　またその次の年、12年１月のときには、業

界の新年会に市長が呼ばれて行ったのですが、

その時はすごく冷たい雰囲気だったと市長が

嘆いていました。そんなこともありましたが、

市長が毅然とした態度で貫いて今日まで至っ

た訳でございます。

　またもう一つ「まちづくり総合カードシス

テム」という事業も進めております。これは

経済産業省様からＩＴ装備都市研究事業のご

指定をちょうだいいたしまして、進めており

ますが、行政、民間、様々なサービスを1枚

のカードで本人確認ができるようにしていこ

うという発想で進めております。

　時間がなくなってまいりましたので、私ど

もが、今後進めようと思っているサービスの

コンセプトを少しだけふれさせていただきま

す。今後の行政サービス、どうやってグレー

ドアップをしていこうかというコンセプトが

３つございます。

　まずひとつはポータルサービス。ポータル

というのは玄関という意味でございます。従

来、縦割り、ばらばらであったものを統合型

に変える。それからプッシュ型、従来は市役

所の窓口で座って市民の方が来ていただくの

を待っていたわけですが、そうではなくて、

御用聞きに行き出前に行く。これも従来でき

なかったのです。そんなに職員がいませんか

らできなかったのですが、インターネットを

使えば可能になります。

　それからOne to Oneサービス。これはお仕

着せ型からオーダーメイド型に変えていこう

ということでございます。どんなふうにして

いこうかというモデルを今日持ってまいりま

したので、ちょっとだけ見ていただきます。

　これは今後のサービスを、こんなふうにし

ていこうというプロトタイプでございまして

まったく今のところ中身はございません。見

た感じこんなふうにしたらいいんじゃないか

なという見本でございます。

　このサイトは、市民ひとり１ホームページ。

これはもちろん希望される方でございます。

ここに入るためには先ほど見ていただいたＩ

Ｃカードで本人確認をしてここに入ってもら

います。入っていただきますと、「○○さん、

おはようございます。本日市役所は平常通り

24時間営業しています」というようなことが

出まして、防災情報、これは消防から逐次提

供されます。どこが火事だというようなこと

が提供されます。あるいは今日の天気これは

単に天気予報のサイトにつながっているだけ

でございますが・・・。これは本日のお知ら

せということで、ちょっと前に保健所で健康

診断をしていただいた結果です。飲み過ぎに

注意しましょうとか、これは私のことかもし

れませんが、出てくるわけでございます。こ

れはもちろん郵便でお知らせしてもいいので



56

すが、このような形でお知らせをする。

　それから、例えば、お子さんで、お姉ちゃ

んが恭子さんで妹が美香さんというのですが、

これは叶姉妹の名前なのですが、お姉ちゃん

がそろそろ学校に入る時期がきて、小学校を

選べる学区で、どっちを選びますかと。それ

から保育園に通っておられる妹さん、こんな

病気が流行していますから気をつけてくださ

いというお知らせをいたします。

　それから例えば税金を納めてくださいとい

うようなことでこのように連絡がきます。い

ずれは納税通知書もこうやって送れるといい

なと思っています。納める場合には銀行のサ

イトにすぐにつながる。こういうふうにした

らいいなと思っております。

　それから｢暮らしのページ｣でございますけ

れど、例えば行き付けのお店、レストランか

らこんなふうに連絡がくるとか、歯医者さん

から連絡がくるとか、最後に、こういうのも

ないと寂しいので加えましたが、行きつけの

バーのママからこうやって連絡がくると、つ

いふらふらと行ってしまうという、こんなふ

うになります。

　行政のサービスっていうのは年中必要なも

のじゃないのですね。必要なときにアクセス

ができればよくて、普段は生活のためのサー

ビスがふんだんに提供できる、このようなこ

とにしていったらいいのではないかなと思っ

ております。

　以上で終わらせていただきます。ありがと

うございました。(拍手)

鈴木： 廣川課長、ありがとうございました。

　続きまして東京都ＯＢであり、わが国にお

きまして自治体情報化の先駆者である都市情

報システム研究所長の茶谷達雄様、よろしく

お願いいたします。

茶谷： 大変自然の美しい、しかも由緒のある

ところでお話をさせていただくことを大変光

栄に存じております。この沖縄にまいりまし

て、美しいのは自然だけではないことを知り

ました。実は那覇空港からこちらに高速バス

でまいりましたときに、那覇北インターチェ

ンジでおじいさんが待っておられまして手を

あげられました。そうしたら運転手さんがボ

ディランゲージじゃありませんけども、お待

たせしましたね、さあ、気をつけてあがって

くださいねっていう雰囲気で手をあげられた

のです。これには感激いたしました。

茶谷 達雄氏

　それから高速バスを降りられるお客さんが

お金をはらって運転手さんに「ありがとうご

ざいました」「ありがとうございました」っ

て降りていくのです。運転手さんも｢ありが

とう、ありがとう｣と言っているのです。沖

縄の人の心の美しさには本当に打たれました。

これこそまさに地域情報化の心だと打たれた

次第です。ぜひこのような美しさを、全国に

情報発信してほしいという感じを持ったわけ

でございます。

　限られた時間でございますので、３点につ

いてお話をさせていただきます。まず第１点

は電子自治体への実現のための課題。それか

ら２番目は、ＩＴというのは地域情報化の最

適ツールということ。先ほどお話がございま

したように、従来のコンピューターはその点

ではまったく機能が違うと思います。以前に

ＯＡ学会で地方自治体の情報化をお話させて

いただいたときに、住民の方から質問があり

ました。情報化を市役所は進めているけれど、

住民のためになるデータベースがひとつもな

いじゃないかと。まさにその通りです。内部

の効率化のためにやってきたわけです。もし

それをそのときのコンピューターでやったら、



57

膨大な金がかかってちっとも使われないとい

うことになります。そういうようなことをお

話した。税金、いくらあったって足りません

よって言いましたけれど、今、もしそういう

お話を承れば、頭を下げて、頑張ります、と

もにつくりましょう。応援してください。そ

のかわりデータも送ってください、飲み屋の

データものせるホームページも提供しますよ

って言うかもしれません。要するに生活者の

ための情報化がＩＴだなと思っているわけで

す。

　お手元の資料をごらんいただきたいと思い

ますけれど、地域情報化への対応の方向。特

にポイントは情報交流と地域のＡＳＰ、これ

をぜひ進めていただきたいなというふうに感

じているところで、それについてお話をさせ

ていただきます。

　まず第１の電子自治体、これは四面体と思

っておりますが、一番下にある、高度情報、

通信ネットワーク社会へ地方自治体は対応し

ていく。先ほどございましたように経済活動

の１団体ございますので、民間の経済活動の

情報化に対応して電子取引等、やれるように

していく、その動向とアンバランスにならな

いように。民間ではインターネットを使って

商取引が行われる。役所だけがペーパーとい

うわけにいかないわけでございまして、そう

いう意味でのバランス。

　それから住民生活の質の向上。今市長さん、

それぞれお話しされましたけれど、そのよう

なことをやっていく。ＩＴ講習会などもこの

中のひとつ。それからイントラネット等をお

作りになって敬服いたしておりますが、そう

いう情報基盤を構成していく。これが高度情

報通信ネットワーク社会の対応のひとつ。

　２番目は行政改革。ご案内の通りでござい

ます。

　３番目は、電子政府との一体性の確保。こ

れは総合行政ネットワークとか、住民基本台

帳ネットワークとか、あるいは申請の手続き、

歳入歳出、電子調達。さらにはやや複雑だと

思いますが、一部横須賀市の例で出てまいり

ました電子認証の関係です。こういうものも

政府とのインターフェースを図り、それから

標準化を待って、これを導入していく。だか

ら先進自治体とは別に一般的には標準化、あ

るいはモデルシステムの完成を待って半歩遅

れて作っていっていいものがこの電子政府と

の一体性の確保で、うっかり先にやってしま

いますと後でまた手直しをしなきゃいけなく

なる。こういうような性質のものがございま

す。電子自治体っていうとこの１番上のもの

が非常に多く語られますが、やはり地方自治

体は電子政府と違いまして、右のほうに、地

域特性を生かした行政の展開というのが基本

でございまして、生活者の視点に立ってサー

ビスの再編成をしていくというのがポイント

と、あとひとつ、多様な交流機会を作り上げ、

インターネットを使って市民との交流を深め

てもらえるようにする。さらに情報のように

４つの顔を持ったものであると。発信を大い

にしていただくという施策も求められるので

はないか。電子自治体というのはこのように

４つの顔をもっていると見ることができます。

　最近論評に出ているのは、行政改革につい

て少し弱いのではないか。ややもするとイン

ターネットを使って電子政府の関係、あるい

は地域情報化に偏りすぎているのではないか

という論説があります。傾聴しておくべきこ

とであろうと考えております。

　２番目のＩＴ問題ですけども、いみじくも

前にお話ございましたけれど、従来のコンピ

ューターは生産効率を上げる。大量生産、大

量消費の時代に大量定型業務を処理してきた

ものでございます。

　しかしご案内の、インターネットを中心と

する技術は、生活者のための情報化といえる

と思います。その基本は電子メールとホーム

ページ、これがキラーソフトでございまして、

コミュニケーションの機器としてのパソコン

の使い方です。これにプラス、ウイルス対策。

これが今後のキラーソフトになります。だか

らＩＴ講習会でぜひ進めていただきたいのは、

決してエクセルの計算の仕方、ワープロのワ

ードの打ち方とかではなくて、電子メール、

ホームページ、それにプラス、ウイルス対策
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です。それを今後ＩＴ講習会でやってもらい

たいなと思っているところでございます。

　この｢生活者のための情報化｣というのはな

ぜ言えるのかということですが、上から順次

見ていただきたいと思いますけど、情報は、

飲み屋の情報じゃあございませんけれど、生

活に役立つものが扱える。使用は生活のリズ

ムに合わせていつでもどこでも誰でも見られ

る。道具としてはご案内のパソコン等ですが、

家庭でも容易に利用できる。経費も大変安く

なりまして、自分で組み立てる気になれば10

万円でパソコンの高性能なものができる時代

になりまして、一般のものでも家庭経済での

可能性も入ってきた。

　それから、インターネットの利用価値は当

初は地域であまり利用されませんが、徐々に

徐々に増えて二乗に比例して増えていくとい

う法則が適用できると見られております。メ

トカーフの法則といわれておりますが。こう

いうように、前の情報化と根本的に内容が変

わってきているということでございます。

　３番目、地域情報化について申しますが、

実は私、勉強不足で、沖縄のご当地には1回

しか来たことがない。それで今回このお話を

せよとニューメディア開発協会さんから言わ

れたときに、幸い私の親しい友人で、沖縄出

身の人間がおりまして、ちょっと聞きたいか

らっていうので一献傾けて、沖縄の状況を教

えてもらった。何が物足りないのかといった

ら、こう言っていました。沖縄の非常に伝統

ある文化、そういうものが本州の方にちっと

も伝わってこない。もっともっと沖縄から他

の県に対して情報発信をすべきじゃないか、

そういうことを伝えてほしいと、こう言って

おりました。一杯飲んだときの話ですから半

分にしても、その後ホームページを見てみま

しても、あれだけの立派な文化を持っていら

っしゃりながら、なかなかわからないってい

うところがありますね。

　オーストラリアに高齢者が定年後住まいを

移して、温暖の地を求めて住んでらっしゃる

のですけれど、オーストラリアに行きました

ら、帰ってこられる方もあると聞いています。

どうしてかというと、病気になったときに医

者とのコミュニケーションがとてもできない。

片言の英語くらいじゃあ、頭のここが痛いん

だとか、ここが痛いんだとかですね、膵臓と

かがちょっとチクチクするとか、そんなこと

を英語で言うには英語で喧嘩できるくらいの

力がないとできないわけでございまして、そ

ういうコミュニケーションがなかなかできな

い。

　そういうことを考えましてふっと思ったの

は、この暖かいハワイのような雰囲気のとこ

ろの地で高齢の方がお住まいになるにはむし

ろ外国に行くよりいいんじゃないか、そう思

ったところです。これは私のひとり合点です

けれど。そういう情報をどんどんお出しにな

られることが必要じゃないか。地域情報化っ

ていうのは、コミュニケーションそのもので

す。そしてそれを内部にとどめないで情報発

信していただく。ここに書かさしていただき

ました右の方ですが、「住民による文化、伝

統の情報交流とその発信」これが必要なこと

ではなかろうか、こういうふうに考えている

ところです。

　２番目に右下のコミュニティ情報の寄る辺

づくり。寄る辺というのは、お互いにそこに

よって話し合ったり助け合ったりという、お

互いに頼りにしあって寄るというところでご

ざいますが、先ほどもお話にありましたよう

に、インターネットで地域の情報発信をした

りコミュニケーションをとるときに、ボラン

ティアの方を中心にしてお互いに助け合って、

さらにＩＴ講習会を受けられた第２段階で、

この寄る辺によって情報発信したり、フォロ

ーアップをしたり、ということが必要ではな

かろうか。場合によっては市役所の代わりに

ホームページをボランティアの方がお作りに

なって情報発信するところのものはみな寄る

辺づくりで達成されるんじゃないか、こうい

うように考えているところです。

　それからボランティアサークルの育成もこ

れにつながっておりまして、そういうことが

できるということはボランティアの育成。名

護市長さん、おっしゃいましたけども、ほん
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とに大賛成でございまして、ボランティアを

いかに育成するかというのが今後の地域情報

化を支える鍵になるだろうと。フランスのビ

デオテックス、テレテルというのが、インタ

ーネットの時代、今でも厳然として活用され

ておりますけれども、ある市役所にまいりま

したら、ボランティアの方が画面を一生懸命

に作っておられる。市長さんに、紹介してい

ただいたのですけれど、ここでやっておられ

る方はどういう方なんですかって言ったら、

ボランティアなんですよと言われたのですね。

そのような例から地域情報の真の情報発信は

ボランティアだろうと考えられるところでご

ざいます。

　最後、地域ＡＳＰの利用。これは経済規模

がそれなりにまとまっていかないとソフトウ

ェアの開発、コンピューターの導入等は経済

的に成り立たないわけですけども、お互いに

寄りそって手をつなぎながら進めて行くこと

によって非常に効率的な運用ができるわけで

すが、これがアプリケーションサービスプロ

バイダ。インターネットを通じてプログラム

を自治体、団体、企業等に提供して有料で使

っていただく。そのかわりコンピュ－ター等

は買わなくていいというような制度があって、

運用がなかなか難しい点がありますけども、

今後、地方自治体では地域にそれぞれコミュ

ニティのＡＳＰを育成しながら地域情報化を

進め、そして地域の核となって全体のコミュ

ニケーションを進めていただくということが

有効ではなかろうか。全体として焦点を絞っ

てお話しさせていただいたために、なにか部

分的なことを取り上げたような感じがいたし

ますけれども、ぜひ皆様方のご発展をご期待

申し上げて、簡単でございますが最初のプレ

ゼンテーションにさせていただきます。どう

もありがとうございました。(拍手)

鈴木： 茶谷様、ありがとうございました。

　続きまして三田啓、経済産業省通商政策局

通商調査官、商務情報政策局ＩＣカードご担

当の三田様、よろしくお願いいたします。(拍

手)

三田： おはようございます。情報政策課の三

田です。私は、自治省の課長補佐を経験した

ことがありますので、経済産業省の方よりも

地域の方々との接点が多いように思います。

三田 　啓氏

　本日は、｢電子自治体の構築と地域情報化

への対応｣ということですので、私がご用意

させていただきました資料は、主に国の取り

組みについてご説明しているものでございま

す。

　まず、１ページ目ですが、電子自治体に向

けた主な計画等として、平成９年の行政情報

化推進計画、平成１１年のミレニアムプロジ

ェクト、平成１３年のｅ－Ｊａｐａｎ重点計

画などがあり、国では、電子政府を実現する

ために様々な取組みを実施しております。

　次に、１ページ目のスケジュールを表した

資料をご覧ください。このうち、住民基本台

帳では、高機能なＩＣカードを活用し、本人

確認等、様々なアプリケーションを高いセキ

ュリティ環境で実現しようとしています。Ｉ

Ｃカードにつきましては、内閣官房ＩＴ担当

室に「公的分野におけるＩＣカードの普及に

関する関係府庁連絡会議」が設置されており、

共通的に国が活用するＩＣカードのスペック

について検討を重ねております。

　次のページは、私が担当しております「Ｉ

Ｃカードの普及等によるＩＴ装備都市研究事

業」の一覧でございます。「２１の地域」「総

額１７０億円」「ＩＣカードの配布予定枚数

は現在約１２０万枚」となっておりまして、
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マルチアプリケーション、ＰＫＩ対応の非接

触ＩＣカードに係る実証実験といたしまして

は、世界初、日本最大の取組みとなっており

ます。この名護市を中心とした沖縄の北部地

域においても、特に医療福祉の関係のアプリ

ケーションを複数搭載したＩＣカードをお配

りして実験をすることとしております。

　次からのページを見ていただけますでしょ

うか。これは全くの私の個人的な私論であり

ます。

　近年、行政情報化と地域情報化の重なる部

分が非常に増えてまいりましたので、両者を

別々に議論することは、あまり意味を持たな

くなってきたように思います。また、この重

なる部分は、制度に必ずしも縛られる訳でも

ありませんが、逆に、全くコマーシャルベー

スの話でもありません。したがって、その分

野は、制度にとらわれない経済産業省マタ－

の領域ということで、経済産業省がその分野

で頑張るのかなということを描いた絵がこち

らでございます。

　さらに、その次のページをご覧ください。

これまでの地域コミュニティの考え方につい

てです。「行政情報化」あるいは「地域情報

化」を考えたときに、「広域」と言うと、従

来は、「近隣の市町村が単純にまとまったも

の」を想定してきました。

　しかしながら、実際には、地域の住民、企

業、行政は、相互に非常に複雑に結びついて

いるにもかかわらず、それに対する分析がこ

れまでは足りなかったように思います。従っ

て、従来の地域連携あるいは広域化は、どう

しても行政主導の大ざっぱなものが多く、本

来、地域の主たるプレイヤーである住民、企

業等のマトリクス連関が十分に分析されてお

らず、結果として効果が十分に発現されてい

ないものが多く見受けられます。

　このため、私は、地域の本質を十分に分析

し、地域を構成する全てのプレイヤーによる

主体的な取組みに期待しているところでござ

います。

　今後ともよろしくお願いいたします。

鈴木： ありがとうございました。それではこ

れよりパネルディスカッションに移らせてい

ただきます。ここからの進行は、コーディネ

ータを務めていただきます、新谷様にお願い

いたします。

新谷： パネリストの方々、プレゼンテーショ

ン、ありがとうございました。時間があと1

時間ということになりまして、これからプレ

ゼンテーションのときにはなかなか言ってい

ただけなかった“生の声”というのをぜひま

たうかがいたいなというところでございます。

会場の方々には、30分ほどいたしましたらぜ

ひご質問をいただきたいと思いますので、メ

モなどをとっていただきながら、お願いした

いと思います。

　これからのパネルで、皆さんにはこういう

ことを私はうかがってみたいなと思っていま

す。どういうことかというと、一言で言って

しまうと、極めて多くの課題が電子自治体を

推進するためには出てきていると思います。

これは後ほど、パネリストの方々がおっしゃ

ったことをひとつずつ私のほうでご紹介した

いと思います。ただし、財政的に決して大き

な余裕があるわけではないということがあり

ます。さらにそのなかで効果を極めて明確に

上げていかなければいけないという課題にも

なっているかと思われます。

　今申し上げた３つのことが、それぞれのお

立場から考えたときに、私だったらこういう

ように進めればいいのではないか、もしくは

そういうように進めるためにはここらへんに

まだ課題があるのではないかというあたりを、

ぜひご意見としてうかがいたいと思います。

　その上で、会場の皆さんに、私のほうで今

おっしゃっていただいたことをまとめさせて

いただきますと、両市長からは３つのことを

明確にお示しいただいていると思います。ま

ずはＩＴ戦略の推進組織というものをきちっ

と市長が指導されてつくられていると。これ

は、余計なことを申し上げるようですが、民

間でも極めて重要な役割を担っているのが、

ＣＩＯ、チーフインフォメーションオフィサ
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ーということになっていますけれども、この

動きをなさるということが極めて首長様とし

てはすぐれた動きだと私は理解しております

が。それが１番目ですね。

　それから２番目です。電子自治体、電子行

政を進めるにあたって前提となるのが行政の

効率化であり行政改革であるということです

ね。それを実現するためには職員のＩＴのリ

テラシーを徹底的に上げておかなくてはいけ

ないということも言っていただいたと思いま

す。これが２番目です。

　３番目としては、地域の情報化に対応する

ために地域のイントラネットというのをきち

んと整備していかなくてはいけない。そのこ

とによって住民の満足度の向上を図っていく

んだと。当然のことながら生活者の視点に立

ってということを両市長ともおっしゃってい

たと思いますが、さらにその先にもう一歩あ

るのが、イントラネット、それから住民満足

度の向上というのを図りながら、住民参加型

の地域経営を実施していかなくてはいけない

ということだと思いますね。両市長とも共通

のことをおっしゃっていただいていると思い

ますので、恐縮ながらまとめてお話しさせて

いただきました。

　それから廣川課長でございますけれど、実

は私は廣川課長の話は何度もうかがっており

まして、今日また新たにひとつ加わっている

ことに感激をしているところなのですが、最

初にお手元の資料で確認していただければと

思いますが、７つの横須賀市のビジョン、目

標というのをお示しいただきました。そのう

えで重要なのは、ビジョンを具現化するとい

う意味で、具体的に３つの活動をご紹介して

いただいたわけです。電子入札、ＩＣカード

の導入、さらにはポータルサイトということ

でございますね。この３つのアプリケーショ

ンというのが、今ここまでいっていますよと

いうのがなかなか廣川課長以外にはうかがえ

る話ではないのですが、このことを具体的に

お話しいただいたのが廣川課長です。

　それから茶谷先生の話は住民のサイドに立

ったお話だったように思います。あまり簡素

化してしまうと失礼に当たるかもしれません

けれども、最終的には住民が受益者というこ

とで情報化を進めなければいけないというこ

とを強調されていたというふうに理解をして

おります。そのために重要なのは何かといえ

ば、地域情報化の基本にあるのはコミュニケ

ーションだということを明確におっしゃって

いただいたということでございます。

　さて、時間の関係もありますので、三田補

佐のおっしゃったことですが、国のスケジュ

ールはお立場上、お示しいただいたと思いま

す。そして、２つ目として、本人確認、ＩＣ

カードのところで申し上げますと、12月に、

もしかすると政府が共通的に使うような、Ｉ

Ｃカードのアプリケーションの方針が出てく

るかもしれないということ。それから最後の

３番目におっしゃったことで重要だったのは、

行政の情報化と地域の情報化の領域が、どん

どん重なってきてしまっているということを

おっしゃっていただきました。これは今日の

シンポジウムの、この分科会の全体のテーマ

に触れていただいたと理解をしておりますけ

れども、その行政の情報化と地域情報化の重

なりが増えるにつれて、地域のコミュニティ

の考え方、それから地域のコミュニティに則

した情報化のソリューションというのをつく

っていかなくちゃいけないということです。

簡単にまとめて恐縮ですが、このことを明確

におっしゃっていただいたというふうに理解

をしております。

　さて、ここまでおっしゃっていただいたと

ころまでは、まずは皆さんに伝わっていよう

かと思うのですが、具体的に三田補佐それか

ら中司市長、廣川課長にまず伺いたいのです

けれども、先ほど私申し上げましたように、

多くの課題を少ない予算で効果的にやってい

くということが、極めて重要な話になってい

ると思いますが、このあたりについて具体的

に、どういうふうに問題を設定していったら

いいのか、あるいはこういうふうにやってい

ったらいいのではいうことがあれば、三田補

佐からご意見を賜りたいと思うのですけれど

も。
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三田： 共通的な課題の一つとして、情報化施

策に係る適正な費用は、一体どうやって算出

されるのかということがあると思います。も

ともと行政の仕事は、住民の方々から税金を

いただいて事業を実施し、住民にサービスを

提供するということになると思います。しか

しながら、ＩＴの活用により、定量的に何が

どれだけコストが下がったのか、あるいはど

れだけサービスの質が向上したのかいうこと

については、従来、なかなか明確化できなか

ったように思います。

　その点、廣川課長からのお話は非常に分か

り易いと思います。しかも、廣川課長は、予

算が少なくなったからといっても「そのお金

はちゃんと使っています」と、いろいろな会

社の皆さんにご迷惑はおかけしていないとい

うフォローまでしているわけです。これは、

有効にお金を使っているということの証左で

あると思います。

　ところで、一つだけみなさんへのお願いが

ございます。地方のみなさんが、地域のＩＴ

化のために国のお金を活用していただくこと

は結構なことですが、やはり、自分の体力は

考えたほうがよいということです。例えば、

１団体当たり５億円のお金がもらえるからと

いって、５億円のお金をそのままもらって喜

んでいるようでは素人であると思います。そ

のお金に関連して、翌年からどれだけのコス

トが必要になるのかというようなことを考え

なければならないということです。以上です。

新谷： ありがとうございました。続けて、中

司市長、よろしくお願い申し上げます。

中司： 先ほど問題点の整理をしていたわけで

すが、枚方市としてこれから大事なことは、

推進本部を立ち上げましたけれども、その組

織の点検を常にやっていかなければならない。

単に組織を立ち上げただけでは、それがうま

く機能しているかどうかということが言えま

せんので、常に組織の点検、それから、個人

としての職員の人材の開発ということが大事

だと思います。先ほど言われましたように、

国の財源を引っ張ってくる努力、これもやは

り人材の開発ということにつながってくると

思います。

　それから、効率化の部分では行革の進行管

理、これを組織の点検とともにＩＴ部門と行

革部門が常に連携をとってやらなければ、絵

に描いた餅になるといいますか、効率化の実

は上がっていかないと思います。それともう

一つは、市民の満足度の検証、これをどうや

るかということが大事だと思います。本市の

場合、縦割りという中で弊害が出てきました

のは、ホストコンピータに互換性がない、先

ほども話がありましたが、互換性がないとい

うことで、そのために年間１億円以上の無駄

があると言われているんですが、そこでシス

テム監査をこれからやらなければならない。

ですから、それが例えば総合窓口をこれから

つくっていくときの弊害にもなっております

し、そうしたことを考えますと、もっと総合

的な戦略を先に立てるべきだったと思います。

それが本市としての問題点であり反省点だと

思います。

新谷： ありがとうございました。

　それでは、続けて廣川課長にも伺いたいん

ですが、廣川課長に伺った後で、岸本市長に

一言コメントをいただきたいと思っておりま

すので、よろしくお願いします。それでは廣

川課長、まずお願いできますでしょうか。

廣川　３点ほど話をしたいと思いますけれど

も、まずは、先ほど皆さん方のお話の中にも

ございましたが、できる限り広域で取り組む、

規模のメリットを生かしていくということが

ポイントではないかなというように思います。

一つ一つやっていったのでは、お金がいくら

あっても足りませんので、みんなでやるかあ

るいは先ほどのＡＳＰという手法もございま

すので、そういうのを使っていくというよう

なことが大事ではないかと思います。

　パソコンなどを購入する場合、例えば横須

賀が100台買うとか、別のところで500台買う
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とかっていうような、そのくらいの数ですと

なかなか割引率も余り下がらないのですが、

まとめて１万台になれば、もしかするとメー

カーさんも少しはまけてくれるかもわかりま

せんから、そんなようなことも、もう既にア

メリカではやっていますので、考えていった

らどうかというように思っています。

　それからいろんなアプリケーションを導入

する際に、できるだけカスタマイズはしない

ということです。しかし、各担当部局の皆さ

ん方は、いや、今までこうやっているのだか

ら、仕事のやり方にあわせてカスタマイズを

してくれって必ず言うのですけれども、少し

はしようがないのですが、できる限りしない

ようにすべきです。そのためには情報を担当

している部門が、強くそのようにコントロー

ルするというか、言わないといけない。その

ためには、情報部門に権限を委譲していただ

いて、多少強く言えるようにしていくという

方法もあるのではないかなと思います。

　それからもう一つですが、やっぱり職員が

目利きしないといけないのですね。メーカー

の皆さんが今日もいっぱいお出でになってい

ると思うので失礼で申しわけないのですけれ

ども、お持ちになられる見積書は、最初の段

階では多分高い。私どもは職員の養成、研修

をやっていまして、データベース作成等をと

にかく自分たちでやらせてみるのですね。例

えば自分でやったら10日かかるとか、１週間

でできたとかというようなことを経験させて、

その際に、みんな一体給料いくらもらってい

るのか、でもメーカーから出てくる見積書は

いくらになると思うというような話をすると、

びっくりするのです。

　しかし、メーカーさんの場合はＳＥさんの

報酬だけではなくて、バックヤードの部隊の

お金も当然入っていますから、市職員の給料

と単純比較はできません。ただ工数とか見る

と職員がやるよりは、はるかにかかっている

ケースもあるような気がします。そういうよ

うなことの目利きをつくっていくというのも

大事です。私どもの職員はいつもやっていま

すから、見当がつくのですけれど、それぞれ

の各担当部局の職員は、メーカーさんから見

積書をもらうとそのとおり予算要求に出して

きてしまいますので、そのあたりがポイント

かなというように思います。以上でございま

す。

新谷： ありがとうございました。

　それでは名護市長のコメントをいただく前

に、今ご三方におっしゃっていただいたこと

を、私のほうで簡単にちょっとまとめさせて

いただきますと、まず三田補佐から３つ、そ

れから中司市長さんからも３つ、廣川課長か

らも３つと、ちょうど３つずつ言っていただ

いたという形になります。

　三田補佐からおっしゃっていただいたのは、

やったことをわかりやすく情報発信していか

なくちゃいけないということですね。これは

廣川課長のなさっているところの事例を引い

ていただきました。２つ目がコーディネート

できる人材というのを、やはり自分の中に持

っていなくちゃいけない。それで３番目が自

分の体力を考えて、国からの補助金なりを取

ってこなくちゃいけない、この３つをおっし

ゃっていただいたと思います。

　それから、中司市長様からは、組織の点検、

組織をつくっただけではなくて、その組織と

いうのを常に点検しておかなくてはいけない

ということをおっしゃっていただきました。

それから２つ目としてプロジェクトが進行し

ていくときに、きちっとプロジェクトの効果

というのを進捗管理していかなくちゃいけな

いと。その２つに共通するのかもしれません

が、やはり監査能力というのをきちっと持っ

ておかないといけないんだということを言っ

ていただいたわけです。

　それから廣川課長からは、基本的に自分た

ちの実際の力を上げていくために、またその

力をうまく使っていくために、広域で取り組

むということが必要ではないか。２点目とし

て、やはり従来の仕事のやり方をＩＴにその

まま持ち込むのではなくて、権限委譲などを

含めて、なるべくアプリケーションをいじら

ないようにしていこうということ、それから
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３点目に、やっぱり職員そのものがＩＴに対

して少しリテラシーを高めていく、目利きの

力をつけていくということをおっしゃってい

ただいたと思います。

　このあたりのようなことが今出てきており

ます。このようなことに対するコメントでも

結構ですし、また少し広いお立場からでも結

構でございますので、岸本市長、お願いでき

ますでしょうか。

岸本： 先ほども三田さんからお話がありまし

た。国の補助金をいかにうまく使うかという

こともありましたけれども、私どもこれまで

やってきたのは、国の補助金でＩＴの基盤整

備について、全力をあげてやってきたという

感じがしております。先ほどの中司枚方市長

のお話にあったように、もう少し私ども名護

市としては、コンセプトをしっかりと立てて、

これからどうしていくんだという方向性を、

もう一度立て直す段階にきているなというふ

うな気がしているわけでございます。そのた

めには、当然職員の意識変革といいましょう

か、革命といいましょうか、この辺が非常に

大事なことだと思うのですけれども、どうも

名護市の場合、これまで、いわば組織で上の

ほうから下のほうへ意識変革を求める側面が

強かった。これではなかなかやっていけない

なと思っております。幸い、ここにきまして、

逆にボトムアップといいましょうか、下のほ

うから、実は職員の中から新しい電子市役所

への対応をしていくためにはどうすればいい

かと、チームが生まれてまいりました。30人

ぐらいのチームでありますが、これはもう、

私非常にびっくりいたしまして、来週は、私

にそこで話をしてくれというふうな状況が出

てまいりました。

　本当は、ＩＴとかそういう情報とかという

ことについて、市役所の中では私が一番うと

いのかもしれないのです。しかし、何とか意

識変革と言ってきたのですが、下のほうから

そういうものが出てきたということで、これ

が地域住民の方達とのコーディネートがうま

くいく一つの状況ができてきた、そういうこ

とで、私は今非常にうれしく思っているとこ

ろでございます。

新谷： 今のお話ですね、皆さんにはどう聞こ

えたかということですが、実は私は今のお話

を聞いていて、こういうふうに聞こえていま

す。先ほど、最初にプレゼンテーションして

いただいたときに、住民のボランティアとい

うことをおっしゃっていただいたと思います。

かつまた、極めて重要なのが、民間のほうで

もそうですが、情報化を進めようと思ったと

きに、トップダウンのコンセプトは極めて重

要だと思うわけです。これがしっかりしない

となかなか進まないということは事実ですけ

れども、その中から生まれてくるボトムアッ

プの活動というのが相まってこないと、これ

もまたうまくいかないのです。そういう意味

で名護市長のおっしゃっていた、住民の中か

らボランティアが生まれてくる、これを望ま

れているという話と、今まさにおっしゃった

職員の方々がそういうふうに動こうじゃない

かといって、これもちょっと言葉は違うかも

しれませんが、ボランタリーにそういう組織

を立ち上げてくるということは、極めて優れ

たことだというふうに思います。

　そのあたり、廣川さんにも一言コメントを

いただいて、最後にまた茶谷先生にまとめて

いただければと思いますが、廣川さん、今の

あたりいかがでございますか。

廣川： トップダウンは本当に大事です。誰が

邪魔するかというと、多分部長たちです。部

長さんがお出でになったら大変恐縮ですけれ

ども、そのくらいの方々が問題です。私ども

もそうでした。情報化推進を話しに行くと「俺、

後２年でやめるのだからもう勘弁してくれ」

と言われ、大変難儀をしたのです。やっぱり

それは市長から言ってもらえば、これ以上言

いようがないわけですから、それが非常にポ

イントだと思います。

　それからボランティアの件ですけれども、

役所だけでできることって限られていまして、

また民間企業にお任せするほどでないその間
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のものがあるんですね。そこは従来の地域コ

ミュニティあるいは新たな姿のコミュニティ

を、ぜひ一緒にみんなで手を携えてやってい

こう。住民にしてみれば、誰からサービスを

受けても同じなのですね。別に役所がやらな

くても誰でもいい、民間にやっていただいて

も誰にやっていただいてもいいのかなと。結

果的にいいサービスがバランスよくうまく提

供できれはいいのかなと、こんなふうに思っ

ています。

新谷： ありがとうございました。

　それでは茶谷先生、一言お願いできますか。

茶谷： 今、だめ管理職の話がありましたけれ

ども、私は楽観的に見ているのは、最近の動

向では、各地方自治体で管理職に対する研修

が非常に多くなりました。私は頭がはげてい

るものですから、よくお招きいただくのです

が、大変熱心に聞かれています。問題はその

技術だとかそういうことじゃなくて、情報政

策と情報化の進め方について理解をしていた

だければいいわけです。かねがね思っている

のは車の両輪でして、行政の深い経験とそれ

からＩＴで何ができるかと、この２つが相ま

って初めて行政なり地域の情報化ができるわ

けでございまして、ＩＴだけ勉強したからと

いって行政の情報化が進むわけじゃないわけ

で、仮説があって初めてあるべき姿が描かれ

るわけですね。

　地域のあるべき姿、これは誰が描くかとい

うと、市長さんをはじめとする幹部の方々で

すね。これは行政の経験があって、地元の住

民の方々と膝を交えて日々活躍されているご

苦労の中から出てくるわけです。それがあっ

て、初めて地域の情報化等ができるわけでご

ざいまして、その意味では、管理職に期待す

るところは非常に大きいわけです。管理職の

理解のあるところは、また非常に発展される

と、そのお尻を押すのがトップの市長さんた

ちと、こういう関係だろうと思って、余り心

配することではなさそうな気がいたします。

だめなのかはだめですから、これはもう切り

捨てるよりほかない。何で見るかというと、

電子メールを使うか使わないかでわかるので

すね。

　組織を動かすには共通の目的とそれから協

同の意志、いわゆるチームワークの精神、も

う一つ大事なことは、コミュニケーションで

すね。この３つがあって初めて組織は動いて

いくわけです。電子メールを使わない人たち

の特性を調べてみると、キーボードアレルギ

ーとかそういうことではなくて、もともとコ

ミュニケーションに対して不熱心な、抵抗す

る人たちが電子メールを使わないというのが、

調査の結果わかっているわけです。管理職が

電子メールを使わないということは、コミュ

ニケーションを軽視している方ですから、管

理能力なしというふうに判断して、電子メー

ルでテストして、普段使わないのは窓際に行

ってもらうと、そういうような方向でいけば、

非常に明るい感じがするわけです。

　それから、ついでにほかの点、ちょっと感

想を述べさせていただきますと、ＩＴ講習会

550億円かけてやっておりますけれども、う

っかりすると、そのまま霞のごとく消えてい

くお金になりそうですね。実際に聞いてみま

すと、ＩＴ講習会を受けた、そして電子メー

ルのやり方を教わってきた、さて帰ってきた、

電子メールやる相手がいない。そういう場面

が多いんです。それでＩＴ講習会の成果をど

ういう場面で生かすか、これは電子メールで

コミュニケーションできる場づくりが必要で

すね。その意味では名護市長さんがお話しに

なられた場づくりというのは非常に重要なこ

とで、これがあって、初めてＩＴ講習会が生

きたＩＴ講習会になるのです。

　さらにバージョンアップして、もっと高度

なことを知りたいというのは、これは本来の

ＩＴ講習会の精神と違うんですね。やはり電

子メールとホームページが使えるという、コ

ミュニケーション機器としてのパソコンのキ

ラーソフト、キラープログラムがとりあえず

できればいいわけです。現在のキラープログ

ラムは、ワードとかエクセルとかではないん

ですね。あくまでもコミュニケーションの道
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具としてのコンピータを身につけていただく

ことが中心なわけです。ですから、ＩＴ講習

会のアフター講習会は場づくり、そしてボラ

ンティアの方のサジェスチョンによって地域

づくりに何か役立っていただく、そういうこ

とではなかろうかと思っているわけです。

　それから、ちょっと違うことですが、当初

の問題ですけれども、行政改革と情報化、や

はりエンジンがないと自動車は走らないわけ

ですので、初期投資はどうしても必要です。

そこのところを最初からお金を削ろうといっ

てもこれは無理です。情報のインフラ、いわ

ゆるネットワークは電話とか道路と同じでご

ざいまして、広い意味での経済効果は出せま

すけれども、それがどうしたという数字にな

ってしまって、大体外れること間違いないの

です。日本に多くの有名な橋が架かっていま

すけれども、みんな赤字で困っている。みん

な黒字になることを試算してやったんだろう

と思いますけれども、みんな赤字で困ってい

る。そういうことで、やはりインフラという

ものの中から経済効果を求めようといっても、

これはちょっと無理かなという感じがいたし

ます。だから最初は投資をしていだたいて、

そしてサービスの拡大と増収増益をねらう。

　具体的な例で申しますと、手数料、使用料

等の消し込み事務のコンピータ化をやったと

きには、やはりお金かかるのですけれども、

だんだん収納率がアップして、そしてその収

入金額はコンピータを投資した金額を上回る

と、こういうふうになってきているわけです

ね。だからそういうねらいで、この例は数量

化できるものですから、簡単に計算できるん

ですが、サービスというのはなかなか数量化

しにくい定性的なものです。しかしサービス

についてもいろいろお話がありましたように、

拡大再生産をして、より住民満足度を高めて

いくという方向で見ていただく。余り最初か

ら費用対効果、費用対効果ということになる

と、遅れた日本の10年になってしまうわけで

すね。

　それからもう１点、行政の情報化と地域情

報化の関係ですが、私は廣川さんのお話など

を伺っておりまして、地域情報化と行政の情

報化というのは縦と表の関係かなと思ってい

るのです。例えば、入札制度を10月から見事

に発足されていらっしゃいますが、これはお

話伺ってみますと、地域の産業をいかに育成

するかという発想から出ていらっしゃるので

すね。それで指名競争入札から一般競争入札

にされて、そして多くの地域の企業の方が参

加できるようにする。そのためにはホームペ

ージで公開し、最終的には認証制度を含めた

入札制度という形に花が咲くわけでございま

して、これはすなわち地域の情報化を進めて

いくと行政の情報化に至る例と思います。そ

ういう形で別のものではないのではないかと。

防災関係を横須賀市さんは大変熱心にやって

いらっしゃるけれども、このＩＴが横須賀市

さんの牽引者になっているきっかけというの

は、防災情報システムはどうあったらいいか

というところから入ったというのを、ご担当

の方から伺っておりまして、未だに頭に残っ

ているんですが。要するに同じなのですね、

だから余り無理して分けないと、ただ顔が違

うだけ、切り口が違うだけと、こういうふう

に理解していったらいいんじゃないだろうか

と、こう思っているところでございます。以

上です。

新谷： 最後におっしゃっていただいたことっ

て、実は、三田補佐がプレゼンテーションの

中ておっしゃっていたことと、極めて近いこ

とをおっしゃっているのかなと思います。重

なりがどんどん増えてきているということは、

おそらくここの場の共通認識になってこよう

かなと思います。三田補佐、そこら辺はそう

いう理解をさせていただいてよろしゅうござ

いますか。

三田： 全くそのとおりです。特にコメントす

ることはございませんが、一つだけ申し上げ

るとすれば、ネットワークの中に取り込んで

いる主体が、「行政」「地域」というように

単純にくくることは非常に難しいということ

です。地域の「何」と「誰」というようなこ
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とまで、きめ細かく分析する必要があると思

います。そのような意味で、「行政情報化」

と「地域情報化」という区分は、そもそも、

概念上、意味を成さなくなってきているので

はないかと私は理解しております。

新谷： ありがとうございました。

　今ディスカッションいただいている多くの

課題を、少ない予算でどう効果を上げていく

かと、ちょっと横道に逸れたように聞こえて

いるかもしれませんが、実は極めて重要なこ

とが、茶谷先生からは出ております。最後に

行政の情報化と地域の情報化というところの

問題を言っていただいたのですが、その前に、

２つ極めて重要なことをおっしゃっているの

で、ここにちょっと話を戻させていただくと、

一つは多くの課題を少ない予算で効果を上げ

ていこうと思ったら、まずその自治体さんの

中の管理職のリテラシーを高めていかなくち

ゃいけませんよねということを、明確にこれ

はおっしゃっていただいているのです。その

あたりは、実は先ほど岸本市長から出ていた

話と極めて深くリンクしてくるのですけれど

も、ボトムアップ、ミドルアップでどんどん

そういう動きが出てくるということに、やは

り評価をつくっていかなくちゃいけないだろ

うというのが一つです。

　それからもう１点、今日、余り深く議論さ

れているわけじゃないんですが、地域のある

べき姿というのは想定しておかなくちゃいけ

ないということですね。実は、これは何気な

く茶谷先生おっしゃっているのですが、ＩＴ

がありきじゃなくて地域のあるべき姿があっ

て、それにＩＴをどうあてはめていくかとい

うことを本当によく考えないと、最終的にそ

の効果が上がったかどうかということは、極

めて見にくいということだというふうに理解

をさせていただきます。

　さて、時間も残り30分弱になってまいりま

して、今、各先生からいただいたことは、取

り立ててこちらでまとめるというよりも、皆

さんの心の中に一つ一つ収めていただいて、

今度は自分の課題として、引き上げていただ

ければと思います。

　その上で、お約束どおり会場からのご質問

をとらせていただこうと思いますが、ご質問

がある方挙手を願いますでしょうか。お一方

でよろしいですか、ほかにはありませんか。

　それではお名前と所属などをおっしゃって、

お願いいたします。

会場： 東京三鷹市役所、情報推進室の後藤と

申します。大変貴重なお話ありがとうござい

ました。２点質問させていただきたいと思い

ます。

　まず１点目、自治体におけるＣＩＯの在り

方ということについてお伺いをしたいと思い

ます。今日のお話の中でもＣＩＯの位置づけ

というような話が出ておりましたが、民間企

業におけるＣＩＯの位置づけほど、自治体の

中ではまだ明確な位置づけがされていない、

あるいは適切な人材がいないというようなこ

とがあろうかと思います。特に行政事務の内

容を知りつつ、なおかつ、細かい技術は必要

ないと思いますが、ＩＴの本質のところをき

ちんと理解をしている責任者が、どうしても

必要だというふうに思うわけですけれども。

三鷹市の場合にも、具体的には市民の皆さん

の中から、どうせ行政の中にはそういう人間

はいないだろうから、民間から起用したらど

うかというようなことまで言われているよう

なそういう始末でございますが、このあたり、

ぜひ茶谷先生あるいは廣川さんのほうからコ

メントをいただけたらというふうに思います。

　それから２点目ですけれども、三田さんの

お話の中で、最後のスライドで、地域におけ

る情報化施策の今後の方向性というところを、

特に行政区域にとらわれないコミュニティの

概念を、これからきちんとつくるべきだとい

うお話がありまして、私も非常に感心をした

わけですけれども。逆にこのあたり、市民の

皆さんの感覚からいきますと、ある程度当た

り前になっているのかなというふうにも思う

のですが、このあたりを一番気がついていな

いのが、行政の中にいる自治体の首長さんで

あるとか、職員であるとかということなのか
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なというふうに思います。

　一方で、例えば事務の協同組合であるとか、

あるいは市町村合併というような形でこれを

大きくするというふうな流れが今ありますけ

れども、単純にそういう形で進めばいいとい

うことでもないというふうにも思いますが、

このあたりは地域の経営者として、ぜひお２

人の市長さんのほうから、お考えを聞かせて

いただければというふうに思います。よろし

くお願いいたします。

新谷： ありがとうございました。三鷹市の後

藤さんでいらっしゃいましたですね。２つ出

していただきました。その行政のＣＩＯとい

うのは一体どういう方なのかと、仮に人材が

そこになければ外から持ってくるべきなのか

という、極めて簡潔明快なご質問が一つ、そ

れからもう一つが、行政区域にとらわれない

というのは一体どういうことだと、地域コミ

ュニティを考えるのはどうやって考えていっ

たらいいのだというご質問だったと思います。

　後藤さんのほうからこの方にというご指名

もあったのですが、私はぜひ全員にこの２つ

の質問をお答えいただきたいなと思っており

まして、大変恐縮ながら三田補佐から順に２

つの問題について、もし問題として余り考え

ていませんというのであれば、一つどちらか

選んでいただいても結構です。お答えをいた

だければと思います。

　お時間も押しておりますので、大体１人３、

４分をめどにお願いできればと思います。

三田： たしかに、標準的な自治体の組織図の

中には見当たらないということですので、お

そらく、部長あるいは助役がそのような立場

にあるのではないか思います。例えば、法制

度にとらわれないで、もう一度、組織運営を

考えてみたり、あるいは謙虚に民間事業者の

方々に話を聞いたりすることによって、「こ

れは、やはりそのような機能があったほうが

効果的である」ということを理解することが

重要であると思います。そのような意味では、

もちろん住民の方々との意見交換も必要であ

ると思います。

　それから、先ほどのコミュニティの話につ

きましては、法制度どおりにやらないといけ

ないという考え方にとらわれないことである

と思います。そのままですと絶対に成功しま

せん。

　ＩＴ装備都市研究事業のＩＣカードについ

ても、やはり、その地方自治体の首長をはじ

めとした地域の方々の工夫がアプリケーショ

ンに反映されない限りは絶対に成功しません。

これは、「公的なアプリケーションしか入っ

ていないからいけない」「民間のアプリケー

ションが入っていないからいけない」という

ことではありません。「制度を前提として、

その範囲でしか使うことができない」という

ような窮屈な考え方で成功した事例は無いと

思います。私は、まずは、このような考え方

を見直すことからはじめる必要があるものと

考えております。

新谷： それでは茶谷先生お願いいたします。

茶谷： ＣＩＯに関連して所感を述べさせてい

ただきますけれども。民間の事例を拝見しま

すと、大抵副社長にすごいやり手の方がいて、

そして進んでいるみたいですね。例えば花王

のＩＴ化を見ますと、副社長さんが非常に熱

心にやられたと聞いています。これを市町村

にあてはめてみますと助役になるのですけれ

ども、助役はちょっと無理かなという感じは

しますよね。仕事が多すぎるのですよ。

　やっぱり役にとらわれないで、まずトップ

の方に非常に信頼されている人物で管理職の

方、これはもう必要最小限だと思いますね。

彼に頼んだら危なくてしようがないというの

では、とてもやってもらえない。しかも、い

きなり効果を期待するというのではなくて、

相当大きな初期投資をして、やがて長い目で

見て効果を生み出していくという、そういう

ロングレンジの事業については、まず信頼さ

れているという人物が条件だと思うのですね。

　それから、真剣に地域の課題を自らの課題

としてとらえると、自分の課題だけ考えてい
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るような人もおりますけれども、やっぱり地

域の課題を真剣に考えてもらっている人、こ

れが条件だと思いますね。言葉の問題なんて

いうのはカタカナでたくさんあって、我々が

ほんとに役所にいた時からやっていても、ま

だわからないことがたくさんあるぐらい、言

葉がわからないというのはマイナスにならな

い。わからなかったら聞けばいいんですよね。

カタカナで言っている人間が本当に知ってい

るのかというと、わからないでしゃべってい

る場合も多いのですよ。だから、私、いつも

アドバイスするんですが、トップの方は、部

下がカタカナ言葉で言ったら、「君、それ何

だ」と聞いてちっとも恥ずかしくないと思う。

うっかりすると、向こうもわかりませんよと、

自己啓発させればいいんだと、こういうふう

にお話ししているのですけれども。技術用語

というのは、それほど心配は要らない。むし

ろ重要なのは、調整力だと思いますね。いろ

んな利害得失、例えば今統合型ＧＩＳという

のが取り組まれていますけれども、総論賛成、

各論反対の最たるもんです。部分になります

と本当に調整がつかない。そういうときに腕

をふるっていただけるというのが重要なので、

ＣＩＯですから、どこか役付けをしなきゃい

けないとすれば、部長級で今言ったような条

件の方に腕をふるっていだたく。例えば企画

調整部長がこういう機能を果たすべきだとい

っても、これは実際問題として無理なような

気がしますね。どうもいいかげんなお答えに

なりましたけれども、日頃思っております。

以上です。

新谷：それでは廣川さん、お願いいたします。

廣川： ＣＩＯの話をさせていただきます。Ｉ

Ｔというのは単なる道具ですから、これは市

長さん方もおっしゃられているように、ＩＴ

で何かというわけじゃないんですね。実際に

は何をするかというと、経営なのです。経営

を改革しよう。したがって、ＣＩＯは経営者

が当然なるべきものというふうに理解をして

います。

　ＩＴをどうやって使うかというのは、担当

がやるのですけれども、そうした中で民間か

ら起用したらどうかと、これはなかなかいい

アイデアだと思います。そうされているとこ

ろも、これは都道府県の例でございます、聞

いております。ですから一時的に期間を限定

して、そういう民間の方にお願いするという

のもいいのかもしれません。ただ、メーカー

ですと、その方の会社の製品が調達しにくく

なってしまうかもわかりませんから、コンサ

ルさんにお願いするという方法もあるのかな

という気がいたします。

　私どもは、市長が市役所の中のＣＩＯであ

ると同時に、都市全体のＣＩＯという位置づ

けにもしています。横須賀市では産・官・学

で「ＩＴ戦略会議」というものをつくってお

りまして、都市全体で同じビジョンを共有し

て戦略的に進めるための組織です。その議長

が市長、したがってＣＩＯという位置づけで

ございます。市役所の中ではどうかというと、

これは三田補佐もおっしゃられたように、別

に自治法上の何かがあるわけではなくて、電

子市役所推進本部という要綱で設置してござ

いますけれども、そこの座長という位置づけ

にしてございます。

　もう一つだけ申し上げますと、実務者のほ

うのお話をしますと、担当部局にある程度の

権限を与えませんと、なかなか実際には回ら

ない。それも、できれば従来の情報システム

部門、メインフレームのコンピータを管理し

ている部門ではなく、企画もしくは長の直轄

の部門に位置づけをする必要があると思いま

す。従来のシステム部門は、長い間できるだ

け各担当部局の言うとおりにしてやるのが、

いいシステム部門だという位置づけでやって

きましたから、急に手の平を返したように、

「いや、業務のほうを変えろ」とはなかなか

言いにくい。したがって新たな部門に位置づ

けをしていくと、うまく回るのではないかな

と思っております。以上でございます。

新谷：コミュニティのほうはよろしいですか。

そうですか、もしありましたら、また後で。
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では、中司市長、お願いいたします。

中司： 先ほど組織としての点検、それから人

材の開発ということが大きな課題だと申しま

したが、本市でも、電子市役所から市民参加

型の電子自治体へと脱皮していかなければな

らないと思います。

　商工会議所との連携あるいは大学との連携

ということを考えておりますけれども、今日、

最前列に会議所の担当者、それから大学の担

当者、市の職員と３人来ていますけれども、

そうした産・官・学の戦略づくりということ

が非常に大事だと思っています。まず商工会

議所あるいは経済界との連携、それから市内

にあります６つの大学との連携を図って、

産・官・学の戦略づくりをやっていきたい。

それと同時に市民参加ということで、市民ボ

ランティアとかＮＰＯの団体、これらとの連

携が大事だと思います。

　９月に、小学校の校舎の再活用で、ＮＰＯ

センターというのをつくりまして、そこでた

くさんのボランティアの育成とか、ＮＰＯ団

体の育成をやっているのですけれども、そう

したところとも連携をしながら、ＩＴ化を進

めていきたい。それが非常にいい形になって

くると期待しております。

　それからもう一つ、広域化のコミュニティ

の広がりという中で、本市でも、近隣の市と

の合併問題が浮上しておりますが、それとは

別に枚方市は大阪と京都のちょうど中間にあ

りまして、奈良県とも接しておりますので、

３府県の６市で「サミット協議会」をつくっ

ておりまして、その中でもＩＴ化ということ

がこれからテーマとなってくると思います。

そうした意味で、市を超えた枠組みでIT化が

広がっていくんじゃないかと思いますし、そ

れがさらに活性化につながっていくと思って

います。

　それと同時に、先ほど申しましたように、

名護市さんと友好都市の関係にありますし、

また、北海道の別海町とも友好都市の提携を

しておりまして、合わせて３市２町でサミッ

ト協議会をつくっております。その中で、先

般もＩＴを活用した会議というものも行いま

したし、そうした活用によってこれからさら

に連携が深まっていくのではないかと思って

います。これからも名護市の岸本市長さんと

も一緒になりながら努力したいと思っており

ますので、よろしくお願いいたします。

新谷： ありがとうございました。それでは岸

本市長、お願いいたします。

岸本： 名護市のＩＴということを今考えてい

るわけですが、名護市とＩＴの関係というの

は、最初、私がＩＴ関連の企業を名護市に誘

致したいというところから、実はスタートし

ているんですね。それはどうしてかといいま

すと、実は名護市の20代、30代の失業率が大

体15％ぐらいいっているという状況がござい

ます。そういう中で、若い者の新しい雇用機

会の拡大をしなきゃいけないだろうというこ

とで、ＩＴ関連産業を、どうしても名護市に

誘致したいと、そこからスタートしました。

　その際に、かなり優秀な市民が民間企業に

いまして、実はこのＩＴ関連産業を誘致する

のに非常に有能な市民、それを逆に名護市の

ほうに「ＩＴ推進室」というのをつくりまし

て、名護市に引っ張ってきた。今彼に任せて

やらせている。こういう状況です。ですから

企業誘致からスタートして、今言った電子自

治体のほうに、逆に視点も広がってきたとい

う状況で、これから後も私は、大学もありま

すし、あるいは新しく国立高専をつくる計画

もありますので、そういう中司市長がおっし

ゃった産・官・学というスタイルは、私ども

も確立していきたいというふうに考えており

ます。

　それから行政区域コミュニティの話ですけ

れども、多分これは全国の風土あるいは文

化・歴史、それによって随分違うのではない

かというふうな気がしております。実は、名

護市は30年前に５つの町村の合併で市に昇格

した、そういう所であります。ただ５つ合併

してもまだ人口が５万6,000人しかいないので

す。30年前の合併の後遺症みたいなものが依
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然として残っていますね。ですから今言った

ＩＴとコミュニティというのを考える場合に、

行政の地域が持っている、多分これは文化と

か歴史とかそういうことと、今言ったＩＴと

コミュニティの問題、こういうのとどういう

ふうに関わってくるのかということについて

は、やっぱり相当慎重に考えた上で進めない

といけないのかなと、私は逆に思っておりま

す。30年前に５町村が合併したという経験を

踏まえてです。

新谷： 茶谷先生、何か？

茶谷： コミュニティのことについて、今市長

おっしゃったことで、少し触れなければと思

っていました。こういう事例があります。茨

城県の古河市が公共施設の利用申し込みシス

テムを導入しました。担当の方のお話による

と近隣の市町村にだんだん広げていったら、

昔の徳川藩、徳川の親藩の古河藩の地域にな

っていったのです。明治維新のときに古河藩

がばらばらに小さく切られたんです。ところ

が地勢学的にも、それから住民意識も生活行

動圏も、依然として明治と同じような地域で

の動きがあったのです。ところが行政が別々

ですから、細切れになっていった。このイン

ターネットのお蔭でだんだんつなげていって、

でき上がってみたら、古河藩が復活したとい

うような、そんな例がございます。

　そこでやはり行政区画というよりも生活行

動圏とか住民意識とか、そういうのがまとま

っていくと。今まで道具がなかったからそれ

がつながっていくことができなかったのです

が、このＩＴによってそれが堂々と、今の制

度の壁をらくらくと超えて、三田補佐のお話

ですが、制度はもう関係ない、どんどん実質

的に情報の交流が進んでいくという実態にな

ってきております。

　ですから広域行政で市町村合併という前に、

どんどんネットワークで一体化しているとい

うのが単に古河だけではございません。いろ

んなところで挑戦されている動向だと思って

敬服しているところです。以上です。

廣川： それじゃあコミュニティの話を一言だ

け。ひとつは、地域のコミュニティを、もう

１度再生をしないといけないだろうと本当に

切実に思っています。これは先ほど、茶谷先

生がふれられたコミュニケーションのやり方

が下手な人が増えているのです。道具はすご

くうまく使える。携帯電話なんか子供たちは

ものすごい勢いでキーを扱います。うちの子

供もやっていますが、何を送信しているのか

と思えば、授業がつまんないとか、そんなメ

ールを交換している。一方、コミュニケーシ

ョンの上手な人、ＩＴが使えなくても上手な

人がいます。例えば絵手紙をまめに書いて送

られる方もいます。だんだんコミュニケーシ

ョンが上手にできない子供が増えているのも

一方では事実です。

　これを誰がどうやっていくかというと、や

っぱり地域ですね。家庭と学校と地域。近所

のおじさんが他の家の子供を叱りつけるとい

うことがだんだんなくなってきていますが、

地域全体で子供を育てていかないといけない。

コミュニティも、そういう地縁的なコミュニ

ティもありますけども、もっと広く学ぶ縁の

コミュニティもあるし、いろんなコミュニテ

ィがあると思います。それはもちろん行政区

画にしばられるものではない。このへんはと

ても大事で、いろんな重層的なコミュニティ

がたくさんあって、いろんなコミュニティに

所属ができるというのが心地よい都市の姿だ

ろうなと思います。別のところに普段は働き

にいっていて昼間は会えなくても、ＩＴを使

うと、もしかするともうちょっとコミュニケ

ーションがよくできるという使い方だろうと

思います。コミュニティがないところにコミ

ュニケーションはないのです。先に道具を入

れて、はい、これでやってくださいといって

それでうまくいくものではないと思っていま

す。

新谷： ありがとうございました。重層的なコ

ミュニティっていうのは、考え方としては素

晴らしいなと思いました。そろそろお時間が
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やってまいりました。正直申しますと、最後

にご質問をいただいたのは、今日のテーマを

まとめるのに極めてふさわしいご質問をいた

だいたと思っています。あまり余計な口出し

をしてもいけないのですが、最後にコーディ

ネータの立場から一言、二言、申し上げて終

了したいと思います。

　まずＣＩＯに関しまして。これはやはりＣ

ＥＯとＣＩＯという概念をきちんと持ってお

かれたほうがいいと思うのです。時と場合に

よってはＣＥＯイコールＣＩＯということで

運営される組織がありますけれども、ただ本

当に片腕となるＣＩＯがいたらＣＥＯはもっ

ともっと多くのことに目も配れるということ

もございますので、ここは是非ご留意をいた

だきたいというのがＣＩＯに関する１点目で

す。

　それから地域の情報化と実際の情報化とい

う２つのテーマで今日は議論してきたわけで

すけれど、やはり自治体のＣＩＯというのは

地域のＣＩＯであるという認識も極めて強く

持っておかなくてはいけないことだろうなと

いうふうに思います。言葉を言いかえると、

自治体さんというのは地域のマネージャーで

あられるべきだろうと考えているところです。

これがＣＩＯに関する私のコメントですが、

この話がコミュニティ論と重なってきます。

私は先ほどからおっしゃっていただいている

意見には大賛成のところが多いです。各先生

がおっしゃっていることに大賛成でございま

して、まず行政区域にとらわれて生活しにく

いのであればそれは直さなくちゃいけないっ

ていうのはその通りだと思いますし、文化と

か風土が合わないのに強引に一つの地域と考

える、コミュニティと考えるというのもまず

いだろうというのもその通りだと思うのです

ね。そういう意味で、先ほどのＣＩＯ論と重

ねて見ていただきたいのですが、あるコミュ

ニティに立っているＣＩＯがしっかりしてい

る。そして別のコミュニティに立っているＣ

ＩＯがしっかりしていて、そのお二方が、文

化とか風土というものを共有できるんだとい

うのであれば、広域でコミュニティというも

のを捉えていくということがこれからの発想

で重要になっていくだろうと思います。

　まさに最後に廣川さんの言葉を引用させて

いただきますと、実はネットワークというの

はそれを可能にするための最大のツールにな

っているのです。民間企業の立場でいうと、

あそこに陰の部長がいるとか、陰の部長がい

るという現状が起き得るわけです。これは、

自分の直属の部長が気に入らなかったら、そ

の陰の部長にいつも相談するみたいな話が実

はあり得るのですが、こういう話を支えるの

はネットワークの一番得意とするところだろ

うと思います。

　ただ、最後に、今日はほんとに岸本市長と

中司市長に来ていただいてありがたいと思っ

ておりますのは、そういうステップアップを

していくために、やはり現在行政を守ってい

らっしゃる方が地域全体のＣＩＯの役割を果

たして、強めていかれるべき、まとめていか

れるべきだと私は正直に思います。なぜなら

ば、非常に簡単な理由でして、やはり力と実

行力を持ったところがきちんとしたコミュニ

ケーションを起こすということをやっていか

ないと、あまりナイーブにあちこちでやりま

しょうという話では進まないだろうと思うの

です。

　そういう意味では今日お越しいただいた両

市長には、地域の情報化、実際の情報化とい

うことをおまとめいただく大変な責務を負っ

ていただくということでエールを送らせてい

ただきながら、また残りの３名の先生に今日、

貴重なご発言をいただいたことを感謝してパ

ネルディスカッションを終了させていただこ

うと思っています。会場の皆さん、５名の先

生に盛大な拍手をお願いいたします。(拍手)

鈴木： どうもありがとうございました。これ

にてテーマ別研究会Ａのプログラムを終わり

にさせていただきます。皆様、お疲れさまで

した。

　ありがとうございました。

（文責：情報化フェスタ実行事務局）
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左から岸本 建男氏・中司 　宏氏・廣川 聡美氏・茶谷 達雄氏・三田 　啓氏
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　7.2　研究会Ｂ「ブロードバンド時代の地域コンテンツ流通の在り方」

●概　要：

　情報通信技術<IT>の急速な普及は、社会･経済の構造に大きな変革をもたらし、その

ような中、政府においては「e-Japan戦略」及び「計画」を発表し、全ての国民が情報

通信技術を積極的に活用し､その恩恵を最大限に享受出来る社会の実現に向けた取組が

行われている。

　今後、日本がＩＴ先進国という地位を確立するためには、Net-workインフラの整備と

コンテンツの質･量の拡充を同時並行かつ飛躍的に発展させることが重要であり､コン

テンツ産業を｢情報の容量｣という制約から解放するNet-workのブロードバンド化はその

最たるものである。

　一方、コンテンツ産業におけるデジタル化の波も急速に進展しつつあるが、流通にか

かるビジネスモデルの確立など、今後の更なる発展が重要となってきている。

　このような状況を踏まえ、本研究会ではブロードバンド時代における地域のコンテン

ツ流通の在り方について､コンテンツ産業に携わる有識者によるプレゼンテーションと

情報交流等により、今後の展望を探るものである。

◆司会：沖縄総合事務局経済産業部　濱川　均 氏

◆パネルディスカッション参加者（発言順）

　・稲垣 純一氏 国際電子ビジネス専門学校校長（コーディネータ）

　・佐々木守彦 氏（株）三菱総合研究所デジタル情報流通研究チームリーダー

　・鈴木 邦治氏　名護市ＩＴ推進室長

　・岸本 周平氏　経済産業省商務情報政策局文化情報関連産業課長

　・稲泉 　誠氏 （株）デジタルメディアファクトリー社長

　・中村 　一氏 （株）アンフィニ・ドットコム代表取締役

濱川： 本日は全国情報化推進会「情報化フ

ェスタ 2001」、テーマ別研究会Ｂのほうに

お越しくださいましてありがとうございま

す。私は本日司会を務めさせていただきま

す、内閣府沖縄総合事務局経済産業部の濱

川と申します。よろしくお願いいたします。

　本日はコーディネータに、国際電子ビジ

ネス専門学校校長稲垣純一先生を、パネリ

ストとしては株式会社三菱総合研究所佐々

木様、名護市ＩＴ推進室長鈴木様、経済産

業省から岸本様、株式会社デジタルメディ

アファクトリーから稲泉様、株式会社アン

フィニ・ドットコムから中村様、以上６名

をお招きいたしまして、「ブロードバンド

時代の地域コンテンツ流通のあり方」の現

状と課題をプレゼンテーションしていただ

きまして、その後に課題の解決方策や今後

の展望、いろいろご討議いただきたいと思

っております。９時半から 12 時までの２時

間半の時間ですが、皆さん方よろしくお願

いいたします。

　それではこれから稲垣先生のほうにマイ
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クをお渡したいと思います。先生、よろし

くお願いいたします。

稲垣： 皆さん、おはようございます。朝早

くからお集まりいただきましてありがとう

ございます。ご紹介いただきました稲垣純

一でございます。私は専修学校の校長とい

う立場で、沖縄の情報化人材の育成という

ことをテーマにしておりますが、一方で来

年復帰 30 周年を迎えます沖縄県の、更に向

こう十年間の振興計画を考えます審議会の

情報通信部会の副部会長を承っております。

そういった立場から今日の司会進行を仰せ

つかっております。どうぞよろしくお願い

いたします。

コーディネータ 　稲垣 純一氏

　本日は、司会者の方からご案内がありま

したように、５人のお客様をお迎えしてこ

れから 12 時までの２時間半、少し長い時間

になりますけれども、「ブロードバンド時

代の地域コンテンツ流通のあり方」という

テーマで話し合いを進めていきたいと思っ

ております。

　進め方でございますけれども、最初に佐々

木守彦さん、鈴木邦治さん、岸本周平さん

のお三方に、プレゼンテーションというこ

とでそれぞれ 20 分ずつお時間を差しあげて

ございます。

　佐々木さんは三菱総合研究所デジタル情

報流通研究チームのリーダーでいらっしゃ

いますが、ブロードバンド時代の地域コン

テンツ、一般的なブロードバンドの動向、

事例といったことについて、主に技術面、

事例面からお話をいただいて、まず基礎知

識を共有したいというように考えます。

　続きまして、今度は地域ということで、

特にこの万国津梁館がございます沖縄北部

地域、この地域の情報化の先頭に立ってお

られます名護市ＩＴ推進室の鈴木室長に、

沖縄北部地域という事例に基づいて、現状

がどうなっているのか、これからどちらに

向かっていくのかといったお話をしていた

だきたいと思います。

　さらにそれをバックアップする、先に立

っては引っ張り後ろに回っては後押しをす

るというお国の立場、岸本周平経済産業省

文化情報関連産業課長のほうから国の取り

組みについてお話をいただきます。

　このお三方で 20 分ずつですから、ここで

１時間経過いたします。そのお三方のプレ

ゼンテーションを受けまして、今度は産業

界の沖縄でＩＴ関連のビジネスを立ち上げ

て、実業としてぐいぐい引っ張っていらっ

しゃるお二人、デジタルメディアファクト

リー稲泉社長と、アンフィニ・ドットコム

中村社長のお二人に現状のお仕事のご説明

をしていただいた後で、先のお三方との関

連でディスカッションに移っていきたいと

考えております。

　それでは、トップバッターの佐々木守彦

様からプレゼンテーションを頂戴いたした

いと思います。よろしくお願いいたします。

佐々木： 皆様、こんにちは。三菱総合研究

所の佐々木です。私のプレゼンテーション

は、イントロダクションとして、これから

キーワードとなる「ブロードバンド」の現

状と今後という点と、今後コンテンツ事業

者に活性化していただきたいというときに、

ブロードバンドをうまく使ったビジネスモ

デルという観点、最後に注目すべきブロー

ドバンド・コンテンツ流通技術という技術

面、の三つをポイントに話題提供させてい

ただきたいと思います。

　まず一つ目の観点。ブロードバンドとい



76

う言葉は、いろいろな方が使っていますけ

れども、言葉の定義をして、今はどうなっ

ているんだろうかということをレビューし

たいと思います。アメリカの規制当局（Ｆ

ＣＣ）は結構シンプルな定義で、通信をや

りとりするときに比較的ハイスピードな

200Kbps 以上の通信インフラのことをブロ

ードバンドと呼んでいます。今、日本でブ

ロードバンドというと、ブロードバンド・

アクセスサービスを指している場合が多い

です。すなわちケーブルテレビを使ってイ

ンターネットを高速化しましょう、とか、

最近急速に伸びているＡＤＳＬ（電話線を

高度化してスピードアップしたもの）、また、

地域が限られておりますけれども、Fiber to

the home(FTTH)など高速なインターネット

サービスをしていくというアクセスサービ

スが中心です。しかし、ここでは、単にア

クセスだけではなく、ネットワーク全体と

いう形でこれから考えてみようと思います。

　コンテンツ事業者、一般企業、自治体、

サービスプロバイダという方達はこのブロ

ードバンドというのをキーワードにさまざ

まな事業・サービスをトライアル中です。

コンテンツ事業者の視点からブロードバン

ドを見ると、例えば音楽というコンテンツ

は今、ＣＤパッケージというものを中心に

流通していますけれども、もともとはデジ

タルコンテンツですので、ブロードバンド

でやっていこうということになると、新た

な販売チャネルが生まれるということにな

ると思います。

　一般企業、自治体もかなりホームページ

を立ち上げていらっしゃいますけれども、

うまく顧客や国民とインタラクティブにや

っていくツールがやっと出たのではないか

と思います。インターネットの特長である

双方向性、インタラクティブにいろいろや

りとりできますよ！ということは重要なポ

イントです。今までのいわゆるダイヤルア

ップ接続だと、ユーザーは電話料金を気に

してすぐに切ってしまう。そうすると双方

向な関係といってもなかなか難しかったも

のが、常時接続が可能なブロードバンドに

よって、やっと双方向ということが機能し

だしそうだということです。

　ＩＳＰ等のサービスプロバイダにとって

は、最近ＩＴ不況という言い方がされます

けれど、なかなか苦しい中で新たにブロー

ドバンドを引き金にしてこれからビジネス

を拡大していこうという立場があるのかな

と思います。

　このように、各立場でブロードバンドの

意味するものは異なりますが、ここでは、

ブロードバンドとは、アクセスに限らない

伝送インフラネットワークで、特に、新た

なインタラクティブ（双方向）なメディア

としてうまく使えるツールとして位置付け

たいと思います。

　ここではブロードバンドの現状動向をま

とめています。今の日本のブロードバンド、

先ほどのＡＤＳＬ、ＦＴＴＨ、ケーブルな

どのアクセスユーザ数は、先月時点で 150

万ユーザーです。大体日本のインターネッ

トユーザー世帯の８％弱くらいにもうなっ

ているのが現状です。今はケーブルが多い

ですけれども、ＡＤＳＬが非常に伸びてい

るという状況ですね。絶対数でいうと、お

隣の韓国がもう 600 万世帯（2001.9 時点）

くらい。アメリカは国土も広くて人口も多

いですけれど、約 800 万世帯（2001.3 時点）

というところです。その２国と比べると、

まだまだこれから伸びるというところだと

思います。

　日本でブロードバンドアクセスが急速に

伸びているのは、先ほど申し上げた通り、

比較的安いサービスを提供するアクセス事

業者がいろいろ出てきていて需要を伸ばし

ているということと、ＸＳＰって横文字を

書いていますけれど、新たなサービスプロ

バイダが出てきてインターネットビジネス

を支援・促進している。こういう環境をお

さえる必要があると思います。今までイン

ターネットを使う場合、キャリア等ネット

ワーク事業者がいて、それをつなげるＩＳ

Ｐというのが中心でした。最近は、ｉＤＣ
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（インターネットデータセンター）ですと

か、ＣＤＮ（コンテンツデリバリーネット

ワーク）というような情報流通インフラの

事業者がどんどん出てきて、このようなＸ

ＳＰの出現により映像・音楽等のリッチコ

ンテンツ流通の環境ができつつあるという

ことを指摘したいと思います。

　ブロードバンドは、いろいろな方たちの

期待とともにユーザー数も今どんどん伸び

ている、サービスプロバイダの環境も整い

つつあるというなかで、今後どうなってい

くのだろうかという見通しを私ども三菱総

研が行った調査をもとにまとめます。これ

はＩＴ戦略会議の戦略目標、2005 年で 3,000

万世帯というのになるというのに比べ低い

見通しを出しているのですが、それでも2005

年で約 1,500 万世帯の方には確実に使って

いただける非常に大きなチャネルとなると

考えています。市民、コンシューマーとの

新しいチャネルとして日本には根付いてい

くのではないかと想定しています。この見

積りは、ややｅ－ＪＡＰＡＮ戦略の目標か

ら低いのですけど、今日のテーマであるコ

ンテンツ事業がどんどん活性化して、ビジ

ネスがうまくまわっていくことによって、

ブロードバンドに合った素晴らしいコンテ

ンツが流通されれば、当然のことながら e

－ＪＡＰＡＮジャパン戦略が目標として掲

げているこれより大きなブロードバンド世

帯への普及が期待できると考えています。

　今後も伸びるということを今申し上げま

したが、本日のテーマの一つであるブロー

ドバンド時代が本当にくるためには、今課

題というのはどんなところにあるのかをま

とめたのがこちらの資料です。

　ここにコンテンツが流れるブロードバン

ドネットワークの流れが書いてあります。

ここに書いてある４つの課題をうまく解決

していくのが重要かと思います。特に一番

右上に書いてあるブロードバンドネットワ

ークを使ってコンテンツ事業者さんが儲か

るビジネスモデルはどんなものだろうかと

いうことが最大のポイントと思います。コ

ンテンツ流通を促進するための、事業者の

立場、それを支援するサービスプロバイダ

の立場、行政、自治体、国の立場を具体化

できればと思います。

　当然ブロードバンドを引っ張っていくの

はユーザーのニーズです。これについて２

つの事例をあげます。まず日本の事例。こ

れは昨年 12 月ですからもうかなり古いデー

タですけれど、三菱総研が行ったものです。

もう一つは、アメリカでのブロードバンド

に対する一般の人達のニーズ調査結果（Ｓ

ＢＣ社）です。

　これを見ると、日本のユーザーニーズは、

現時点では電話料金を気にしながらインタ

ーネットをしていた人達が、常時接続にな

って、メール等も早くなる、固定料金にな

る、ネットサーフィンが速くなるという、

常時接続で高速アクセスが出来ることが中

心です。基本的に今までのインターネット

利用のイライラ感の解消ということだった

と思います。

　ただし右側のアメリカの事例で見ていく

と、本当にいわゆるリッチコンテンツとい

うふうにいわれている写真、映像、音楽、

あるいは自分の顔。人っていうのはある種

最大のコンテンツですけれど、そういうも

のの流通が求められるということになって

おります。

　日本は今年が実質的にブロードバンド元

年だと思いますけれど、これがどんどん熟

成されるとこれからはリッチコンテンツに

対するニーズが高まっていくと考えます。

　これから２枚ほど、もうすでに日本でも

ブロードバンドのコンテンツビジネスが始

まっていますよという一例をあげています。

これは日経新聞の情報を元にまとめていま

すけれど、映像、音楽の分野、あるいはス

ポーツ、教育研修という分野でいろいろ始

まっています。

　一つの方向性としては、エンドユーザー

から直接お金をとる有料課金モデルでビジ

ネスを仕掛けていこうというトライアルが

出てきたことが特徴的です。いろいろなサ
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ービス、例えばこの表でいうと今人気があ

る歌手のライブをやるというところですと、

ネット上でＳ席というのを配置して 1,600

円という値をつけています。こういう人気

がある歌手などのコンテンツをうまくキー

プして料金をつけていこうというところが

ポイントになっています。事業者は、先ほ

どもｉＤＣ、ＣＤＮといういろいろな事業

者が出てきたと申し上げましたが、そうい

う事業者さんがうまくサポートしてコンテ

ンツ事業者さんとともにビジネスを展開し

ている事例です。

　これはスポーツ、ビジネス、教育分野で

すけれども、ここで一つ指摘したいのは、

教育の単金、料金の高さです。当然教育は

ユーザーもしっかり勉強したいっていうニ

ーズが高いし、そのコンテンツの魅力ゆえ

に高い料金設定が可能なので、今 e ラーニ

ングが注目されていると思います。日本で

もこういうトライアルがされてきたという

ところを指摘したいと思います。

　これ以降は具体的な先進事例を見ながら、

今日本では有料課金を含めたトライアルが

始まっているけれども、今後どのようなブ

ロードバンド・コンテンツ流通のビジネス

モデルがでてくるか考えたいと思います。

　ブロードバンド・コンテンツは、ストリ

ーミングなどリッチコンテンツを流すだけ

なのだろうかというと、もっといろいろな

事例があります。例えばアメリカの Yahoo

はファイナンスビジョンという金融サービ

スを行っています。これ、どんなサービス

かというと、ちょうどストリーミング画面

では女性が金融ニュースを放送のようにお

話しています。例えばある会社の株は、テ

ロの問題でこういうインパクトがあってこ

う下がっている、というようなニュースを

映像で流している。そうすると他の画面で

は、例えばインターネット検索によりその

会社の株価を調べ、その会社の情報をいろ

いろ収集できるような仕掛けを同時にでき

るような環境にしています。

　キーワードとしてインタラクティブとい

うのを申し上げたいわけですが、こういう

コンテンツを流しながら、ユーザーはカチ

ャカチャとキーボードを打っていろいろ情

報収集したり、そういうインタラクティブ

な関係を作れる。こういうコンテンツの流

し方の仕掛けも考えどころだと思います。

　次に韓国の事例です。ご紹介したいのは

韓国のエンタテイメントサイトの事例です。

ここではキーワードとしてコミュニティと

いうものをあげたいと思います。これ、ど

のようにやっているかというと、音楽サイ

トで、一つ画面で歌手のビデオクリップが

ストリーミングで流れている。すなわち歌

手が映像クリップ付きで音楽が流れていて、

ある部分までただで視聴できる。これは今

日本でも行われています。

　それと同時にネット上でいろいろチャッ

トができる。すなわちコミュニケーション

しながらネット上にいる友達同士で｢この曲、

いいね｣っていうように感想を述べ合いなが

らコミュニケーションして、一緒に同じコ

ンテンツを見ている、こういうようなサイ

トの例です。当然このサイトではこの歌手

のＣＤを売るとか、あるいはデジタルコン

テンツとして売るというような仕掛けを持

っているわけです。コミュニケーションも

無く家でひとり暗くコンテンツを視聴して

いるとなかなかｅ —コマースで買おうとか

ということにはなりにくいですけど、友達

が集まっていろいろ情報交換する中で、「こ

の歌手、ここがいいね」とか、「ちょっと

ここがね」というようなコミュニケーショ

ンしながら、じゃあ誰か買ったらっていう

ような話題で、どんどん音楽コンテンツの

e－コマースが進んでいく。そういうときに

音楽という共通の関心がある人達が集まっ

てそこでコミュニティができて、そこに音

楽関連のコンテンツが流れていく仕掛け、

こういうのもひとつの方向性かなというふ

うに思います。

　ブロードバンド・コンテンツ流通モデル

としては、コンテンツ・プロバイダとエン

ドユーザーの間に、例えばストリーミング
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の一方的な垂れ流しを越えて、うまくイン

タラクティブな関係をつくっていくことで

すとか、コミュニティのようなものをつく

っていく。そのなかのコミュニティ・イン

ターラクティブの核となるのが、リッチコ

ンテンツというような形で、ブロードバン

ドのインタラクティブ性を使ったコンテン

ツ流通の形を作っていくのがポイントにな

ると考えます。先ほどの米国の事例、韓国

の事例などから、このような仕掛けでコン

テンツ事業者が儲かるビジネスモデルをど

んどん作っていただければなというのが一

つのメッセージです。

　そんなコンテンツ流通のモデルをコンテ

ンツ事業者だけが頑張っていけばできるの

かというと決してそうではなくて、さまざ

まな技術を提供するいろいろなサービスプ

ロバイダと連動してやっていくという流れ

が中心です。コンテンツ流通のために、ど

んな技術に注目すべきだろうかというとこ

ろを最後に何点か申し上げたいと思います。

　ここに書いてあるのは、いわゆるコンテ

ンツ事業者さんの悩みということですね。

上の２つというのはコンテンツ配信技術に

関するものです。「俺はコンテンツのプロ

だけど、別にネットワークのプロじゃない。

それにいろいろネットワークの運用管理っ

てややこしい」という観点ですとか、「少

なくとも今までのナローバンドは、あれは

見るに耐えない映像ストリーミングしかで

きない。本当に品質の高いきれいな映像を

流したい」というニーズ。あと、「ブロー

ドバンドに合った映像コンテンツ作りを支

援するシステム」。そういうところについて

いろいろ問題がある。最大の課題は、やは

り一番下に書いてある、ほんとに儲かるの？

ということですね。このへんがコンテンツ

事業を進める上での悩みかと思います。

　１つ目の注文技術、これは先ほど申し上

げたコンテンツデリバリーネットワーク、

インターネットデータセンターですけれど

も、これはリッチコンテンツをきれいに配

信する技術です。これは積極的に使ってい

こうというのが１つの提案です。

　時間の関係で細かい説明は省きますが、

ブロードバンドのネットワークができたら

本当に映像とか音楽のリッチコンテンツが

きれいに流れるかっていうと、まだまだ現

状ではそうなっていません。これは日本も

アメリカも韓国もそうです。そのためにＣ

ＤＮは、コンテンツをユーザーのすぐ近く

に置くネットワークの仕掛けで、コンテン

ツをきれいに流す技術として注目されてい

ます。

　それからもう一つは、ＤＡＭ（デジタル･

アセット･マネージメント）といわれている

ものです。先ほど申し上げたとおり、本当

にブロードバンドに合ったコンテンツって

何か？はまだまだ手探りの状況だと思うの

です。

　あるコンテンツ事業者は立派な映像作品

を持っており、１時間近くの作品を放送し

たりＤＶＤを作っている。ただ、１時間の

コンテンツをパソコンが中心のブロードバ

ンドで見るのはなかなかしんどいですよ。

　ここに米国のニュースケーブル放送局で

あるＣＮＮの事例を出しましたけれども、

ＣＮＮはこのＤＡＭという技術を使って新

しい試みをしています。すなわち今テロの

事件が出ていますが、ＣＮＮはニュース専

門のチャネルで、大体 15 分とか 30 分で１

つの放送パッケージ、すなわち番組を編成

しています。30 分、15 分のなかにテロの問

題でアフガニスタンに関連するもの、パキ

スタンに関連するもの、日本を含めて全世

界の動きに関連するもの、ブッシュ大統領

に関連するもの、仮にそういうようなテー

マで５分ずつ６個のもので 30 分の番組を作

ったというふうにしてみると、テレビでは

５分のものが６個続いて 30 分の番組になっ

ているわけです。

　インターネット上では、ブッシュ大統領

の動き、日本政府、フランス、ドイツなど

外国の動きという形のテーマに切り出して、

各テーマをカタログ化して流しています。

　そうすると、エンドユーザーとしてはテ
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ロには関心があるけれども特に諸外国の動

きを知りたいという自分のニーズに合った

ところだけの５分間の映像ファイルを見る

ことができる。このようにコンテンツを切

ったり貼ったりしてコンテンツ資産価値を

高めていくＤＡＭという技術が出てきてい

ます。こういうものが注目すべき技術とし

てあるかなと思います。

　最後にもう１つ注目すべき技術として、

コンテンツ流通ビジネスが儲かるか？とい

うことですが、いろいろなサービスプロバ

イダがコンテンツ事業者のビジネス自体を

支援する仕掛けを作るトライアルをしてい

ます。キーワードとしてパーソナル・イン

ターネットサービスをあげます。インター

ネットって、エンドユーザーの顔が見えな

いなかでやっているサービスですね。今後、

例えば音楽サイトであれば、ユーザーの顔

が見えて、１対１の（One to One の）関係

を作って、そのエンドユーザーの嗜好に合

った動画広告を挿入していくとか、そのエ

ンドユーザーの嗜好に合って、その人独自

の、ここではパーソナルライズと書いてあ

りますけれども、そういう仕掛けを持って

One to One の関係をつくっていく。それに

よってコンテンツ事業者サイドのほうに動

画広告の媒体収入を計上することが出来る

ようになります。また、１対１の関係が作

れるようになることで、よりコンテンツ事

業者が自分のコンテンツ資産を高めるよう

な仕掛けができる。こういうようなコンテ

ンツ事業自体を支援するネットワークサー

ビスが出てきています。

　最後に私のメッセージをまとめます。ブ

ロードバンドは今もどんどん急成長してい

るし、今後も伸びていく。コンテンツ事業

者の事業モデルとしては、単なるストリー

ミングの垂れ流しというよりも、インタラ

クティブやコミュニティとセットにしたコ

ンテンツ価値を高めることが重要になる。

最後に３つほどあげましたが、コンテンツ

流通を促進する新たな技術が出てきている。

ブロードバンドでコンテンツが流れる仕掛

けはかなり整備されつつあり、あとは人間

の知恵の勝負に入っているとお伝えして私

のプレゼンは終わりたいと思います。

稲垣： はい、どうもありがとうございまし

た。大変わかりやすく、ブロードバンドの

日本における現状、それから海外で進んで

いる部分のご紹介をしていただきましてあ

りがとうございました。３人のプレゼンテ

ーション、続けて次々と進めていきたいと

思います。

　続きまして、名護市ＩＴ推進室長の鈴木

邦治さん、沖縄北部地域、どうなっている

か、どうしていくのか、よろしくお願いし

ます。

鈴木： おはようございます。私は、目線を

もっと下の市民レベルの話という形になっ

てお話をしたいと思います。時計を毎日持

ってなくて、腹時計でいくものですから、

時間 20 分を守れるかどうか分からないので

すけど、そのへんはよろしくお願いいたし

ます。

　昨日の夜、この資料を作りましたので、

できたてのほやほやです。準備不足という

ところがあるのですが、ブロードバンド時

代の地域コンテンツ流通のあり方、地域の

中でのコンテンツ流通というのは将来どの

ような形にしていったほうがいいのかとい

うような話をさせていただきたいと思いま

す。

　注意書きが下にありまして、この資料は

現在個人的な構想ということで私が勝手に

話しているだけで、名護市の考え方という

ところまでいっていません。名護市の考え

方は研究会Ａで、うちの市長が堅い話をす

ると思いますので、こちらは柔らかい話を

したいと思います。

　本題に入る前にまずはＰＲということで、

名護市マルチメディア館の秘密を、ここに

来られた方だけに内緒で教えたいという部

分があります。

　今写真に出ている名護市マルチメディア
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館、今回やっと２階の部分に住むことがで

きまして、11 月 1 日から新規企業が６社ほ

ど入ってくるようになっています。「マル

チメディア館をなんで作ったの」とよく聞

かれますが、うちの市長と酒を飲みながら

話していたら、「鈴木君よ、若い人が住め

るようなまちづくりやってみないか」とい

うのです。私は去年 10 月採用で、やっと１

年たったばかりの公務員ホヤホヤなのです。

それまで自分で会社を持ってシステムイン

テグレ－トやコンサルをしたりして、小さ

い４人ほどの会社を経営していました。市

長が「面白いことがあるから行政に入らん

か」という言葉に、給料は数分の１になっ

てしまったという生活をしています。

　基本的なコンセプトとして、地域に若者

が住むには仕事が必要でしょう。「では仕

事を作りましょう」ということで、作るか

誘致するかということになるわけです。で

すが、何もないところにそういうものを持

って来て仕事があるかというと、まずない

わけです。優秀な人材がいるかって、いる

わけないです。業務上に必要な環境がある

か、通信インフラ等があるかっていうと、

それもない。ないない尽くしで最初はスタ

ートしたわけです。地域に優秀な人材をつ

くるのは時間がかかりすぎますから、「企

業が進出しやすい環境をつくろう」という

ことで、手っ取り早く通信環境という部分

にお金をかければすぐにできるだろうとい

うことで、通信インフラの部分から始めま

した。

　今現在、役所から年間１億円近い金額が、

情報処理の費用として毎年計上されていま

す。それを外に出さないで地域に少しでも

落としたらどうか。そうすればそういう地

域の仕事、産業もいくらかは成り立つでし

ょう。市役所の仕事は極力地域に発注する。

あと、住む人のための住環境整備等もやっ

ていかなければいうことが今取り組んでい

る部分です。目標としては、地域に企業自

体を根付かせてしまう。コンテンツとかＩ

Ｔ産業といわれている部分を根付かせる。

そうすることによって若者が地元に就職で

きる。人口増加につながり税収が増加して、

そのお金を使って福祉が充実する。その結

果として老後も安心というハッピーな世界

をつくろうと、安易な考え方でしようが現

在こういう仕事をやっています。

　スタートは平成 12 年の４月 28 日、２年

ほど前です。この翌日、サミットの開催が

決定しました。増築が今月の初めに完成し

ました。なんで増築したかというと、下の

１階のフロアには 11 ブースあるんですけど、

そこがずっと満杯状態なのです。待ち企業

が十何社おられたものですから、じゃあ早

く作ろうかということで作ったという経緯

があるわけです。

　入居企業は今現在９社、11 月から 15 社

ということで、６社が新規に入ってきます。

そのうちの２社は外資系です。外資系とい

いましてもコリアンテレフォン、つまり韓

国の電電公社と香港の証券会社が入って来

ます。今現在 170 名が、働いています。予

定の入居企業を加えると、11 月から 220 名

になります。ここで 50 名ほど増えて、来年

の今頃に 300 人くらいになっていると思い

ます。北部で 300 人の雇用というと、オリ

オンビールを抜いて、働く場として断トツ

の職場となります。

　年間の利用者は、平成 12 年度で延べ 7,000

人。マルチメディア館に営業で来られたり、

教室を使われたりとか、見学に来られたり、

機材を使われたりというので 7,000 名です。

　パソコン教室の受講者は１年間で延べ約

1,380 名です。

　具体的になぜこんな形で結構使われてい

るかというと、実際はハローワークとか再

就職を求めている方々がメインになってい

るのです。技術修得のためにマルチメディ

ア館のパソコン教室に来られると、無料で

ワープロだけでも３日間、計 18 時間利用で

きます。基本コース、応用コースもありま

すし、エクセル、インターネット、いろい

ろなコースがありまして、すべて受けると

約１カ月かかります。それとか３カ月コー
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スというのも作ってありまして、ホームペ

ージの作り方等、すべて無料で受講できる

ような形になっています。

　優秀な生徒さんは、そのままマルチメデ

ィア館に入居されている企業に人材という

ことで供給されていくわけです。マルチメ

ディア館の入居企業は、ベンチャー企業と

いう性格からお金をあまり持っていません。

人が増えたからといってすぐに機材を自分

たちで買うわけにいかないものですから、

マルチメディア館に入っているＴＡＯの共

同利用センターの機材を使ったり、うちの

スタジオとかいろんなものを使う。そうす

ると利用頻度がとてもアップするわけです。

アップすると、世の中からは成功事例だと

誉めていただけるという流れになっている

のです。

　ここでポイントして覚えていただきたい

のは、物事は流れがすべてあるということ

です。まちづくりにしても流れを作らない

と、なかなかうまくいかないという部分が

ございます。名護市全体のまちづくりの流

れをどのように作っていくかというところ

で、今現在やっている部分ですが、名護市

ファイバーシティ事業を行っています。平

成 12 年度の補正事業の「域イントラネット

基盤整備事業」というのをとらせていただ

いて、約６億円かけて名護市全域に光ファ

イバー網と無線ＬＡＮにより、公的な場所

をすべて接続しました。幹線・光ファイバ

ーの部分は、ギガビットイ－サを使ってお

ります。１ギガの回線を使ってマルチメデ

ィア館とか行政施設、今度できることにな

っています国立高専、あと公民館、支所等

を結びます。55 の公民館全部を接続してい

ます。役所内のＬＡＮから医師会病院、観

光協会、物産センター、道の駅、図書館と

か名桜大学がつながっていまして、あと小

中学校 26 校のすべてに接続されています。

小中学校には大手企業さんから寄付をいた

だいて、ネットワークコンピューターを 270

台ほどいただき、それを各学校に配って、

子供達はそれを休み時間に自由に使えます。

それを使うことによって、子供達の情報に

ついての教育的な部分、リテラシーの向上

に役立っているのではないでしょうか。

　これをやるにあたって当然ながら先生の

教育も必要なわけで、名桜大学の一教室を

借りて半年ほど先生のための先生を置いて、

先生方が空いている時間に自由に来られて

勉強ができる環境を作り、名桜で教えてい

る方々を昼間は小中学校に行っていただい

て、現場で直接の話等を、ヒヤリング等を

行ってきたというのもあります。

　現在、名桜大学の図書館に行かなくても

このイントラから本の検索をして予約する

ことも可能になっていますし、さらに名桜

大学の大きなホールを使って行う客員教授

の講演を、このネットワーク上に流すとい

うことを今準備中です。

　北部医師会では、岸本課長が手掛けられ

たＩＴ装備都市（の委託事業）を実施して

います。そこでは電子カルテを用いて、患

者のいろんな検査データを映像データベー

ス化し、ＣＴで撮ったものとかいろんなも

のをデータベース化されて、北部全域の会

員の開業医の皆さんが回線を使ってその映

像を見たり、北部全体で一つのカルテを使

うという実験を現在準備をされております。

　そういう形でブロードバンドにおけるコ

ンテンツは、本当に地域に根ざしたものを

どんどん作っていかないといけないでしょ

う。この前の９月議会は、名護市のボラン

ティアの方々が、役所の中に流れている議

会中継の映像をそのままネットワーク上に

流し、公民館からそれを見ることができる

というようなことをされているのです。私

達行政側がしなくても地域の方々がいろん

な実験をされてこられて、徐々にそういう

芽が出てきています。公民館も中心になる

人がおられるところは「ＩＴ友の会」とい

う会を作られています。そこでは会社を定

年された方々とか、そういう方々が中心に

なって活動されているわけです。ホームペ

ージの作り方とかを、自分たちで勉強して

います。その友の会のメンバーが交代で先
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生になって自分たちで力をつけている形を

とっているところもございます。

　「ＩＴ友の会」では、地域の運動会なん

かをビデオで撮って配信するのだっていっ

て頑張っているわけで、そういう形で、コ

ンテンツっていうのは本当に市民の人たち

が作るところまできていると思っています。

　このファイバーシティ事業で構築した回

線を、名護市自体もそのまま利用していま

す。マルチメディア館からの回線が切れる

と、名護市の行政的な部分と小中学校すべ

てのインターネットが利用できなくなりま

すが、そのほうが安上がりです。サーバー

セキュリティもそこでかければいいし、有

害画像が見られないようにフィルターもそ

こで一括してかければいいわけですから、

とてもそのほうが安上がりかなと思ってい

ます。

　ファイバーシティ事業を核にして、徐々

に名護市自体の地域情報化を進めています。

イメージ的には現在サーバーの置かれてい

る７つの拠点があって、その拠点自体では

自分たちでコンテンツが作られる、ホーム

ページが作られて自分たちで流していると

いうようなことをしております。

　本年度、エディマートという実験事業を

名護市ですることになっています。エディ

マートという名前は、琉球新報の記事から

とりました。小中学校の授業で使える映像

やソフト、教育コンテンツを集めた教育情

報のコンビニエンスストアをインターネッ

ト上に作る総務省のエディマート構想で、

全国展開に先駆けた実験運用が 2002 年１月

から沖縄県内で始まります。沖縄県内は名

護市でございます。

　教育用コンテンツを学校にいながら自由

に選び、支払いはネット上で使える擬似貨

幣で行える計画ということになっています

が、まだそこまでいかないですよね。企業

と学校が双方向でコンテンツの充実に向け

て、意見を交わすなど教育情報化を推進す

るということで、一応教育委員会の方と企

業さんとで今勉強会自体を開いておる最中

です。

　その中のコンテンツには、宇宙開発事業

団とかマルチメディア館のところに建てて

いる国際情報海洋センターのコンテンツが

予定されています。そこは何なのかといい

ますと、深海 6,500 とか 2,000 が海底で撮っ

てきた映像をそこでデジタル映像化しデー

タベースするというところで、そのデータ

の中には、撮ったときの気象状態・海流の

流れ等、いろんな情報も一緒にそこにデー

タベース化されるものですから、使い方と

してはいろんな使い方ができるでしょう。

海で仕事をされている方がそのまま使うこ

ともできるでしょう。小中学校では深海が

どういう状態なのか、例えば伊平屋のとこ

ろにトラフがあり温水が海底から出ている、

いろんな映像がその中にデータベースされ

ているものですから、それを子供達が自分

達で検索をかけて見たいときに動画で見る

ことができます。そういうデータをイント

ラネット上で流しましょうということで、

今年実験することになりました。政府の研

究機関等の組織からデータをいただいてそ

れをサーバーに全部登録し、それを動画配

信して見せていくということです。アクセ

スがあったものに対しての課金方法につい

てもその中で実験していこうということで

す。

　今年そういう実験をしていくわけですが、

名護市だけが情報化してもしょうがないで

すから、北部 12 市町村全体をやっていこう

と、今北部 12 市町村の方々と毎月 1 回集ま

って情報化についての勉強会を行っている

最中でございます。今北部広域圏のＩＴ推

進全体イメージを検討し、北部イントラネ

ットを作ろうと考えています。名護のイン

トラネットは行政しか使えない、公的な部

分しか使えない線ですが、北部イントラネ

ットは民間の方々、個人の人、企業、行政、

すべての方々が使えるような線をひきまし

ょうかということで、現在計画していると

ころです。国と現在これを調整中です。今

年できれば調査に入れたらなというところ
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までは考えています。これをすることによ

って、北部全体の産業の振興、それと人材

育成、行政サービスの向上という３本柱が

達成出来ます。

　現在国が進めております電子自治体、こ

れも市町村は 15 年までにやらないといけな

いという話になっております。申請業務は

すべてネット上できるようにとか、いろい

ろな住民サービスをするような形になって

おります。隣のＡ研究会の方で、そのへん

の話を今日討議しているわけでございまし

て、そのへんは向こうに任せて、あと人材

育成にふれます。

　北部全域でこういうことを始めますと、

どうしてもコンテンツを作る人材とかネッ

トを管理する人材、ＩＴ関係のいろんな産

業で働くいろんな人材が必要になってくる

わけです。それが産業振興とつながってく

る部分があります。現在、国頭村は嫁不足

と言われています。若い人達がいないとい

うので、北部自体がどんどん高年齢化して

いるということです。沖縄はよく日本全国

で長寿県といわれていますが、沖縄県内で

も長寿地域は国頭、大宜味、その近辺に老

人が多いわけです。

　なぜそういう方々が長生きしているかと

いうと、のんびり暮らしているというのも

あるのですが、本当は嫁不足で過疎になり

つつあるっていうので困っている部分があ

ります。それを食いとめるためには広域ネ

ットがあれば止めることができるのではな

いか。地域の既存産業を活性化することに

よってそこで作物を売る。売るためには個

人ひとりひとりがホームページ作って売っ

てもどうしょうもないわけで、そのために

地域のためのコールセンターを作る。そこ

に高校を出た女の子が就職して地域の方々

と結婚されて、そこで嫁不足の解消と実際

的に住みつく若い人達が増えてくるという

うまいことができるのではないかという甘

い考えで現在進めてきているところもあり

ます。

　ＩＴの人材育成構想を、ない知恵を 10 人

ほどでしぼりあげましてこれを作りました。

ビギナーというこの下の部分では、小中高

校とかＩＴ講習を国が主導権を握って市町

村でやられているのがあります。このビギ

ナーとは、ワープロが使える、インターネ

ットを見ることができる、表計算が使える

というレベルの方々を裾野でいっぱいつく

りましょうという部分です。

　その上にジェネラリストが、ビギナーよ

りも技術を持った人を、この部分を名桜大

学とか国立高専、ポリテクカレッジ等でう

まく養成していきましょうかと。

　問題はその上の部分の２つです。エキス

パートっていうのはよく新聞とかマスコミ

でいわれている大学院、大学レベルのこと

をしないといけないでしょう。ということ

は、この頂点の部分の数十人の人間を年間

につくることが可能になれば、ピラミッド

はできてくるのではないか。

　スペシャリストの部分は名桜大学さんに

もうちょっと頑張ってもらう。そういうＩ

Ｔ関連の研究所とか企業さんに来ていただ

いて、ある程度、名桜とか国立高専を出た

人達をそこで教育してもらえたらなんとか

なるのかなというふうには思っているので

す。こういう形で人材育成もやっていかな

いと地域としてはやっていけない。

　一番の問題は、既存産業との整合性です。

日本全国の地域、自治体の方々もそうです

し、名護市もそうなのですけど、ＩＴ企業

の誘致というのにとても力を入れてやって

いるわけですが、それは一部の人間がそこ

で働くだけの話であって、地域の人がみん

なそこで働くわけじゃないわけです。さっ

き人材育成でピラミッドがありましたけど、

そのピラミッドの頂点の２つくらいの部分

が、ＩＴ産業がくればいいのかなという部

分であるわけです。既存産業は、産業の裾

野を占めている一番多い部分です。

　その既存産業がＩＴの恩恵を受ける必要

がないのかというとそうではありません。

ここに農業を例にあげていますけれど、人

間、食っていかないといけないわけで、農
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家がいなくなっちゃったら、海外から全部

輸入するしかないわけです。今現在、自給

自足をすると日本というところは 40％しか

供給できない状態にまできています。その

既存産業を活性化するためのＩＴ研究所的

なものを作ったらどうかと考えています。

農業をやっている人たちというのは、なか

なかＩＴの高度な技術というのはわからな

い。ＩＴの技術を持っている人は、農業と

か漁業とかいろんな既存の産業がよくわか

らない。ノウハウがないわけです。それを

融合させるような研究所を作って、そのな

かでシステム開発を両方が力を合わせてす

ることによって、もっと大きな成果が期待

できるのではないでしょうか。ＩＴハード

ウエア企業がこちらにこられて研究所を作

られて、地域の産業の代表の方々と力を合

わせて、ここでしたら一番農業が考えやす

いのですけれど、農業としていちいち毎日

畑に行って水をまくのか、温室だったら毎

日一定の時間になったら温室の窓を閉めに

行くのか、そのことを全部ＩＴ化すれば行

かなくてもいいわけです。それとか携帯電

話で 1 番を押せば水をまく、２番を押せば

閉めるとかそういう実験をして実際に使え

るようにしてしまえばもっと農業が楽にな

るわけです。そうすることによって農家の

人の労働力っていうのも当然ながら軽減さ

れるわけです。

　あと、ＩＴ技術を使うことによって品質

の向上をさせることも可能です。今北海道

で実験的に使われています衛星写真を撮る

ことによって、どの稲田がまっ黄色になっ

て熟しているから今刈ったらいいぞ、この

田んぼはまだだぞというような実験を現在

やっています。そういうことをすることに

よって、最良の時期に刈り取りができると

いう品質の向上ができるわけです。そうす

ることによってランクがアップするわけで

すから、収入がアップするという流れも作

れる。それとか、先ほど途中で話を切って

しまったのですが、ＩＴ企業は、農業に対

してシステムで売ることができるわけです。

ということになれば、この沖縄北部だけで

はなくて日本の各地域、アジアに対しても

世界に対しても提案していけるようなもの

も作れるのではないかと。内容的にそこに

センサーをもう少し自動化するとか、農作

業をデータベース化することによって、今

までは熟練した人がこの季節になったから

種をまくというような勘でやっていた部分

をデータベース化することによって、若い

人達、学校を出たての人達でもプロの熟練

されている方々と同様にできるんじゃない

か。あと、気象情報とか、台風がどうのと

か先にわかるのだったらそれに対処する方

法というのもまた作ることもできるでしょ

う。あと、畑の映像監視ですね。カラスが

くるとか害虫がきているとか、そういうの

は家にいても見ることができるのではない

ですか。

　こういうことになれば、実際的にブロー

ドバンド、太い回線、光ファイバーが畑ま

で必要になってくるわけです。そのシステ

ムを作るコンテンツとかハードウエアにし

てもそうですが、そういう企業さんもまた

そこに生きる道が出てくる。企業をこっち

に呼ぶためには、仕事が必要でしょうと書

いてあったと思うんですが、仕事を作るこ

とができるのですよ、田舎でも。私は名護

に住んでいますけど、都会は都会なりのＩ

Ｔのやり方があるのですよ。田舎は田舎な

りのＩＴの技術を使った街のつくり方って

いうのもあるでしょう。うちは田舎だから

田舎のやり方を自分なりにいろいろと考え

ながら、こういう情報化を進めてきていま

す。そうすることによって産業もまた新た

に興すこともできるし、いろんな方々がそ

こで就職するという、最初にうちの市長と

話したことがまた生きてくるわけです。

　そこの絵のようにＩＴの技術を使うこと

によって、それとブロードバンド、光ファ

イバーを使うことによって、公共施設だけ

じゃなくてハウス管理から在宅医療から、

いろんな農家が使ったり、学校が使ったり、

防災に使ったり、そこで作られたものを都
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市型ＩＴ施設という、市場に送り出すとい

うこともそれを使えばできることです。そ

うするとこの中にすべてのコンテンツが必

要です。ハードがあってもどうしょうもな

いですから、その中身を作り上げないとい

けない。コンテンツを作り上げないといけ

ない。ですから田舎なりのコンテンツ流通

のイメージは、いろんな産業、いろんなも

のに対して必要になってくるでしょう。一

般的によく言われているのは、教育とか医

療とかいろんなコンテンツが言われており

ますけれど、徐々にそういうひとりひとり

の農家の身近なところ、漁業をやっている

人たち、地域に住んでいる人達の身近なと

ころのコンテンツの流通が必要になってく

るという部分が、地域から考えてくると本

当に必要になってくるのです。

　これで私のコンテンツ流通についての話

を終わります、どうもありがとうございま

す。

稲垣： どうもありがとうございました。大

変面白いお話で、ブロードバンドとカラス

と嫁不足がすぐ隣り合わせの場所にいるっ

ていうのが、非常によくわかったのですけ

ど。

　三人目は経済産業省の岸本課長ですけれ

ども、岸本課長には「ブロードバンド時代

のコンテンツのあり方」ということで、コ

ンテンツ産業の現状、それを取り巻く環境、

そして政策の方向性ということでお話をい

ただくことになっています。よろしくお願

いします。

岸本： 二人の発表をとても面白く聞かせて

いただきましたが、佐々木さんの話は、要

するにブロードバンドは相当のスピードで、

いわゆる管（伝送路）はできます、という

話のヒントを与えていただいたと思います。

鈴木さんの話も、地域によって、行政によ

ってはものすごく先進的になさっていると

ころがあると、したがって、これもブロー

ドバンドのインフラを整備するのは相当速

いスピードで進むであろうということです。

　しかし、これは地域によります。大体 3,000

以上ある地方公共団体で先進的にＩＴをや

っていらっしゃるところは、首長さんがユ

ニークか、あるいは担当者が鈴木さんのよ

うにユニークかどちらかであって、そんな

に数は多くありません。従いまして、全国

津々浦々というわけにはいかないと思いま

す。したがって、日本の人口１億 2,000 万

人のうち地域的にブロードバンドをエンジ

ョイできる人は当面は少ないだろうと思い

ます。それは仕方がないのであって、これ

からは地方公共団体の競争ですから、首長

さんがボーッとしてまともな担当者を置け

ないような地方公共団体は競争に負けてい

きます。

　ブロードバンドの時代が来ますと、なん

となくみんな薔薇色という感じがしてしま

いがちなのですが、全然薔薇色ではありま

せん。私はコンテンツ産業を見ているもの

ですから、後ほど、スライドでコンテンツ

産業が今や日本の構造不況業種となってい

る姿を示しますが、人間には時間制約と予

算制約があります。皆さんは自分のことを

考えれば明らかですが、時間には限りがあ

ります。お金にも限りがあります。したが

って、ブロードバンドになろうともコンテ

ンツを楽しむ時間というのは増えません。

ドメスティックだけ見ていた場合には、時

間は増えません。どうなるかというと、ア

ナログがデジタルに振り替わるわけですか

ら、ゼロサムです。コンテンツ業界はゼロ

サムです。

　それから、予算制約があります。皆さん

のお小遣いは増えません。それから日本経

済はこれから右肩下がりが続きます。つま

り今は不況ではありません、好況です。今

くらい景気のいいときはなかなかきません。

来年は今年より悪くなります。再来年は今

年よりもっともっと悪くなります。これは

覚悟してください。これが普通の状況です。

　今、国・地方合わせて約 660 兆円も借金

があり、財政政策は打てません。金利はゼ
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ロです。金融政策も打てません。経済構造

改革も進めなければいけない一方で、経済

構造改革が行われれば、リストラが増えて、

失業者が増えて、景気がますます悪くなる

ということです。ただ、経済構造改革をし

なければ全く日本に未来はありませんから、

とりあえず５年くらいは右肩下がりを覚悟

したうえで、５年くらいたってから徐々に

少しはよくなる、あるいはそこで底を打つ

というのを期待して生きていくというのが

私どもの懸命な生き方です。私は政府に奉

職している者ですから、何を無責任なこと

を言うのかとお叱りを受けると思いますが、

経済官僚として、本当に経済政策、打つべ

き手を持っておりません。財政も金融政策

も打てません。とにかく経済構造改革をし

て、厳しい自由競争の下で、みんなで歯を

食いしばって闘っていくしかないと考えて

います。

　そういうことを前提にお話をいたします

が、時間制約、予算制約で、コンテンツ産

業は喰い合いをしていかなければなりませ

ん。１社１社、一人一人が勝ち抜くだけで、

10 社いれば５社は倒産して５社残る。ここ

にいらっしゃるパネラーのお二人は必ず生

き残ると思いますが、そうでないところは

大変、という時代がくるのです。国として

コンテンツ政策を、あるいはコンテンツ産

業をどうやって支持するのか、支援するの

かということですが、国が今までやってき

たことは「小さな親切、大きなお世話」と

言うことができるかもしれません。国が支

援してきた産業は、例えば農業然り、通信

業も最近なんとかなりかけてはいますが、

通信、運輸、国が規制をしているところは

まともに国際競争力を持っていません。国

が保護したり育成したりするところは絶対

に国際的な競争力を持ち得ません。したが

って、私どもは直接コンテンツ産業を育成

するという偉そうな態度はとらないつもり

です。ただ、それでは私の給料分が出ませ

んので、２つだけやることはあるんだろう

と思います。ちょっとそれについてスライ

ドショーでご説明したいと思います。

　まず、申し上げましたようにコンテンツ

産業は、今大変な不況業種です。映画につ

いては、日本は世界第二の映画大国ですが、

売上げは３年連続でマイナスです。テレビ

産業、テレビだけは儲かっています。これ

はテレビ地上波５局、ＮＨＫ１局、ここが

映像産業に大きな影響力を持っているから

です。昨年、民放は市場最高の高収益をあ

げています。ただＣＳ、ＢＳはさっぱりで

すし、テレビ局もそのつもりで全然力を入

れていません。どうされるのでしょうか。

　それから、アニメーション産業です。世

界に冠たるアニメーションですが、もはや

ぼろぼろの状況です。幸い「千と千尋の神

隠し」が 200 億円を超える史上最高の興行

収入をあげました。これは良いニュースで

す。しかし残念ながら、突貫工事で「千と

千尋の神隠し」が作られた場所はお隣の国、

韓国です。日本では一気にあの映画を作る

だけの総合力を失っているのです。

　ディズニーが今年から２Ｄのアニメの外

注を日本からすべて韓国に切り替えました。

もともとアニメは内生もしていたのですけ

れども、ディズニーは今年からすべて外注

に変えました。すべて外注の先は韓国です。

安いのはもともと安かったのですが、技術

的にも韓国製で大丈夫だということになっ

たのです。日本のアニメーターの気のきい

た人はかなり初期からハリウッドに進出し

ていますし、韓国にも行っています。

　いずれにしても日本のアニメ産業は相当

しんどいと思います。もう一度言いますと、

テレビ局が強い。そして広告代理店がもの

すごく強い。これも彼らがファンディング

してスポンサーを集めてくるから仕方がな

いのです。何かあると 15％もらうというビ

ジネスモデルになっていまして、実際の制

作側は非常に厳しい状況にあります。

　例えば 30 分のアニメですが、今１週間に

60～70 本やっています。私が研究会をやっ

ている人たちですと、大手を中心に１本あ

たり 800～1,200 万くらいとなっており、こ
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れで黒字を出すのは難しい状況です。アメ

リカでは大体 30 分のアニメで 4,000 万円か

ら 5,000 万円です。最近はもっとたたかれ

て、300 万とか 400 万という話もないこと

もありません。どうやって作るのか私には

よく分からないのですが、ものすごく悲惨

な状態で、こんなところで素晴らしい人材

が育つわけがない。実際に人材も流出しま

すし、人も集まらない。

　唯一コンテンツの関係で人材が集まるの

は、これまではゲームでした。ゲームは１

社１社がリスク管理が上手でしたし、成功

したときのあがりも大きかったものですか

ら、それでゲームのクリエータは金持ちに

なれる。業界では「ゲームで成功すればい

い車に乗れる」みたいな話があって、みん

なゲーム業界に流れてきたのです。

　音楽のほうもＣＤの生産額はずっと連続

で減少傾向にあります。メガヒットと売れ

ない商品の二極化が進んでいるからです。

　ゲーム産業も、ソフトとハードで１兆円

のマーケットなのですが、これが 98 年から

３年連続で減少傾向ということになってい

ます。たまたま本年は機種の変更がありま

したのでハードがなんとか支えていますけ

れども、ハードを買う人はソフトを買いま

せん。これを、実は業界では「27 歳現象」

といっておりまして、任天堂のゲームで育

ってきた子供達が象徴的にいうと、今、山

が 27 歳なのです。27 歳になりますと、恋

人もできますし、仕事をしていると残業も

しますし、ゲームをしている暇はありませ

ん。しかしながら、彼ら、彼女達には懐か

しい思い出がありますからプレステ２は買

うのです。働いていますから３万円とか４

万円くらいは小遣いで買えますが、ソフト

をやる時間がない、だからソフトを買わな

いということです。

　その次の世代、今の中高大くらいは次の

山になるのですけれども、その下はまった

く期待ができません。なぜならゆとり教育

をやっていますから。ゲームというのは知

的忍耐力がいります。特にロールプレイな

どはそうです。今の子供はゆとり教育の影

響で５分以上集中ができません。したがっ

て、パッケージソフトはこれからは売れま

せん。

　ただモバイルを利用して月 300 円でダウ

ンロードするゲームは５分くらいで遊べま

すから、今バカ売れしています。老舗のイ

マジニアさんは今年からパッケージソフト

の販売を中止しました。すべてモバイル系

に転換しています。

　問題は著作権です。私ども、ここは何か

お手伝いできるところがあるかと思います

が、我々日本人は著作権に対する意識がも

のすごく薄いのです。例えば小学校の先生

も著作権に対する意識がありません。子供

の作文を勝手に市のコンペティションに応

募したりします。これは著作権法違反です。

大阪で問題になっています。先生が勝手に

子供の作文を市のコンクールに出して一等

賞をとった。これは完全に子供の著作権を

無視しています。子供が怒りまして、私は

先生だけに見せようと思って作文を出した

のに、それが 1 等賞だと新聞に載ってしま

った。私の著作権はどうしてくれるのです

かということで、裁判になるそうです。こ

のような場合、アメリカでは学校あるいは

先生と子供が必ず契約します。著作権者は

子供なのですから、勝手にそれを人に見せ

たりしてはいけないのです。必ず許諾が必

要なのですが、そういうことが非常に感覚

として薄いのです。

　次の問題は、不正コピーをされると、い

わゆるクリエイターサイドにインセンティ

ブがなくなってしまうということです。し

かもデジタルコンテンツは１万回コピーし

ても劣化しません。それはアナログと違う

ところですから、被害が大きくなるという

問題があります。私ども政府がなんとかコ

ンテンツ制作者を応援できるやり方として

は、とにかく不正コピーを防止する技術を

確立することだと思っています。コンテン

ツＩＤというユニークな番号を付与します。

これを、権利者の情報もメタデータで入れ
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込み、暗号化して電子透かしのような形で

埋め込んでいくのです。そうしますと、そ

れが流通している場合にモニターができま

す。それを最終的には課金をしていくとい

う技術をなんとか作れないかと考えていま

す。もちろん、これはいたちごっこになり、

100％ということはあり得ないかもしれませ

ん。しかし、少なくとも 95％くらいはそれ

でカバーできるようにしなければ、誰もコ

ンテンツを出さないということになると思

います。

　最後の段に書いてありますが、今のはバ

ーチャルの話ですけれども、リアルに海外

における海賊版の防止対策について、私ど

もは、今、真剣に取り組んでおります。こ

れは国がやる仕事だと明らかに定義ができ

ます。

　私どもがやりたいことの２つ目は、権利

処理の問題です。さきほども言いましたよ

うに、日本人は著作権に対しての意識が薄

いのですが、放送事業者さんも著作権の処

理がまずいものですから、例えば２次利用、

３次利用ができないのです。放送で 1 回流

したものは、放送としての契約しかしてい

ないものですから再放送すらできませんし、

ビデオにもできません。それらをこれから

契約する場合には、マルチユースのための

契約を何とかしていただきたいと思ってお

ります。そうしないとブロードバンドにも

乗せられないということになります。

　ところが、当然ですが、テレビ局さんは

そういうことは分かっていますので、例え

ばアニメの制作者に対して、今はないにも

かかわらず、例えばインターネットでの配

信というようなものについて、あらかじめ

契約でしばろうというようなことを考えて

います。つまり「インターネットの配信権

は俺によこせ」ということです。もともと

テレビ局によっては、著作権全部をとって

しまうような契約をとっているところもあ

りますが、我々は、それはできるだけやめ

るように頑張ろうとしています。そのよう

な標準契約書を作ろうと思って、私どもの

ほうで研究会をやっていますが、役所が標

準契約書を作っても仕方がなく、力関係が

ある以上はこれがなかなか使われないとい

うことになります。

　一方で、面白いコンテンツがないのでコ

ンテンツ業界の売上げが減っているという

ことがあります。一部にモバイルの、携帯

電話の料金が高いから、予算制約のなかで

他のＣＤとか映画とかコンテンツが売れな

いのだという人がいますが、これは間違い

です。予算制約があるのはそのとおりなの

ですが、携帯電話で友達や恋人とメールを

送ったり、｢よし子、元気｣とか「今から学

校に行くのよ」とか、くだらないことをメ

ールでやるほうが楽しいのです。

　私も子供と一緒にメールをやっています

が、楽しいです。それを越えるだけのコン

テンツを提供できない。なぜかというと人

材がいない、面白いものを作れる人がいな

い。何故か。お金が入ってこない。お金さ

え入ってくればいい人材がくるわけで、こ

の悪循環が起きているのです。結局いい人

材ができなくて、いいコンテンツが提供で

きなければ、実は番組提供者達も困るので

すが、そのあたりをなんとか良い状況にし

ていきたいと思っています。そういう意味

では、流通事業者の優越的な地位の乱用を

防止したり、なんとか制作者に資金調達を

直接していただくような仕組み、これを作

っていきたいということです。

　もう一度整理いたしますと、私どもの目

標は、まずさっき言いましたように、時間

制約はドメスティックにはございますから、

なんとか国際的に売っていく必要がある。

国際的に競争力をつけていかなければなら

ないということ。それからできるだけブロ

ードバンドでも使えるようなマルチユース

に対応した流通環境を整備すること。その

ことによって 2005 年度までに市場規模を倍

にしたい。そのためには下の３つの方法が

あります。

　１つ、不正コピーの防止をする。そのた

めにはコンテンツＩＤをつける技術を国で
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開発をする。

　２つ目は明確な権利処理をする。クリエ

ータに有利なような契約書を作っていく。

マルチユースを正確にできるような権利処

理をしていく。さらにはファンドを直接制

作者にまわすような、そういうサクセスス

トーリーを作っていくことによって、強い

テレビ局、強い広告代理店と交渉していた

だく、そういうビジネスモデルを作ってい

くお手伝いをする。これが、少なくとも私

の給料分はやらなければならないことだと

思っています。しかもこれは経済産業省だ

けではできません。今、総務省、文化庁さ

んと一緒になってやろうとしています。

　昨日、日本の政府は調達面で愚かな発注

者であると言いましたが、アジアで情報と

通信の役所を分けているところはありませ

ん。中国でも韓国でも台湾でも全部情報通

信省です。情報と通信を分ける必要は全く

ありませんから、情報通信省なり情報通信

庁でやっています。私は課長として、総務

省の課長と一緒になって二人でやっていま

す。そのことによって同じ効果を出そうと

思ってやっています。さらに文化庁さんと

一緒になって、来年、コンテンツＩＤの実

験をやります。それぞれ今予算要求をして

いまして、３省集めて５億円くらいになる。

それで、例えば放送番組で１回できるかど

うか実験をしてみます。できればそれを普

及していきたいと考えています。今年度も

私、２億円の予算を持っておりまして、こ

の２億円で、いわゆるコンテンツＩＤのレ

ジストレーションオーソリティの実験をや

ろうとしています。経済産業省の予算なの

ですけれども、そんなケチなことを言わず

に、総務省さん、文化庁さんと一緒になっ

て実験を始めたいと思っています。時間は

あまりないのです。三菱総研さんの控えめ

な予測でも、1,400 万世帯くらいがあっとい

う間にブロードバンドをお使いになるわけ

ですから、それまでにコンテンツＩＤを普

及させなければならない、ということで焦

っております。

　政府調達の観点で申し上げますと、２億

円の私のプロジェクトは、残念ながら入札

方式をとれません。スペシフィックな技術

なものですから、随意契約になりますので、

契約書と附属する資料はすべてホームペー

ジに載せます。デジタルコンテンツ協会の

ホームページと経済産業省のホームページ

に全ての契約書の細目を載せますし、バブ

リックコメントもとります。さらに、終了

後にも自己評価を載せて、パブリックコメ

ントを求めていくようにしたいと思ってい

ます。

　また、私の予算で 170 億円のＩＣカード

の予算も持っています。これも今実施して

いますが、これも同じようにスペシフィッ

クな技術で入札できませんので、170 億円

の契約書をホームページにすべて載せます。

そしてすべての附属資料もホームページに

載せますので、ぜひ見ていただいてご批判

を賜りたいと思います。以上です。

稲垣： どうもありがとうございました。ブ

ロードバンド時代におけるコンテンツの問

題点、非常に鋭く切りとってお話いただき

ましてありがとうございました。

　今お話いただきましたお三方のお話、総

合して考えてみますと、これだけ時代の変

化が激しいわけでございますけど、日本が

これまでアメリカを中心とした基礎技術を

追いかけてその上でその商品化をすれば、

それが国際競争力を生むのだという時代は

終わってしまっていて、アジアからはどん

どん追いつかれたどころか、とっくに追い

越されている。基礎的な技術なり、あるい

はビジネスのモデルなりというのをいまだ

確立していない。ちょうど日本がスコンと

落っこちかけている。

　ところが日本はこれまでの蓄積があるも

のですから、見た目は何事もなかったよう

な社会を構成して、我々は生活し、こうし

て名護で集まることができているわけです

けれど、これがあと何年続けられるのか。

先ほどの嫁不足の問題も極めて地域にとっ
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て重要ですけれど、国全体として考えた場

合はさらに大きな問題としているのではな

いか。この地域が将来に期待を持てなくな

ってしまった時代、そういう地域が集まっ

て日本ができているわけです。「先に豊か

になれる者から豊かになれ」って言ったの

は中国ですけれど、そう言っていられない

わけですね。そうするといかに地域地域が

一つ一つ自分達の責任と決断でもって未来

を切り開いていくかということより仕方が

ないと思うのですが、そういう意味では先

ほどの鈴木室長のお話というのもそういう

意味では大変力強いお話と逆に思ってわけ

であります。

　ビジネスの現場からということで今日お

二人においでいただいておりますが、稲泉

さんは皆さんご承知の通り、沖縄でデジタ

ルのコンテンツ業界を最初に立ち上げた方

といってもいいのではないでしょうか。そ

してわずか数年の間に、例えば今年でいい

ますと、ブルーリメインというフルデジタ

ルの映画を完成されまして、夏に公開され

たというところまでお仕事を広げていらっ

しゃいます。もともと沖縄の企業にお勤め

でしたから、沖縄の社会というのも大変よ

くご存知なわけです。

　もう一方の中村一さん、東京の渋谷にプ

ロダクションをお持ちであったわけですけ

れど、かつてはアメリカ西海岸でお仕事を

されていた。ご縁があって沖縄で次のビジ

ネスを広げていこうとおいでになったのが

２年ほど前だと思うんですが、今北谷のほ

うで事務所をお持ちになって、もう１つは

糸満ということで、もともとアニメーショ

ンの業界、あるいはゲームの業界のお仕事

をされていた方ですが、今北谷では世界で

７台しかないというモーションコントロー

ルカメラを使ったお仕事もされているし、

糸満のほうでは地元の若い人たちにアニメ

ーションの仕事場を提供しているというお

二人です。言ってみれば沖縄で生まれて、

沖縄でデジタルコンテンツビジネスを始め

られた稲泉さんと、あるいは東京にいて、

アメリカにいて、それで沖縄にこられたコ

ンテンツビジネスの中村さんという、そう

いう意味では好対照ではなかろうかと思っ

ております。

　まず、稲泉さんから自己紹介をかねて今

のお考えをプレゼンテーションしていただ

きます。

稲泉： こんにちは。デジタルメディアファ

クトリー代表の稲泉でございます。隣の岸

本さんがおっしゃいましたように、大変構

造的に儲からない業界にいて、どうして沖

縄でコンテンツビジネスをやっているのだ

ということをちょっとこだわって話をした

いと思います。結論から言いますと、今は

儲かりません、はっきり言いまして。デジ

タルコンテンツビジネスは装置産業であり

まして、コンピューターへ投資を行い、そ

れを回収し再投資をする財務的な戦略、絶

対必要です。コンテンツビジネスはビジネ

スモデルがなければ成立しません。ビジネ

スモデルはコンテンツを作るだけでは絶対

に成立しません。このような業界の色々な

事業分野の中で、どうやってコンテンツビ

ジネスを成立させるのかと言うのが私の目

標であり、これが失敗すれば僕は大借金を

抱えて、また那覇空港ビルの企画課長に戻

れたら戻りたいなと思っているんですけど

も、多分戻らずに成功すると思いますので、

その成功のあり方について一緒に考えてい

ただければなと思います。

　ちょっと１分だけ会社の紹介をさせてい

ただきますと、私どもの会社はコンテンツ

の中でも特化しております。沖縄の海をテ

ーマにして、陳腐化しない、肖像権のない

魚を、実は魚は肖像権があるんですけど、

魚は何も言わないので、無事にさっきの著

作権法の問題はクリアをしています。また、

全てコンピューターグラフィックスで海洋

生物をテーマにしたコンテンツの蓄積をし

ています。お蔭様で来週の 22 日で丸４年に

なりました。それからコンテンツビジネス

は権利が全てですのでその権利を自分達で
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持つために、いろんな仕組みを行政と一緒

になって構築をこの４年間行って来た結果

が生き延びた理由です。この詳細について

はどうぞ沖縄県に聞いてください。私はビ

ジネスについて皆さんにご説明したいと思

います。

　コンテンツビジネスと言うのはいろんな

テーマがありますから、我々は海をテーマ

にして、ベスト１ではなく、たった一つし

かない会社を目指すということにしました。

私の考え方は、コンテンツビジネスは専門

性、グローバル性、ローカル、地域性、そ

れからオリジナル、独立性ですね。そうい

ったものを持っていかないと絶対成功しな

いと思っています。そしていつでも、ヒッ

トできるような形ではなく、海の魚ってい

つ見てもいいですから、陳腐化しないよう

な長期で回収できるようなものを事業ドメ

インに置いて、そして新しいマーケットを

構築していくということが我々の目標にな

っております。そのために４つのＰを重要

にしています。P・パーソン、人。P・プロ

ダクト。P・プロパティ、財産ですね。それ

からそれが P・プロフィットになっていく

だろうと言うような４つのＰを我々は理念

にあげています。

　先ほどからコンテンツ制作の現状はメタ

メタに説明がありました通り、本当に儲か

りません。装置産業であり投資が大きい。

したがってお金はどうするんだと。コンテ

ンツ、これも作るのにはお金が必要です。

ビジネスモデル。先ほど投資ファンドのお

話もありました。こういったことも私はや

って来ました。しかしながら、やっぱりコ

ンテンツっていうのは業界的な構造の問題

がありますので、新たなビジネスモデルを

確立しない限り非常に難しいということが

言えると思います。しかしながら、2005 年

には 1,500 万人のブロードバンドユーザー

が成立するであろうということは、逆に我々

みたいな小さな企業、専門性の高い企業に

とってはチャンスであるというふうに思っ

ております。

　ちなみに私どもの資本金は、1,000 万から

始めまして、現状３億 3,200 万まで膨らん

でおります。それはお金が必要な事業だか

らです。それをすべてコンテンツの開発と

製造業ですから、生産性を上げるためのプ

ログラム開発、両面でやっています。その

お金はすべて資本金の中から使っていると

いうような状況です。

　コンテンツビジネスは、絶対にインフラ

が成熟しない限り成り立たないビジネスで

あり、そのためにはブロードバンドインフ

ラの成熟が絶対になければならないビジネ

スです。これがなければ我々はコンテンツ

を作っても配信できないというような状況

になります。したがってポイントしては、

インフラの成熟が我々のビジネスの成功に

あるそれが、必須の条件のビジネスです。

　それからマーケットの話ですが、韓国、

米国に比べるとまだまだ日本は遅れており

まして、ＡＤＳＬを中心に急成長してきた

ということです。しかしながら地域格差が

ありますから、ナローバンドからブロード

バンドに行くまでにやはりビジネスのあり

方みたいなものをコンテンツ制作会社は考

えていかなければいけません。現状のイン

ターネットでもビジネスモデルを作りなが

らナローバンドのほうにマーケティングプ

ロセスを得て、新たなビジネスモデルを自

分達で作っていくというのが我々の企業と

しての経営戦略です。それを若干ですがご

紹介しましょう。

　我々のマーケットポジションはここに書

いてありますように、ブロードバンドのイ

ンターネットという分野で放送事業の分野

とインターネットの分野に大きく分断され

ております。それをブロードバンドという

形で、ブロードバンドインターネットとい

うように我々は理解しております。将来は

ブローバンドＴＶということで、放送まわ

りの形の事業に発展していくというように

考えています。

　ブロードバンドインターネットの分野と

いうのは、次の４つの事業からなっており
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まして、インフラ事業、サービスツール、

光ファイバーやＡＤＳＬの上に乗っていく

ストレ－ジですね。そして課金のツール事

業があります。その上にやっとコンテンツ

という事業が入る。しかしそれだけでは売

れませんので、非常にアナログの世界です

が４番目に、営業です。コンテンツを売る

ために営業がなければ売れないわけでして、

この４番目の営業も非常に重要です。それ

で初めてエンドユーザーまで届いていくと

いうような構造になっています。

　私どもは３番目のコンテンツから始めて

おりまして、これはいかんなということで、

２番のツール開発もやってまいりました。

しかしこれもいかんなと言うことで、２番、

３番、４番をやっていかないとビジネスに

ならないなというふうに考えまして、現状

インフラは選ばずに、２番、３番、４番の

事業を展開しています。簡単に言えば、ビ

ジネスモデルは、１番から４番までエンド

ユーザーに届けるのに一体いくらですかと

言うことでございます。

　コンテンツの中身のほうは、先ほど三菱

総研の方からご説明があったようにいろい

ろな試みが放送まわりの事業者さん中心に

やられています。その競争の中でデジタル

メディアファクトリーは右側のように、魚

を中心に専門性を特化した事業領域でこの

４つの事業の中の２、３、４とやっている

ということです。したがって、この垂直統

合型の１～４までのビジネスモデルを早期

に作ることがコンテンツビジネス事業者に

とって非常に重要であるということから、

我々はソフトバンクグループと提携を行う

と言うのが私の戦略です。したがいまして、

もう競争の時代に入っていますから、そう

いう戦略を考えながらコンテンツ事業者が

どうやって生きていくかということを真剣

に考えているひとりです。

　その次に、コンテンツビジネスの成立要

因は何かというのがありますが、インフラ

中心に考えていますが、我々は次世代のメ

ディア領域としては、やはりブロードバン

ド、YahooＢＢ、ＮＴＴ、有線、ＡＩＩ、

アットホーム、そう言うインフラを利用し、

どういったコンテンツを設計していったら

いいのか。

　コンテンツは映像もあり、付加価値ばっ

かり、高品位なものばっかり作りますと、

携帯にまた乗せられません。したがって、

コンテンツをどのようにメディアミックス

していくかという設計が非常に重要になり

ます。そういうことを一言申し上げたいで

す。

　それから携帯ですね。これは、現在ゲー

ム業界の方々も携帯にシフトしております。

今すぐに儲かるのは携帯しかありません。

したがいまして、携帯は我々の間ではコン

テンツ自体が株式公開をすると私は言って

おります。なぜかといいますと、１回コン

テンツを出しますと携帯のユーザーが面白

かったら課金するわけですから、それが何

万人と集まることによって当然コンテンツ

の株式相場が上がっていくと我々は考えて

いますので、携帯からまずコンテンツビジ

ネスのマーケティングを考えたアプローチ

をしていくと言うことです。携帯というの

はまだまだナローバンドでございまして、

携帯とＰＣのナローバンド、それから移り

ゆくブロードバンドのプロセスをどうやっ

てコンテンツを設計したら我々は儲かるの

かということに僕らは力を入れて考えてい

るというのが、企業の戦略のです。

　そしてコンテンツの中身としては、我々

の会社というのは映像制作をする会社でご

ざいまして、例えばＣＧアニメ作品をこう

いった市場を背景にメディアミックしてい

くというのがポイントでございます。通常

アニメのでも１年間くらい上映しないと、

マーチャンダイジングでは売れないと言わ

れておりまして、既存の放送事業者とどう

やって受託をとりながら自分達の著作権を

持ったコンテンツを配信できるかというの

が今の状況にあるわけです。

　今後の展望としては、コンテンツ会社と

いうのはやはりブロードバンドの時代が来
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るまであと４年、どうやって生き残って行

くのか？これはまさに今の放送事業者、い

ろんな方々と受託、アライアンスを組みな

がら、安定収益の確保に努め、自分達の持

っているコンテンツを売っていくというよ

うな実制作のバランスが重要で、そのため

には投資ファンドとか、コンテンツの新た

なビジネスモデルのファンド等を積極的に

行政にやって頂きそれを我々みたいなベン

チャーが利用し、かつ先ほど申し上げた戦

略に乗った形で戦術展開するというのが今

後の展望です。

　その面におきましては唯一沖縄っていう

のは、基地問題、沖縄の観光問題等々いろ

いろありますので、やりやすいテストベッ

トとしての沖縄というものがあろうかと思

います。これはなにも沖縄の方々だけが傍

受できるものではなく、コンテンツビジネ

スの問題は日本全体の構造的な問題であり

ますので、東京の企業と連携してぜひこの

事業分野を確立したいと考えています。

　課題問題点は、ここに書いてありますよ

うに、まさに垂直統合型のビジネスモデル

をどうやって作るかというのが我々の問題

点であります。それから課題については、

コンテンツ流通に必要なインフラ・プラッ

トフォーム側との連携、提携。例えばお客

さんはもう 1,000 円、1,500 円と時間とコス

トは決まっております。私どものコンテン

ツは一体何百円でしょうか。インフラが８

割でしょうか、コンテンツが２割なんでし

ょうか、そういったことを積極的にこのプ

ラットフォーム側、インフラ側の事業者と

一体となって垂直統合型のビジネスモデル

の中で、我々は、これは売れるから 400 円

でしょというようなアナログ的な交渉を積

極的にやっていくのが現状でございます。

　先ほど岸本さんからお話がありましたよ

うに、アナログをデジタルに変えるゼロサ

ムというのがありましたけれど、我々は逆

にデジタルをアナログに変えるということ

によってビジネスをしたいということを展

開しております。

　まだ売れていませんが、私の正面にある

泡盛ありますけども、これは今年の夏に公

開しました「ブルーリメイン」という映画

の主人公、アマミクという女の子を泡盛の

ラベルにしたボトルのマーチャンダイジン

グでございます。これはネットで売ってお

ります。７月から売り始めまして、東京で

沢本商店という、ネット上で沖縄の泡盛を

月売っている会社がございます。そこに我々

は独占的にネットで販売をしております。

　沖縄では当然地域のモデルですから、私

がよく行く飲み屋にお願いをして、60 本く

らい飲みましたかね、売上げにかなり個人

的に貢献をしている次第です。

　そうやって自分が支えるのがコンテンツ

ビジネスの醍醐味でもあるということを言

っておきたいなと思います。ぜひネットで

沢本商店、皆さん、検索していただいて、

買っていただければ幸いで、私どもも 1 日

生き延びることができるかというふうに考

えております。

　それから他者との差別化戦略としては、

やはりグローバルに出していくと。それか

らローカルコンテンツをどうやって出して

いくかと。それから独自性、オリジナリテ

ィを持っていく事。そのためにどういった

技術を開発するのか、あるいは持ってくる

のか。それから昨今ではウェブ３Ｄという

技術に着目しています。インターネット上

にいろんな３Ｄのモデルがコンパニオンと

なって紹介していくとか、そういったこと

ができます。そういったことも積極的にや

っていく技術面での積極的なアプローチ。

　それから最後に問題になるのは人材確保、

教育でございます。これは現在の優秀なア

ーティストとか、技術者のコミュニティを

作りながら、さらにユーザーでありますコ

ンシューマーとのコミュニティを作ってい

くということがビジネスモデルの早期の確

立だということでございます。我々は海を

テーマにした会社でございますので、ダイ

ビング人口 30 万、40 万人に対して我々の

コンテンツをどのように売るのだというこ
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とを考えています。そのために必要なプロ

デューサ、コンテンツプログラマー、クリ

エイタ等の育成等々をどういう形でやって

いくかということが我々の最大の課題とな

っております。現状、40 名くらいの会社に

成長しております。

　それからちょっとお見せしますが、これ

が我々の世界戦略図でございまして、日本

国内はコンテンツの囲い込みをやっており

ます。しかもコンテンツ不足です。先ほど

も言いましたように、装置産業であり、ビ

ジネスモデルを確立しないとやっていけま

せん。お金が必要です。非常に国内は構造

的な不況であります。そういったなかで地

域としてのどういったポータルを作ってい

くかということが我々の課題になっており

ます。そのために私どもはブロードバンド・

コンテンツのポータルサイトとして、琉球

王国ＴＶというものを作っております。

　最後にどんなコンテンツだということを

ちょっとお見せしますけれど、これはある

アーティストとコラボレーションしたコン

テンツです。これは沖縄のシーサーですね。

シーサーをモデルにしたコンテンツで、こ

れは着ぐるみでして、３メートルある着ぐ

るみです。なんと箱代が 25,000 円かかりま

して、倉庫代も我が家の四畳半に全部入っ

ているというような状況で、これは東京の

アーティストが沖縄のシーサーを見たとき

に、こういうような感じだろうということ

で作ったコンテンツです。つまり優秀なア

ーティストとコラボレーションすることに

よって、こういう沖縄の新たなコンテンツ

を作っていくというようなことです。

　これがＣＳの番組で、「ムーピルシーサ

ーのお魚大好き」と言う番組で、11 月の 1

日から流れます。16 時 59 分から 1７時まで

の約 1 分間の番組で、時報という形でお魚

のこういった生態を教えながらこのムーピ

ルシーサーが図鑑としてＣＳ放送から流れ

ていく。当然これも Yahoo ブロードバンド

を含めたブロードバンドコンテンツとして

我々は課金モデルとして出していく予定で

す。

　こういうように地域の自分たちのコンテ

ンツを売っていく。いくらで売っていくの

か、それを交渉していくというような状況

に今なっております。

　もう一つ面白いものを紹介しますと、こ

れはお酒が飲めない泡盛を主体とした沖縄

マン。これは２Ｄでありまして、ナローバ

ンドで今配信を予定しているところです。

これも東京のアーティストとコラボレーシ

ョンしながら作っているコンテンツであり

まして、腹に泡盛のカメがございまして、

こいつはお酒が飲めないんですが、中身は

泡盛でございまして、顔もまさにウチナン

チュの顔をしており、これがいろんな地域

のおそばとかいろんなものを宣伝して、ブ

ロードバンドを宣伝して、おそばをアナロ

グ的にしっかり物流させて売っていくとい

うようなことをやって行きたいと考えてい

ます。つまりアナログ情報をデジタル化し

て、デジタル情報をまたアナログ化してい

くというようなことで、マーチャンダイズ

を含めたビジネス展開をするというのが

我々の考え方です。

　以上でございます。ありがとうございま

した。

稲垣：どうもありがとうございました。や

っぱり作品を見せていただくと具体的にわ

かりますね。あと、先のお三方に対する意

見、要望というものもちょっと用意してい

ただけるとありがたいなと思います。

　では続いて中村さん、お願いいたします。

中村： アンフィニ・ドットコムの中村でご

ざいます。私が、何を目的に沖縄に来たか

ということですが、10 年ほどコンテンツ事

業をやっていくなかで一番大きな問題点は

やはりお金が足りないということでした。

かなり効率を図らなければいけないという

ことで、米国にもいた経験、東京でいろい

ろな仕事を進めていく中で、やはり適所分

業化を考えようということになりました。
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市場のある東京で営業と企画をやり、制作

に関しては地方で出来るんではないかと。

その中の選択肢の一つに沖縄というのがあ

るかなということで、沖縄にまいりました。

　そういう状況のなかで今回、デジタルコ

ンテンツ業界というところを第三者的に見

まして、短時間でプレゼンしたいと思いま

す。

　コンテンツ分野は、皆さんプロフェッシ

ョナルですからたくさんご存知だと思うの

ですが、こんな分け方があるかと思うので

す。私の考えるコンテンツ業界っていうの

は、どんな風になっていくのかなと考えま

すと、映像が主体になりそうだと。市場が

大きくなれば、そのなかで新たな仕組みを

構築し、新たな流通を構築して、一番大事

な権利を尊重しつつ、「ここがたくさんの

方が言われている著作権の問題になるので

すが」コンテンツを大量に供給する。大量

に供給するという意味は何かというと、生

産性を高めるということを考えるというこ

とです。これはコスト意識ということも含

めて大量に供給すると言う事です。

　ちょっとひいて見てみると、コンテンツ

業界は、これまでパッケージメディアであ

るＤＶＤ、ＣＤ-ＲＯＭ、それから放送業界

のＣＡＴＶ、サテライトなどがあったわけ

です。そこにこのようなネットワーク業界

が出てきた訳ですから我々から見ればメデ

ィアが増えたという見方をしているわけで

す。そのなかにちょこちょこと下から出て

きたのは、それぞれのメディアに対してそ

れぞれインフラがありメディアというもの

が存在して、そこにマッチングしたオーサ

リング作業が必要で、その上に乗るデータ

があり、更にその上にデータの集合体とい

うことでアプリケーション・コンテンツと

いうことが、それぞれに必要になって仕事

が増えたということがまずあると思います。

　市場の移動が始まっているわけですけれ

ど、パッケージメディアから、まだまだネ

ットワーク市場に十分に移行おりません、

ネットワーク市場に移行する１つのポイン

トとしては映像品質の向上があるかと考え

ます。これは私どもにとってナローバンド

もブロードバンドも特に区別はなくて、映

像品質が我々の供給するコンテンツに合っ

ているかどうかというポイントだけで考え

ていますが、そろそろなってきたかなと思

います。品質適正が始まると相当数パッケ

ージメディアからネットワークメディアに

移行するだろうと考えています。（ビデオ）

レンタルショップっていうのも消えていく

のかなとも思います。これで新しい１つの

ビジネスモデルが出てくると思います。

　次に放送からネットワークにいくのかと

考えますと、インフラの整備がポイントに

なるでしょう、ここでインフラといってい

るのは単に光ケーブルがひくということで

はなくて、例えばセットトップボックスと

かパソコンとか、そういうものが必要であ

ればそれらを含めて普及していく必要があ

ると言う事です。

　ここで、私の絵の中でブルーの丸がある

のは、これがコンテンツ業者というか、コ

ンテンツ制作に関わり合っている意味です。

ブロードバンド時代といっても高品位の映

像配信という映像だけを見ていくと、既に

デジタル放送は、デジタルテレビがあって

それにブロードキャストしているわけです

けれど、ネットワークになると何が違うの

かと言いますと、ピア TO ピアっていうこ

とも含めて、相手をねらって配信できると

いう事です。いわゆるシャワーのように出

すのではなくて、あの人に届けたいという

考え方ができます。それからもう一つは対

話性、インタラクティビティーと言ってい

ますが、双方向メディアゆえの対話性です。

こういうところの新たな切り口があるだろ

うと考えています。

　コンテンツ制作者から見て、今までテレ

ビ局では、社内で内部制作しているという

ものを含めて、コンテンツを編成して視聴

者にお届けする。それがネットワークに関

してはどのようになるかと考えますと、大

きく分けるとこんなふうに我々から見ると
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考えられるのです。インフラ業者と e ビジ

ネスを考えていく人達がいるわけですが、

そのなかで当然コンテンツ制作需要が出て

くる。これは自分の会社は違うぞというこ

とで、差別化のためにコンテンツ供給をし

なきゃだめだと思っているわけです。当然

これは、1 つの我々のターゲットになって

いるわけです。もう 1 つは、クライアント

と思っていた人達がタイムリーなコンテン

ツを出したいということで、自分達の中で

もコンテンツを作っていくことです。今ま

では制作会社に発注していたものが、「間

に合わないぞ」と、もっとインタラクティ

ブに、タイムリーに出していくためには、

自分の中に制作部分を持たなければならな

いと考えることです。これは、１つの競合

相手にもなるわけですけれど、こういう流

れが出てきているのかなと思っております。

　ネットワーク・インフラは、こんなにた

くさんあるわけですが、過渡的なものを含

めて何が残っていくかというのがあるかと

思います。我々にとっては、これらはすべ

て市場だと思っております。「で、なんと

なくコンテンツ需要が増えるかな」と。イ

ンターネットや衛星放送の普及でコンテン

ツ需要が増大したと思われるわけですが、

これがすべての方がおっしゃられている有

料視聴者が急に増えないってことなのです。

無料で見る人は、いくら増えても意味ない

ですね。やはりお金を払って見ていただけ

るという方がどれだけ増えるか。これは当

然、今の段階でネットワーク・コンテンツ

に関してはテスト、実験、いろんな言葉を

使いながらほとんど無償で見せているわけ

ですけれど、これを誰が負担しているかと

いうと、先ほどのインフラの方であり、e

ビジネスの方であるわけです。　結果、メ

ディアが増えても有料視聴者が増えなとい

うことは、お互いに視聴率が下がって損益

点が上がりますから、当然制作費が下がっ

て、作っても儲からないと言うことになり

ます。マルチユースだと言われているんで

すけれど、権利主張の問題があります。こ

れは話し始めると長くなるのですが、岸本

課長のほうからお話があったようなことか

と思いますけど、そういうものも含めてマ

ルチユースの方向は目指しているのですけ

ど、権利主張の問題があります。

　デジタルコンテンツ制作者、どうしたら

儲けられるかと言いますと、やはり制作ツ

ールかと考えます。ＣＧ、アニメ、映像、

特撮、音源、ＪＡＶＡと書いてあります。

ここはプログラミングという意味なのです

が、こういうものを、独自制作ツールを持

っていかに低価格化、コストダウンしてい

くか、というところなのです。

ハードウエアはだいぶ安くなりました。私

が会社を立ち上げたのが７年前なのですが、

その頃ＣＧを作るというと 1,500 万くらい

のＳＧＩという機械を買わないと３Ｄの良

い物ができなかったのです、今では数十万

円の機械でもできます。これは機器がだい

ぶ高性能になってきた。ソフトウエア・ツ

ールに関してもだいぶ低価格になってまい

りました。これ（ソフトウエア・ツール）

があることによってかなりスキルの補完が

できます。これで人材の採用枠が多少は広

がるなど双方に相乗効果がありまして、制

作コストが改善できるという方向に向かっ

ていくわけです。しかし、そこは、企業で

すから、他社との競争があり、右側にある

「制作者が独自開発する制作ツール」これ

は必要になってくると思います。ここがポ

イントになるかと思うのですが、この話の

部分はあまり同業者の皆さんはしないよう

です。

　どんどん話が飛ぶのですが、ブロードバ

ンド時代を迎えて、需要が増大すると言う

ことで作品が足りなくなるということがお

こります。30 分のアニメーションの映画を

作るのに３週間くらいはかかるのです。そ

こで既に有る旧作でなんとか間に合わせよ

うということで、今動いているわけですけ

れど、旧作再生に目を向けるとメディア変

換、デジタルリメイク、これは旧作をデジ

タル方式で全部リメイクしていくものです。
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それを蓄積して配信するということで、以

前よりも関連業務は間違いなく増えている

なと考えられます。いわゆるビジネス・ポ

イントは増えているという気がします。

　ということで、コンテンツ業界ですが、

我々から見て各企業のどういう部分に対し

て一緒に仕事ができるかとか、どこの企業

に対して仕事を、ターゲット（顧客）とし

てやっていくか等、これまでは、コンテン

ツ制作者、放送事業者、「代理店という言

葉も入れていますが」でしたが、これらが

かなり一気にネット社会になって、増えて

います。ネットワーク・インフラ業、コン

テンツ・プロバイダ、これは重複している

ので色を変えてありますが、それからデー

タ変換をする、データ保管をする。エンタ

ーテイメント・コンテンツの場合は補修と

いう作業が必要になってきます。ただ保管

するだけではだめなので、データ保管・補

修事業者となり、それから配信する。当然

それに対して著作権を守るためのデータ・

セキュリティ業、こういう広範囲な技術と

事業が必要になってきています。

　広範囲な技術ノウハウと人材が必要にな

るなかで、ブロードバンド・コンテンツを

いかに出していくかというところと、単独

ですべてをカバーできるかっていうこと、

これは非常に無理があります。なぜかと言

いますと、ネットワーク・テクノロジー、

コンバージョン・クオリティ（変換品質）、

これは単に変換すれば良いわけではなくて、

色味が変わり、色々なことが起きますから、

それらについてクオリティをどう守れるか

という必要があります。それからデータベ

ース・テクノロジーです、ＤＡＭという形

でご紹介されておりますけど、いかに効率

よくデータベースを作っておくかです。

　それからインタラクティブ・エクスペア

リアンスと書いてありますけれど、これは

やはりインタラクティビティのことを非常

に意識する必要があるだろうと。ピア TO

ピア、それから光ケーブルも含めて、直接

結ばれた場合に、ＡＤＳＬは別ですが、

上り下りの情報対話の考え方をしておく必

要があるという意味です。

　これらのモデルを、地方でも実現できな

いかと当然考えるわけですが、これが、私

が冒頭で申し上げた、沖縄でこういうこと

ができないかということです。東京ではイ

ンタラクティブ・エクスペアランスという

ことで、これはゲーム分野のほうで何十本

も作ってまいりましたので、インタラクテ

ィブ技術に関する色々な知識を持っていま

す。沖縄ではコンバージョン・クオリティ

とのことで、そういうものを作業モデルと

して持てないか、ということで人材も含め

て構築しているわけです。

　それからネットワーク・テクノロジーに

関しては、別に日本だけじゃなくてもいい

じゃないかということで、米国の会社とや

ることも考えられます。こういう形で、地

方にいても、ここの色が違った線がありま

すけれども、これがまさにネットワーク化

と思っておりまして、これらがブロードバ

ンド時代になったところで非常に現実味が

出てきています。

　私の経験の中でも、10 年ほど前ですけど、

カリフォルニアの会社とあるＣＧの制作を

したのですが、ネットワークを使い協業す

ることに関しては、かなり前からありまし

た、それが今度ブロードバンドになったこ

とでもっともっと効率が上がっていくかな

ということを考えております。

　これが今、沖縄で進めていることなので

すが、ハイビジョン用のアニメ番組という

ことで、企画、原画制作を東京でやり、音

声収録も東京ですけど、動画と仕上げとい

う部分を沖縄に持ってこられないかという

ことで準備をしています。糸満市内に、最

終的に 120 名位のコンテンツ制作者を収容

する施設ができております。ここでは、現

在 47 名位が動いております、ここは色々な

人材の難しい問題がスキルも含めてあるん

ですが、徐々に形ができてきています。

　ツールに関しては、良いツールを入れて

いく。独特のツールを入れていく事も必要
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だと思います。さらに映像編集作業まで沖

縄でやり、ここでポイントなんですが、図

の下のほうにあります映像配信は沖縄から

直接やろうじゃないかと。ＨＤＴＶに関し

ては、仕事ですから編集をして依頼先に返

すわけですけれど、あるツールを使いまし

て、配信に関しては、ここ沖縄からやろう

ということで、来年の春に向けて映像配信

ができる設備を構築しております。これは

著作権利の問題がありますけれど、これを

クリアすることによってこの新しいモデル

を作り上げていこうとするものです。

ブロードバンド時代になり、伝送効率がア

ップすると同時に、コンテンツ業界と視聴

者がネットで結ばれてきているわけですけ

れど、その結果、コンテンツ業界のあり方

も変わっていくというふうに思っておりま

す。

　私の考える流通のあり方というのは、ロ

ーカルエリア・サービスで、このローカル

を何処と見るか、というのはあるのですが、

コンテンツ・インターフェィスによってま

ずお客さんをつかんでいく。これは佐々木

さんがコミュニティという言い方をしてお

りましたが、まさにこれになると思います。

効率よく伝えるコンテンツを特定地域に出

していく。ローカル・エリアは日本全体で

あるかもしれません。ワイドエリア・サー

ビスを、最初から自分の中で、すべて構築

するっていうのは非常に難しいことです。

　例えば教育ソフトで考えると、教育ソフ

トをナレッジベースみたいな形で作り上げ

たとするとインターフェィスだけは我々の

ほうで作っていきます。知識ベースは、す

でにある、例えば今お話しをしているフラ

ンスの会社なのですが、そこの持っている

知識データベースで非常にいいものがあり

まして、これをなんとか使えないかと。こ

ういう考えもありまして、すべてを全部作

る必要はないのでないかな、というふうに

思っておりまして、コンテンツ・インター

フェースという言い方しています。

　デジタルコンテンツは、今までのように

単にアーティストを集めて作っていれば良

いのではなくて、やはりネットワークとデ

ータベースということを念頭に置きながら

ビジネスを作っていかなければならないと

いう意味では、非常にタレント性を要求す

るような職業になっているわけですけれど、

そこで重要なのが、とにかく人材だと思っ

ております。国の事業のハードの整備もあ

るのですが、単年度では整備できないもの

が人材でありまして、コンテンツ業界の継

続的な人材育成はぜひやっていただきたい

なと思っております。以上です。

稲垣： どうもありがとうございました。フ

ロアの皆さんからもご質問を受けたいとい

うこともありますので、パネリスト同士、

あるいはフロアから、構わず、早いもの順

で話を加えていきたいと思います。まずパ

ネリストの方のほうで何かご質問のある方、

いらっしゃいますか。よろしいですか。

　私は今年の４月からインターネットのテ

レビ局をやっています。非営利なんですけ

ど、沖縄のニュースを毎日放送しているの

です。私は週に 1 回、「１週間の沖縄のニ

ュースから」ということでニュース解説を

やらせていただいているのですけど、64ｋ

bps でも見えないことはないです。ちょっ

と絵がカクカク動くだけで。情報を知りた

いという人にとってはそれでも大丈夫です。

ただ 200kbps 以上のブロードバンドになり

ますと、お祭りの絵も非常に印象を持って

ご覧いただけると思います。

　どれくらいの方が見ていらっしゃるのか

なと思って、この間私が書いたばっかりの

本があったものですから、こんなものを作

りましたけど、ほしい方があったらどうぞ

メールくださいって言ったら、10 人くらい

しかこなかったですけど、全部本土からき

ました。滋賀県からきたり、大分県からき

たり。ご存知のように、地上局のほうでも

私、番組を持っています。あそこでも「プ

レゼントがあります」って言うと、大体 1,000

人、2,000 人に１人くらいがわざわざはがき
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を書いて送ってくださるものですから、そ

れである程度視聴者の数の推計ができるん

じゃないかと思ってやってみたんですけど。

沖縄のなかで相互に番組が流通するのかな、

見ていただけるのかなと思ったら、意外や

意外、本土にいて沖縄ファンの方に熱狂的

に支持されているという意外なマーケット

が見つかってしまったっていう１つの例で

す。非営利でやるということは、半分アマ

チュア的にやっているわけです。

　先ほど中村さんから、プロとしてはとに

かく映像品質が問題だ、ブロードバンド云々

ではないというお話もあったんですが、こ

の映像というマルチメディアからのある１

つの行き着いたところで、アマチュアがい

ろんなことができるようになってきた。か

つてコンシューマーであると同時にプロデ

ューサである、プロシューマーっていう言

葉を使った方もありましたけど、そうなっ

てくると、いろんな人がいろんなコンテン

ツを、アマチュアが作り始める。これを束

ねるというようなコミュニティがあり得て、

そのプロというのがまた出てきてというよ

うなことがあるのかなって、このへんは佐々

木さんにお話をしていただけたらと思いま

す。

鈴木： 先ほども私の話の中で言いましたよ

うに、地域の公民館では「ＩＴ友の会」作

られて、そこでは定年された方々が地域の

いろんな情報を映像化して、そのなかでホ

ームページをつくって配信しています。若

い人たちのボランティアで、議会とかいろ

んな情報を市民に対して出していこうとい

うことで、そういう人たちがどんどん増え

てきているのです。

　そういう方々が今名護市役所に陳情に来

られるのですけど、太い回線をあちこちに

整備してくれないかと。自分たちは、そう

いう映像関係を作ってどんどん配信するの

はいいけど、結局、小さな画面で送るしか

ない。ある程度の年とった人がパソコン上

で見るくらいの大きさで配信できるには太

ければ太いほどいいっていうのです。ただ

今のところ役所として財政面とかいろんな

問題があるものですから、うちのインター

ネットの回線は、ＯＣＮの 1.5 メガしかな

いものですから、これで当分我慢してくだ

さいという状態になっているというところ

です。

稲垣： 佐々木さん、お願いできますか。

佐々木： 稲垣さんのご質問は、コンテンツ

を誰が作るのかということですけど、やは

りプロとアマ双方があると思うのです。先

ほど他のパネリストの方のお話を聞いてい

て、私は非常に元気が出たました。

　ではプロはどういう風に考えるかといっ

たら、コンテンツ事業者は自分を「権利ビ

ジネスの事業者」であると考える、プロダ

クションは「私はプロダクション」でとい

うふうに考える。制作コストを下げて韓国

ともコスト競争で頑張っていこうという世

界でしょう。私は権利ビジネスであるとい

うふうに考えると、アナログ的にどんどん

やっていく。そうするとそういうなかで、

権利の問題が非常に重要だということのご

指摘もあったと思います。そういうプロの

方達は儲けるためにブロードバンドを作っ

ていこうという視点が当然あると思います。

　一方、ブロードバンド時代のコンテンツ

流通を考えると、プロとアマというのは作

品の質じゃなくてお金をとるかとらないか

の問題ですけれど、アマチュアの方々もど

んどん出てきてネットワーク上で流通させ

ていく。そういう仕掛けっていうのは特に

地域のコンテンツの中にあります。

　一つの例をあげると、最近ウェブジャー

ナリストっていう言葉がよく出てきますね。

映像特派員っていうような形で、それをイ

ンターネットの放送局のようなところで流

していく、いわゆる素人です。それを集め

てビジネス、すなわちプロとしてお金をと

る仕組みを考えています。コンテンツを誰

が作るかという観点で見ると、これからい
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わゆるアマチュアの人たちが出てきて、結

果として、視聴者が非常に面白いコンテン

ツが見れる環境が出てきたら全員がハッピ

ーになれるかなと思います。

稲垣： どうもありがとうございます。どな

たか。聞いてみたいという方、ありますか。

はい、どうぞ。

稲泉： 岸本課長に。

　来年放送事業者とも実験をするというこ

とがありましたけども、ぜひベンチャー企

業たちがコンテンツを作る意味でも、投資

ファンドみたいなものをからめて作ったや

つをそこに投げて、実際にマーケットの反

応として儲かっていくようなビジネスモデ

ルまでのところまでをやられるのか、権利

ビジネスのそういうところだけで終わるの

かという質問したいんですが。

岸本： 私ども経済産業省でやる来年の実験

は、あくまでもその技術なのです。要する

にコンテンツＩＤを振って、それをモニタ

ーするというような技術として、もちろん

各民間企業はそれぞれに開発を始めてはい

るのですけれども、いたちごっことはいう

ものの、どれだけの信頼性があるのかとい

う技術面の実験なのです。ですから、例え

ば放送番組でやってみようということなの

です。ＩＤもどういうＩＤを振るのか、ど

ういう国際情報を入れるのかというところ

から整理をするものです。今は全くそれが

ないのです。デジタルコンテンツをブロー

ドバンドで流通させるためには、実は映像

だけあってもなんの意味もないのです。す

べてのデジタルコンテンツにその属性情報、

メタ情報と呼んでいますけれども、それを

テキストで落とし込んでおかないと検索で

きないという問題があります。ですから、

そのデジタルコンテンツを全て、過去のも

のも含めて、過去のアニメをデジタル化し

ていくのもそうですし、これから作るもの

もそうですが、全てのデジタルコンテンツ

を誰が作って、俳優さんは誰が出て、とい

うことを場面ごとに全てテキストで落とし

込んでいく必要があります。テキストとい

う意味は文章で各データベースでやるわけ

です。これはすごい力仕事なのです。そう

いうこととコンテンツＩＤとイコールにな

ってくるのですけれども、実は相当気の遠

くなるような作業が片方であって、逆にそ

れはビジネスになるということでもあるの

ですけれども。それが１つです。

　それから申し上げたいのは、ハリウッド

であれば映画ファンドがあって、もちろん

個人の投資家も年金基金もお金を出して数

百億円がさっと集まって、ものにもよりま

すが、ノウハウが蓄積している結果として、

大体 20％くらいのリターンが得られるとい

うようなものがあり、それを使うプロデュ

ーサがリーダーシップを発揮して、いい映

画が作れる。このようなビジネスモデルが

確立しています。日本ではいろいろトライ

はありましたけれども、額も小さいですし、

なかなか成功していない。ぜひサクセスス

トーリーを作っていきたいと思っています。

日本では 1,400 兆円のお金がありますけれ

ども、ほとんどが金利のつかない、0.0 何％

の郵便貯金と預貯金にいっています。もち

ろん国としては、だからといってリスクを

とれなんて勧めるわけにはいきません。し

かし、何がしか、その中からリスクマネー

が出てきて、それもハイリスク、ハイリタ

ーンのファンドもあれば、ミドルリスク、

ミドルリターンのプライベートファンドが

あってもいいし、実はコンテンツもリスキ

ーなように見えますけども、ノウハウさえ

蓄積すればミドルリスク、ミドルリターン

のファンドも作れるはずです。ぜひ、ベン

チャーを育てる意味でもサクセスストーリ

ーを作りたいと思っていますので、またお

知恵を借りたいと思います。

稲垣： そこのところはぜひよろしくお願い

したいと思うのですが、岸本課長に私から

一つですね、著作権の考え方をきちっと確



102

立していかなきゃいけないという話があっ

たんですが、あまり著作権者に厚すぎる保

護を与えますと、例えばソフトでいえば基

本ソフト、ハードでいえば中核部品のプロ

グラムですね。こういったものが強く保護

されすぎて、強者がより強者になる、貧富

の差が広がると。これは国ごとにもそうで

すし、企業ごとにもそうですし、という問

題も指摘されるのですが、この点はいかが

でしょうか。

岸本： 少なくとも、貧富の差ということに

ついては所得再分配の問題ですので、それ

はまた政治の問題として置いておいて、著

作権もいろいろあります。もともとのアニ

メでいうと原作者の著作権がありますし、

あるいは、例えばＣＤならＣＤの例えば貸

与権という世界がある。映画には頒布権と

いうものすごく強い権利が認められていて、

メディアごとにずいぶん違います。それぞ

れに権利が違う。強弱があります。

　これは多分歴史的なものもあるわけです。

一方で日本の著作権法は、実は WIPO 著作

権条約を非常に丹念にフォローしているも

のですから、インターネットの配信権まで

法律まで規定されていまして、ナップスタ

ーもヌーテラも日本では著作権上違法なの

です。世界でも日本とオーストラリアの２

カ国しかこの法律は作っていません。アメ

リカではインターネットの配信権の規定が

ないものですから裁判が起きたくらいです。

したがいまして、そういう意味でそれぞれ

にやや濃淡はあるのですが、基本的な従来

型の考えでいくと、やはり権利者の権利を

保護しないと、要するにものを作る人たち

が作らなくなりますよ、インセンティブが

なくなりますよ、という考え方があります。

　一方で、おっしゃるとおりで、例えばＣ

Ｇというのは最もコピーされやすいわけで

す。そうすると、例えば、今著作権は 50 年

なのですけれども、本当に 50 年の著作権を

保護したところで、それが守られるのかと

いう話もあるし、もちろんこれからいろい

ろな方がいろいろな音楽とか映像を合成し

てどんどん新しいものを作っていく。それ

がまた、作られたものをまた合成して作ら

れていく。そうするとものすごく複雑な権

利関係になっていくことも事実です。した

がって、私どもがやろうとしているコンテ

ンツＩＤというのは、技術的には可能なの

ですが、気の遠くなるような、何度も合成

されたときにどうするのか、という問題も

あります。これは私の個人的意見ですが、

ひょっとしたら私達はブロードバンドの世

界に踊り込んだ瞬間、従来型の著作権の考

え方を変えなければいけない、パンドラの

箱を実は開けてしまったのかもしれないと

いうおそれも感じております。これは、多

分、これからこういった関係者が集まる中

で実際に現場が進んでいくことでしょうか

ら、考えていくべきことであろうと思いま

す。

稲垣： どうもありがとうございました。質

問できる方は、多分あとお一人ですよ。よ

ろしいですか。中村さん、言いたいことが

あればもう一言どうぞ。

中村： 特にありません。

岸本： 逆に私が一つ質問していいですか。

稲垣： どうぞ。

岸本： 稲泉さんと中村さんに一言ずつで結

構です。確かに我々も人材育成というか、

問題意識は持っているのですが、私はファ

ンドまでしか申し上げなかったのは、人材

育成もお手伝いしたいのですけれども、何

をしていいのか分からないのです。本当に、

その人材育成というのは何であって、仮に

我々が政策としてお手伝いできるとすれば

何なのか。一言ずつ教えてください。

中村： そうですね、私も 10 年ほど前から

人材育成のほうで、通産省時代からやって
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いたのですが、非常に難しいと思います。

コンテンツを作るのは個人ですから、個人

にお金を注ぎ込んでも、その方がいきなり

寿司屋さんになっちゃうかもしれないんで、

これは非常に難しいことだと思います。や

はりそれを育て上げる企業に対して何かの

支援をしていくというほうがいいのかなと。

職を選ぶという人が増えてきまして、社を

選ぶ。要するに会社に入ることよりも、こ

れをしたいからここにいくっていう人が多

いので、そういうところに対して何かの支

援ができていくっていうことのほうが効果

あると思います。

　例えば著作権のなかで数％とって、それ

がファンドとして戻っていく形でもいいの

ですが、そういう形で、いわゆる企業を育

てることによって、例えば代理店さんなん

かたくさんいますけど、その中でやはり実

際に作業しているのは小さな中小企業が多

いわけで、そこを育てないと人は育たない

んじゃないかと思っております。よろしく

お願いします。

稲泉： 僕はちょっとアイデアがあって、国

に、まずブロードバンドコンテンツマーケ

ットっていうフリーマーケットを作って、

そこに企業がお金を出すんですね。そこで

優秀なコンテンツを作りなさいというよう

なところで組織にあてて、実際に面白いコ

ンテンツの企画で、ＯＪＴでやらないとだ

めなんですね。

　ただしこれはビジネスになるかどうかわ

かんないんで、リスクマネーは育成マネー

というように考え直して、そしてコンテン

ツ重視のビジネスモデルとしての実験をや

ったらいいんじゃないか。それに参画する

企業は、人が作るビジネスですから、どん

な人を抱えてビジネスをやるかっていうこ

とを公募でチャレンジして公平に競争して

やっていくと。そういう仕組みと企業から

の、これから日本の制作、コンテンツ業界

を育成していく上でのお声かけというかそ

ういったものをやってほしいなと思います。

稲垣： 私も学校をやっているので一言。学

校からの要望云々っていうのはあえてここ

では申しませんけれども、やはり今お二方

がおっしゃったように、この業界はＯＪＴ

といいますか、制作の現場で人は育ってま

いります。今日のテーマであるコンテンツ

流通の確立というのを進めていただくこと

が、イコール人材育成につながってくる。

学校としてもそう思っております。

　かつて日本の映画界が盛んだった頃、世

界にたくさんの映画や人が紹介され、作品

も出ていきましたけれど、これは撮影所と

いう１つの場があって、そこに監督を中心

にした何々組という組が５つも６つも入っ

て、お互いに切磋琢磨しながらその中で若

い人が育っていった。親分子分の良くない

ところもあったかもしれませんが、良いと

ころというのは今のデジタルの時代にもう

１回再現できないものかと私は思っており

ます。

　最後に一番印象に残ったのは、課長がお

っしゃった「時代は変わるけれども、この

業界、ゼロサムですよ」というお一言でし

た。世界はゼロサムかもしれません。日本

のマーケットもゼロサムかもしれません。

しかし地域はそうではないかもしれません。

地域が発展していく可能性は、私はここに

あると思います。

　もう一つ、ブロードバンド化という変化

をどう利用するか。ブロードバンドそのも

のではなくて、ブロードバンドへの変化を

利用する産業、企業、地域というものが生

き残り、伸びていくのではないかという気

がいたしました。

　今日はブロードバンド化についての様々

な要素が指摘されまして、必ずしも話は一

つに収束しなかったかもしれませんけれど、

ここをスタートとして、皆さんお帰りにな

って、それぞれの場で議論を進めていただ

くと大変ありがたいと思います。

（文責：情報化フェスタ実行事務局）
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左から佐々木守彦 氏・鈴木 邦治氏・岸本 周平氏・稲泉 　誠氏 ・中村 　一氏
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８. その他

 8.1 ＩＴ関連施設見学（参加者：約90名、バス3台で移動）

１．名護市マルチメディア館（名護市）

　当施設は、パソコン教室（一般を対象）をはじめとする人材育成を目的とした研修施設や、

高度な知識を要する専門家が活用できる共同利用施設で、各種マルチメディア関連設備等を配

置し、名護市における情報メディア産業を支援するため、幅広い層の方々が利用できる施設と

なっていました。（後述のNTT104センターも併設）

　館内には、CG（コンピュータ・グラフィックス）設備を中心に、モーションキャプチャース

タジオ・音響スタジオや衛星通信・インターネット等のアウトソーシング施設があり、産官学

共同研究やマルチメディア企業育成のためのインキュベーションを行っていました。当館では、

さらに地域情報化に向けてのコンサルティングやコーディネイト等も行い名護市におけるＩＴ

中核施設として活用されていました。

２．NTT104センター（名護市）

　NTT104番号案内は、全国で1日200万コールにも達し、最大コール先である東京分も含めて各

地区で分散して応答しています。沖縄には、沖縄104センター（オペレータ約500名）と名護104

センター（同100名）の2カ所の104センターがあり、1日約10万コール（全国の5％）を扱う日本

最大の番号案内センター県となっています。

　見学した名護104センターは、名護市マルチメディア館開設と同時に現在地に移転し、東京エ

リアの番号案内受付事業を順次拡大し、現在100名の体制（8時30分～21時まで運営）で地域経

済の発展に寄与しています。

３．宜野座サーバーファーム（沖縄北部特別振興対策事業）（宜野座村）

　宜野座サーバーファームは、ＩＴ関連企業の誘致・育成を目的として建設されたものであり、

北部振興策のリーディングプロジェクトとして位置づけられたインターネットデーターセンタ

ー（IＤＣ）を保有する施設です。当施設は、信頼性や安全性等を満たすとともに、リゾート地

に立地することから、環境や地域に配慮した環境共生型の施設として現在建設中です。

４．株式会社沖縄産業支援センター（那覇市）　資料配付のみ

　当センターは、沖縄経済の自立的発展に貢献する新産業・中核企業育成の拠点として平成8年

3月に設立された第三セクターです。那覇市内の国道58号に面した好立地に位置しており、ＩＴ

時代に対応する7階建てのインテリジェントビルを保有し、沖縄の既存産業の活性化と新産業創

造を目指して運営されています。
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 8.2 展示会

　会期中、沖縄県内で展開されている地域情報化関連の経済産業省施策や県独自の事業のパネル

展示や実演プレゼンテーションを行いました。

NO 出　展　名 開発団体／会社名

１
名護ファイバーシティ事業 名護市マルチメディア推進協会

２
親子ネット 特定非営利活動法人フロム沖縄推進機構

３
琉球文化デジタルアーカイブ

　　　　　　　　　　　ワークグループ

琉球文化デジタルアーカイブワークグループ

（特定非営利活動法人フロム沖縄推進機構内）

４
ｅ-island の沖縄をめざして 沖縄県　情報政策室

５
映像素材のデジタル化及び流通システム NTT データ・沖縄映像センター

６
沖縄市地域空間情報システム 株式会社トロピカルテクノセンター

７
読谷村バーチャル平和資料館整備事業 有限会社琉球出版社

８
座間味村バーチャルアイランズ

　　　　　　　　コミュニティシステム

アイオニクス沖縄株式会社

９
石垣メロウ観光ガイドサービス 石垣市観光協会

10
ＯＫＩＮＡＷＡ　ＳＥＮＩＯＲ　ＮＥＴ．

　　　　　　　　　　　熱帯果樹倶楽部

沖縄県官公庁労働者共済会

11
ホスピタリティ型石垣観光情報システム 株式会社タウンマネージメント石垣

　　　



ブースNo.1

事業紹介

①事業の目的
「名護ファイバーシティ事業」は、名護市役所と名護市マルチメディア館を核として名護市立中央

図書館、医療機関、観光施設、学術機関等の各情報提供センター及びそれらの情報を利用できる端末
を配備した各地域の公民館などの公共施設を結ぶネットワーク「地域イントラネット」を構築し、行
政・教育・医療・福祉等の高度化を図り、情報通信産業の振興と地域の活性化に寄与することを目的
とする。

②事業の概要
○地域イントラネットの整備(平成12年12月完成)
・名護市内の７つのセンター(名護市役所、名護市マルチメディア館、名護市立中央図書館、名桜大
学、北部地区医師会病院、名護市観光協会、やんばる物産センター)を結ぶ光ケーブルを敷設し、
高速大容量伝送が可能な通信インフラを整備した。
・さらに名護市全域に光ファイバーを敷設し100Mdps の高速通信を可能とする通信インフラを整備
した。（19拠点）
・各地域の拠点となる施設からその地域の公民館等の施設をカバーする広域無線を配備した。（55
ヶ所）

③事業の効果
①身近に行政情報などにアクセスできる環境になり、情報に開けた町となる。
②他の地域との情報格差がなくなる。
③公共施設等の効果的運用が図れる。
④今後の名護市における各分野の情報化の基盤となる。

④将来の展望
「産業振興」「人材育成」「行政サービスの向上」の三本柱を基本コンセプトに、地域の活性化・高

度化・就業機会創出を図り、創造性豊かな魅力ある地域づくりを目指す。

○北部イントラネットの整備
名護市で進めてきた地域イントラネットを北部地域11町村全てに光ファイバー及び広域無線を配

備し、北部広域圏全体のIT推進化を図る。

出展企業・団体紹介

－ 2 －

開発テーマ：名護ファイバーシティ事業
要　請　者：名護市マルチメディア推進協議会

〒905－2172 沖縄県名護市豊原224－3
TEL：0980－55－3333



ブースNo.2

システム概要

親子ネットは、情報に不利な離島からインターネット接続環境を整備して、最終的に県全体のイン
ターネット接続環境の向上を目指し貢献して参りました。
親子ネットは、要望等に応じて、本会からボランティアを派遣し、講習会を開催しておりますが、

その活動には、将来児童・生徒が社会の担い手となれるよう情報化教育の環境支援、講習会を支援し、
また地域情報化にも寄与して参りたいと考えているからです。

出展企業・団体紹介

－ 3 －

開発テーマ：親子ネット
要　請　者：特定非営利活動法人 フロム沖縄推進機構 親子ネット事業

〒902－0025 沖縄県那覇市壷川165番地　沖縄県マルチメディアセンター内
TEL：098－833－9095



事業紹介

①経緯
沖縄県マルチメディア・モデル美術館展開事業（通称「琉球文化アーカイブ」）は、平成10年度三

次補正予算で、通信・放送機構（TAO）の「創造的通信・放送システム開発事業」に、沖縄県が応募
し協力自治体として採択された事業です。
沖縄県が実証実験に必要なフィールドの提供や支援を行っており、実験に必要なコンテンツ制作は、
フロム沖縄推進機構（NPO）のワークグループのひとつである琉球文化デジタルアーカイブワークグ
ループが担当いたしました。
②目的
複合コンテンツ分散データベース環境下における管理機能の実証実験のフィールドとして電子美術

館・博物館を構築し、デジタル化された琉球の歴史や文化、伝統、自然などをインターネットで世界
へ発信することで、文化的資産の保存・継承や県民生活の向上に貢献し、将来的にはコンテンツ産業、
観光産業などの振興を図ることを目的とします。
③システム
沖縄県立博物館、沖縄県公文書館、沖縄県平和祈念資料館、那覇市立壷屋焼物博物館、浦添市美術

館の５館や沖縄県教育委員会、文化振興課などを中心に集められた素材は、琉球文化デジタルアーカ
イブワークグループでコンテンツが製作され、平成11年12月からインターネットで広く発信されてい
ます。
また、拠点となる５館では来館者用のパソコンで公開されており、浦添市美術館では高精細画像に

よる収蔵品の紹介、DVDによるオリジナル映像作品の公開もされています。

システム全体構成図：

アドレス：http://museum.mm.pref.okinawa.jp

出展企業・団体紹介

－ 4 －

開発テーマ：沖縄県マルチメディア・モデル美術館展開事業
（琉球文化アーカイブ事業）

要　請　者：フロム沖縄推進機構
〒900－0025 沖縄県那覇市壷川165番地（壺川ビル2F）沖縄県マルチメディアセンター内
TEL：098－833－9095

ブースNo.3



事業概要

本事業は、現行の防災行政無線設備の再整備にあわせて、県行政の情報化を推進する情報通信基盤
として、総合的な行政情報通信ネットワークを整備するものである。
本ネットワークは、多重無線回線（104Mbps）と光ファイバー回線（155Mbp）及び衛星通信回線

を組み合わせ、県庁を中核に、53市町村、23消防本部、県出先機関等を結び、機能としては音声、
FAXの個別送信、音声、FAXによる一斉指令、映像伝送、データー伝送等のマルチメディア通信機
能を有し、ATM技術による自動迂回及び各種サービスクラスが設定できる等これからの高度情報通
信社会に対応できるシステムである。
また、ブースでは沖縄県が情報通信技術（IT）を活用して県民生活の向上と経済的な自立をはたす

ために、すべての県民が一体となって取り組んでいく決意としてOkinawa e-island宣言を展示してい
る。

出展企業・団体紹介

－ 5 －

開発テーマ：沖縄県総合行政情報通信ネットワーク整備事業
要　請　者：沖縄県 情報政策室

〒900－8570 沖縄県那覇市泉崎1－2－2
TEL：098－866－2036

ブースNo.4



システム概要

中小企業が大多数を占める全国の映像制作会社は、大量のアナログ映像素材を保有しており、それ
らの中には、希少なもの、独創的なもの、歴史的文化的価値のあるものも多いが、系統だった保管方
法がとられていないことから再利用しにくい、流通しない等、本来の価値を活かせない状況にある。
映像素材のデジタル化及び流通システムは、平成12年度に（財）新映像産業推進センター（現：（財）
デジタルコンテンツ協会）から（株）NTTデータが開発及び実証実験を受託した事業で、大規模デジ
タルライブラリによる品質劣化のない映像素材を確保し、高品質な映像の高速・廉価な流通を実現す
る新たな市場を構築することで、これら時間とともに劣化・消滅しつつあるアナログ映像素材を発掘
し、映像制作会社の映像資産の活用、映像ソフトの制作工程効率化及び制作費用削減を実現する。こ
れにより映像制作会社の活躍機会の増大、ひいては映像業界全体の活性化を目指す。今年度、沖縄産
業支援センタにデジタルアーカイブセンタを設置し、映像素材デジタル化事業、映像素材流通事業の
事業化検証（フィジビリティスタディ）を実施している。

出展企業・団体紹介

－ 6 －

ブースNo.5
開発テーマ：映像素材のデジタル化及び流通事業の事業化

検証プロジェクト
申　請　者：（株）NTTデータ社会情報システム事業部第二企画開発部

〒900－0015 沖縄県那覇市久茂地1－7－1 琉球リース総合ビル8Ｆ
TEL：098－860－3693



システム概要

このシステムは行政情報管理システム、地域空間情報システム、観光情報システムからなり、地理
情報システム（GIS）をベースにした、行政による市民への福祉・防災・都市空間情報等の提供と、
インターネットによる医療・教育・金融・商業・観光施設等の地図情報を公開するもので、市民参加
によるデータの登録・更新が可能であることも特徴です。
高齢化、国際化、情報化が急速に進むなか、沖縄市では「国際文化観光都市」を標榜し、活気のあ

る住みよい街づくりの実現のためにこのシステムを活用しています。
平成12年４月に稼動したこのシステムは、その後に庁内、市内の通信インフラの拡充が進み、コン

テンツとアプリケーションも豊富になり、日々成長・進化しています。これからも電子自治体の実現
に向け、ブロードバンドの流れを捉えつつ、更なる市民サービスの向上を目指します。

出展企業・団体紹介

－ 7 －

ブースNo.6
開発テーマ：沖縄市地域空間情報システム
要　請　者：沖縄市　企画部情報課

〒904－8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号
TEL：098－939－1212（代表）

申　請　者：（株）トロピカルテクノセンター　情報開発部
〒904－2234 沖縄県具志川市字州崎５－１
TEL：098－982－1100（代表）



システム概要

「読谷バーチャル平和資料館」は、インターネットを活用したインタラクティブな平和学習環境を
構築し、全国・世界に向けて平和学習の場を提供する。さらには、インターネットやPDA端末を通し
てユーザからの反応を収集し、地域ボランティアと村外からの来訪者にリアルタイムの平和学習の場
を提供することで、参加者同士の相互コミュニティを実現する。主な機能は、Webサーバ・データベ
ースサーバ・コンテンツ用編集端末との連携により、①インターネットやLAN（無線LANを含む）
に接続された端末からの多様なリクエストに応じて平和情報を収集・自動表示することで、随時更新
されるデータべース上のコンテンツを、Webサイト上にリアルタイムに提供する、②地図情報と施設
情報の連携による旅行見学コース案内、③地域住民の交流を支援する、等から構成される。本システ
ムにより、管理者は煩わしいホームページ更新作業から開放され、コンテンツデータベースの作成に
専念でき、ユーザはリアルタイムな情報が得られる。

出展企業・団体紹介

－ 8 －

ブースNo.7
開発テーマ：読谷バーチャル平和資料館整備事業
要　請　者：読谷村企画・分権推進課

〒904－9203 沖縄県読谷村字座喜味2901
TEL：098－982－9200

申　請　者：（有）琉球出版社
〒902－0077 沖縄県那覇市長田2－32－30 シャトーモンタン201
TEL：098－831－7588



システム概要

沖縄本島の洋上約40kmに位置する座間味村は、３つの有人島とその他の無人島からなり、約1000
人の住民が居住しています。主な産業は豊富な自然資源を活用した観光産業です。行政サービスの向
上、観光客へのサービス拡大とオフシーズン時の観光需要の拡大を図る為、更に村内外から座間味村
の活性化についての建設的な提言を募る為の情報インフラ構築が求められていました。
このような課題を踏まえ、座間味村バーチャルアイランズコミュニティシステムは、地方自治体

（役場と役場出張所）と第三セクター（㈱21・ざまみ）、システムセンター（アイオニクス沖縄㈱）、
ダイビングショップ、民宿、会員ユーザ及び一般ユーザの自宅や勤務先を専用回線や公衆回線または
インターネットで接続し、主に観光客には防災緊急連絡のサービス、インターネットやCTI（音声自
動応答）を活用した宿泊施設・スキューバダイビング・乗船券の予約サービスと自動乗船発券等のサ
ービス及び座間味村の観光情報等を提供し、住民には遠隔証明書発行のサービスを提供する離島振興
の未来型システムとして構築しました。

出展企業・団体紹介

－ 9 －

ブースNo.8
開発テーマ：地域生活空間創造情報システム整備事業

座間味村バーチャルアイランズコミュニティシステム開発
要　請　者：座間味村役場

〒901－3402 沖縄県座間味村109
TEL：098－987－2311

申　請　者：アイオニクス沖縄（株） 公共ソリューション部
〒901－2123 沖縄県浦添市西洲2－2－3りゅうせきビル3Ｆ
TTEL：098－876－9537



システム概要

事業の内容としては、多様化する観光客のニーズに対応すべく観光企画サービスの一環として、八
重山観光ガイドボランティアの会が中心となり、小グループの観光客、修学旅行（教育旅行）団体の
班別学習、また滞在型観光客への観光ガイド派遣を行い、人と人とのふれあいを大切にした、人情あ
ふれる八重山特有の観光ガイドシステム（ホスピタリティー型ガイドシステム）を提供するものであ
ります。
システムの概要は、インターネットを活用した情報の発信（HP）と観光ガイドの予約管理システ

ム（ボランティアガイド管理システム）を構築し、情報の発信をとおし多くの観光客誘致に努めると
ともに、情報端末を活用することによる業務の効率化を図る。また、高齢者が情報端末を容易に活用
出来るようシステムにタッチ式ディスプレイを活用するとともに、高齢者の容易な操作で（モニタデ
ィスプレイ画面上を指で触れて操作する）HP等の更新作業が出来るよう観光情報の更新システム
（ITA）も整備した。

出展企業・団体紹介

－ 10 －

ブースNo.9
開発テーマ：『石垣メロウ観光ガイドサービス事業』
要　請　者：八重山観光ガイドボランティアの会

〒907－0013 沖縄県石垣市浜崎町1－1－4
TEL：09808－2－2809

申　請　者：社団法人石垣市観光協会
〒907－0013 沖縄県石垣市浜崎町1－1－4
TEL：09808－2－2809



事業紹介

○概要
本事業は、シニア熱帯果樹ビジネスに必要な知識やノウハウを学ぶことで、全国一の長寿県・沖縄

のシニアの元気な社会参加を支援するものである。
熱帯果樹農業は沖縄県の成長産業の一つであり、退職後に取り組みたいとする人が多い。
知識さえあればシニアの体力に適しており、高収益が期待出来るので、長年県の農業試験場や関連

部署で、研究・指導に携わってきた、官公労働共済会退職者会等のシニアの知識を活用した、熱帯果
樹事業を展開することで、シニアの生き甲斐づくりやビジネス化支援につなげている。

○情報化の狙い
果樹園栽培の成長記録等をデジタルで記録・保存することにより、熱帯果樹農業の安定収穫を目指

したり、苗、種子の仕入れ管理、在庫管理、実売管理等を行うにより、効率の良い農業経営を図る。
また、会員同志の情報交換・コミュニケーションアップや、Webサイトにる情報発信、事業のPR、

仲間募集等も行い、いずれはｅ－コマースによる独自の流通経路を構築したいと考えている。パソコ
ン初心者がほとんどだが、地道に「パソコンに親しむ」ら始め、着実に成果をあげている。

○高齢者・障害者の役割
この事業に参加するシニアは、１）に関する知識・ノウハウを提供する指導者、２） 熱帯果樹生

産の実践者、３）Webサイトのコンテンツ素材提供者（デジカメやテキストデータによる成長記録等）、
４）熱帯果樹事業に関する共同研究者、５）熱帯果樹園の経営者（個々の土地を活用）等の役割があ
る。当面はリーダーとなるシニアの仲間への指導にあたり、受講者が次のステップでは、仲間に教え
る立場となって、チームワークを広げていく。
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ブースNo.10
開発テーマ：OKINAWA SENIOR NET 熱帯果樹倶楽部事業
要　請　者：沖縄県官公庁労働者共済会

〒901－0027 沖縄県那覇市旭町３４
TEL：098－862－0166
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－ 12 －

ブースNo.11
開発テーマ：ホスピタリティ型石垣観光情報システムの開発
要　請　者：石垣市　総務部企画室

〒907－8501 沖縄県石垣市美崎町14番地
TEL：09808－2－9911（代表）

申　請　者：㈱タウンマネージメント石垣
〒907－0022 沖縄県石垣市大川208番地
TEL：09808－4－3477
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